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２１世紀は地方自治の確立と特色ある地域づくりを大きなテー
マとして幕を開けました。
新しい時代に対応して誕生した本市は、県央の拠点都市とし
て将来に大きな発展の可能性を有しています。県内交通の結節
点として、バランスのとれた産業構造と独自の都市圏を形成し
ており、豊かで多様な自然風土と蓄積された歴史・伝統・芸術
文化など豊富な地域力を有しているのです。
しかしながら、地方を取り巻く環境は、少子高齢化による生
産年齢人口の減少や環境問題、三位一体の改革に伴う財政構造
の変化など、今後も厳しさが増すものと思われます。
このような状況の中、目指すべき将来の姿を描き、まちづく
りの目標を明確にするとともに、今後の市勢振興の基本指針と
なる「諫早市総合計画」を策定いたしました。
この計画は本市の今後１０年間の土台づくり計画であり、策定
にあたっては、市民の代表の方などを委員とする総合計画審議
会を設置し、大変熱心なご議論をいただくとともに、地域審議
会や私へのはがきという形で直接市民の皆様からご意見をいた
だいたところであります。また、平成１８年３月市議会定例会に
おいて、この計画の基本となる「諫早市基本構想」の議決をい
ただきました。市議会、審議会委員を始めご協力いただきまし
た多くの市民の皆様に、改めて深く感謝申し上げます。
私は、これからのまちづくりにおいては「ひと」がすべての
中心と考えております。市民一人ひとりが主役として輝く、将
来都市像『ひとが輝く創造都市・諫早』の実現のため、常に「市
民主役」「対話の市政」を基本に、市政運営に努力してまいる
所存であります。
市民の皆様におかれましても、計画の推進に対して、格別の
ご理解とご協力をお願いいたします。

平成１８年３月
諫早市長 吉次 邦夫
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第１章

総合計画策定の
趣旨と背景

第１節 新「諫早市」の誕生

第２節 計画策定の趣旨

第３節 人口減少時代の到来

第４節 諫早市の財政状況

第５節 諫早市の地域力

第６節 交流人口と都市圏

第７節 土台づくりの１０年



1 地理、沿革

2 合併の歩み

本市は、長崎県央に位置し、長崎・島原・西

彼杵の各半島の結節部を占め、東に有明海、西

に大村湾、南に橘湾という特性の異なる３つの

海と美しくそびえる多良山系の山々、広大な干

拓地や肥よくな丘陵地帯など自然の恵み多い地

域です。

市内の各地域は、古くから西海の地・肥前地

方における歴史的体験を共有しながら、また、

あるときは独自の歴史、風土、文化を刻みなが

ら、先人は幾多の苦難を乗り越えてきました。

明治維新の廃藩置県、市制、町村制によって、

１町１８か村となり、大正、昭和そして平成の百

十余年の長きにわたり、それぞれ教育や産業な

どの地域振興に取り組みました。

地方自治体の役割は時代とともに変遷し、昭

和１５年には合併によって諫早市制が施行され、

昭和３０年に多良見村と飯盛村が発足し、３１年に

は高来町制が施行しました。昭和４０年代に飯盛

町、多良見町、小長井町、森山町と相次いで町

制が施行されて１市５町となり、今日の豊かな

暮らしを実現してきました。

平成７年に地方分権推進法が成立、平成１２年

に地方分権一括法として結実し、合併特例法の

一部改正、中央省庁再編などと相まって、２１世

紀は、地方自治の確立と特色ある地域づくりを

大きなテーマとして幕を開けました。

新しい世紀は、急速に進む国際化と高度情報

化を背景として、産業の国際間水平分業化や国

内製造業の空洞化、画一化から個性化へ、また、

価値観や生き方の多様化、日常の生活圏、経済

圏の拡大など、日本の社会経済全般にわたって

構造的な変革が求められています。

このような時代的な要請から、平成１２年に長

崎県央地区の１市１０町が「県央地区市町村合併

等調査研究会」を設置し、最終的に１市５町に

おいて、「行財政の効率化」、「広域的、総合的

視点に立ったまちづくり」及び「新たな行政需

要への対応」を大きな目標として任意合併協議

会、法定合併協議会と段階的に前進しました。

平成１６年４月２８日、１市５町は合併協定書に

調印、各議会の議決を経て、同年７月１４日の総

務大臣告示をもって正式に合併が決定しました。

平成１７年３月１日、先人が築いてきた諫早市、

多良見町、森山町、飯盛町、高来町及び小長井

町の輝かしい財産を新市に引き継ぎ、２１世紀の

県央拠点都市づくりに向けて「諫早市」が新し

く誕生しました。

新「諫早市」の誕生第１節
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計画策定の趣旨第２節

1 策定の目的

2 策定の視点

3 計画の構成

基本�
構想�
�

基本計画�

4 計画期間

この総合計画は、「新市建設計画」を基本に

合併後最初に策定する総合的なまちづくり計画

です。目指すべき将来の姿を描き、都市づくり

の目標を明確にするとともに、今後の市勢振興

の基本指針とします。

市民と行政の共通、共有のまちづくりの指針

であり、合併効果の早期発揮と地域の均衡ある

発展、２１世紀の新しい時代環境に柔軟に対応す

る諫早市の「土台づくり計画」となるものです。

地方自治を取り巻く環境は、急速に進む少子

高齢化、環境問題、地方分権の確立、時代的な

潮流や厳しさを増す財政状況、価値観の多様化

や市民参画の流れなど大きな転換点を迎えてい

ます。

これまで培われたまちづくりの蓄積を活かし

つつ、市民の想いや期待、合併の意味などを考

慮しながら、本市の現状や課題、将来の姿など

を見詰め直すものです。

�活かすべき資源や魅力
�新しい時代環境のもとでの活力ある地域社
会の実現

�まちづくりの展開と安定的な行財政運営の
調和

�市民とのあるべき協働の姿
などをまちづくりの視点として、２１世紀初頭

における本市のまちづくりの羅針盤となるもの

です。

基本構想は、本市の総合的、計画的な行政運営の基本と

なるものであり、「将来都市像」「基本目標」それを実現す

るための「まちづくりの羅針盤」から構成します。

基本構想を実現するために基本計画を策定します。基本

計画は、「土台づくりプロジェクト」「基本施策の展開」「財

政計画」「地域の特色あるまちづくり」から構成します。

計画期間は、平成１８年度～平成２７年度の１０年間を想定します。（西暦２００６年度～西暦２０１５年度）
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5 目標人口

平成２７年（西暦２０１５年）の目標人口を

「 150,000人」に定 めます 。

■ ■ ■ 目標人口の設定の考え方 ■ ■ ■

◇平成１７年１０月１日の国勢調査速報値は「１４万４０４０人」となり、前回の平成１２年国勢調

査の「１４万４２９９人」と比べ、▲２５９人下回る結果となりました。

◇今後の本市人口の推移を考えるとき、国立社会保障・人口問題研究所による平成１２年

国勢調査結果を基にした本市の推計人口では、５年後の平成２２年の「１４万５８９４人」を

ピークとして、平成２７年に「１４万４８０３人」程度との推計結果となっており、いずれに

しても、本市にとって今後１０年程度は、人口が最も多いピーク期間となるものと考え

られます。

◇また、市町村合併により九州・沖縄３０２自治体の中で１３番目となる人口規模を有する

都市となり、知名度等の向上による企業誘致や投資促進、事業所等の立地など有形無

形の波及効果が期待されるとともに、行財政の効率化や合併支援策の効果的な活用な

どにより、市域の一体化と定住環境の整備、新たな都市基盤の整備や産業振興などが

可能となります。

◇本市経済の活性化に大きな波及効果を伴う九州新幹線西九州ルート（長崎ルート）建

設、諫早湾干拓事業完成後の干拓資源の利活用、新産業団地計画化など各種プロジェ

クトの推進などが期待されます。

◇これら人口の推移、合併効果、各種プロジェクトの推進などを総合的に考慮し、平成

２７年の目標人口を「１５万人」に設定します。
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※平成１２年までは国勢調査数値
※平成１７年から平成４２年は国立社会保障・人口問題研究所による平成１２年国勢調査を基にした推計人口

■諫早市における人口の推移・今後の人口推計グラフ

■平成１７年国勢調査速報値 （単位：人）

平成１７年国勢調査 平成１２年国勢調査 増減数（１７年－１２年）
総 人 口

世帯数
総 人 口

世帯数 総人口 男 女 世帯数
うち男性 うち女性 うち男性 うち女性

長崎県 １，４７８，６３０６９１，４３１７８７，１９９５５３，２７２１，５１６，５２３７１２，３４６８０４，１７７５４４，８７８▲３７，８９３ ▲２０，９１５ ▲１６，９７８ ８，３９４
諫早市 １４４，０４０ ６８，１５８ ７５，８８２ ４９，９８０１４４，２９９ ６８，１４９ ７６，１５０ ４７，７３０ ▲２５９ ９ ▲２６８ ２，２５０
諫早地域 ９５，９３０ ４５，７２５ ５０，２０５ ３４，８４８ ９５，１８２ ４５，２２８ ４９，９５４ ３３，１１７ ７４８ ４９７ ２５１ １，７３１
多良見地域 １６，９７２ ７，９２５ ９，０４７ ５，７４７ １７，０５６ ７，９４７ ９，１０９ ５，４１８ ▲８４ ▲２２ ▲６２ ３２９
森山地域 ６，００２ ２，８２２ ３，１８０ １，７７９ ６，２５９ ２，９５１ ３，３０８ １，７６２ ▲２５７ ▲１２９ ▲１２８ １７
飯盛地域 ７，９０６ ３，７０９ ４，１９７ ２，４５６ ８，０３４ ３，７９４ ４，２４０ ２，３５６ ▲１２８ ▲８５ ▲４３ １００
高来地域 １０，８０１ ５，０６８ ５，７３３ ３，２６３ １１，０９２ ５，２５２ ５，８４０ ３，２１５ ▲２９１ ▲１８４ ▲１０７ ４８
小長井地域 ６，４２９ ２，９０９ ３，５２０ １，８８７ ６，６７６ ２，９７７ ３，６９９ １，８６２ ▲２４７ ▲６８ ▲１７９ ２５

※県内他市の状況
長崎市 ４５５，１３１２０９，１７４２４５，９５７１８３，５９４４７０，１３５２１８，３９８２５１，７３７１８３，２８５▲１５，００４ ▲９，２２４▲５，７８０ ３０９
佐世保市 ２５８，３２４１２１，５１１１３６，８１３ ９９，９４４２６２，５３４１２３，２６９１３９，２６５ ９７，６９０▲４，２１０▲１，７５８▲２，４５２ ２，２５４
大村市 ８８，０３３ ４１，８９０ ４６，１４３ ３１，８２２ ８４，４１４ ４０，４８７ ４３，９２７ ２９，２９２ ３，６１９ １，４０３ ２，２１６ ２，５３０
島原市 ５０，０８１ ２３，２３２ ２６，８４９ １７，１８８ ５１，５６３ ２３，８８８ ２７，６７５ １６，９９０▲１，４８２ ▲６５６ ▲８２６ １９８
平戸市 ３８，３８９ １７，８２１ ２０，５６８ １３，５１２ ４１，５８６ １９，３９８ ２２，１８８ １３，７３９▲３，１９７▲１，５７７▲１，６２０ ▲２２７
松浦市 ２６，９９３ １２，７６４ １４，２２９ ９，４５０ ２８，３７０ １３，４５９ １４，９１１ ９，３８２▲１，３７７ ▲６９５ ▲６８２ ６８
対馬市 ３８，４７４ １８，６７９ １９，７９５ １４，７４０ ４１，２３０ １９，９８４ ２１，２４６ １５，０３８▲２，７５６▲１，３０５▲１，４５１ ▲２９８
壱岐市 ３１，４１７ １４，７９１ １６，６２６ １０，５６０ ３３，５３８ １５，９３０ １７，６０８ １０，６６１▲２，１２１▲１，１３９ ▲９８２ ▲１０１
五島市 ４４，７６４ ２０，５９８ ２４，１６６ １９，２１９ ４８，５３３ ２２，４９３ ２６，０４０ １９，９６７▲３，７６９▲１，８９５▲１，８７４ ▲７４８
西海市 ３３，６８３ １６，２３９ １７，４４４ １２，１３９ ３５，２８８ １６，９９１ １８，２９７ １２，３２４▲１，６０５ ▲７５２ ▲８５３ ▲１８５
雲仙市 ４９，９９２ ２３，６０６ ２６，３８６ １５，７９４ ５２，２３０ ２４，７８２ ２７，４４８ １５，６４７▲２，２３８▲１，１７６▲１，０６２ １４７
南島原市 ５４，０３４ ２５，０７８ ２８，９５６ １７，４０５ ５７，０４５ ２６，５８６ ３０，４５９ １７，４９２▲３，０１１▲１，５０８▲１，５０３ ▲８７
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昭和�
35年�

平成�
12年�

�
17年�

�
26年�

�
42年�

�
62年�

9,341

12,693 12,770 12,658

単位：万人�

11,758

10,059

平成17年国勢調査速報値　1億2,777万人�

昭和�
35年�

平成�
12年�

�
17年�

�
26年�

�
42年�

平成17年国勢調査速報値　147万8,630人�

単位：万人�

176

151 148
140

119

昭和�
50年�

平成�
12年�

�
17年�

�
27年�

�
42年�

平成17年国勢調査速報値　144,040人�

単位：人�

114,822

144,299 145,691 144,803

134,745

人口減少時代の到来第３節

1 人口減少時代とまちづくり

◇わが国は、昭和５０年頃に合計特殊出生率が人口維持水準

の２．０８を割り込んで以来、急速に進行した少子化の影響

が現在、顕在化しており、平成１７年は戦後６０年目にして

はじめて人口が減少したことが確認され、本格的な「人

口減少社会」への入り口に立っています。

◇人口の減少による影響は経済規模の縮小、社会経済活力

の減退となって徐々に現れるもので、人口増加を前提と

した社会経済システムの変革が必要です。

◇国、地方行政にとっては、税収減など歳入の長期的な縮

小が見込まれ、歳入に見合った歳出改革が課題となって

きます。

◇人口減少の影響は都市部より集落地域で大きいものと考

えられ、耕作放棄地など荒地の増加や集落環境の荒廃、

地域の伝統や祭りの断絶、共同作業等のコミュニティ機

能や相互扶助機能の低下などが懸念されます。

◇人口が減少する中で地域社会を維持していくためには、

年齢や性別などを問わず、その能力や生き方、働き方に

応じ、共に支え合い助け合う地域づくりが今まで以上に

必要です。

◇拡大を続けてきた行政サービスについても、全体的な見

直しが不可欠となるものと考えられ、そのあり方や提供

主体、行政が担う範囲などについて、市民コンセンサス

を形成しながら、不断の改善が必要です。

■日本の総人口の推計

■長崎県の人口の推計

■諫早市の人口の推計

※上記の人口推計はいずれも平成１２年国勢調
査結果を基に、国立社会保障・人口問題研
究所において、主にコーホート要因法を用
いて推計されたものです。
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14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

単位：万人�

昭和�
35年�

平成�
12年�

�
17年�

�
26年�

�
42年�

2,843
1,847 1,772 1,638 1,323

6,047 8,622 8,459 7,821
6,958

540

2,200 2,539 3,199
3,477

200
180
160
140

100
120

80
60
40
20
0

単位：万人�

昭和�
35年�

平成�
12年�

�
17年�

�
26年�

�
42年�

�
32年�

64

24 22 19 17 15

102

96 92
82 74 66

10

31 34
39

40
38

140,000

120,000

100,000

60,000

80,000

40,000

20,000

0

単位：人�

昭和�
50年�

平成�
12年�

�
17年�

�
27年�

�
42年�

�
32年�

30,418 24,700 23,058 20,604 19,358�
�

16,686

72,905 93,074 92,804
86,913 82,149

74,438

11,498

26,496 29,831 37,282 41,018
43,624

90

100

80

60

70

50

40

30

20

10

0

26
17 15 14 14 13

64

65 63
60 58 55

10
18 22 26 28 32

高齢人口：65歳以上�
生産年齢人口：15歳～64歳�
年少人口：14歳以下�

（％）�

昭和�
50年�

平成�
12年�

�
17年�

�
27年�

�
42年�

�
32年�

2 少子化の進行

3 高齢社会と働き手の減少

◇住民基本台帳の人口分布でも分かるとおり、本市にお

いても出生数が年を追って減少しており、１歳児人口

は１８歳人口と比べ約５００人少ない状況となっています。

◇今後も減少傾向は続くものと考えられ、１４歳までの年

少人口の合計では今後１０年間で約２５００人程度減少する

見込みとなっています。

◇子ども数の減少は、次代の諫早を担う人材不足という

面だけでなく、子ども同士での遊ぶ機会が減少すると

ともに、遊びの中で培われてきた「たくましさ」や協

調性、他者へのいたわりなど豊かな情操をはぐくむ場

の喪失など、子どもの成長環境にも大きな影響を与え

るものです。

◇児童数の減少は、地域社会の中心的な役割を担ってい

る小学校の学級維持や、地域コミュニティの変質、伝

統・祭事の継承などに課題が顕在化するものと考えら

れます。

◇我が国の平均寿命は、大正時代まで４０歳前半であり、

昭和２２年に５０歳を超え、以後急速に伸びて、現在の平

均寿命は８２歳と世界一の「長寿社会」を実現しました。

◇しかし、介護や病気、収入などへの不安から、「年を

取ることに不安を感じる人」が全世代を通じて非常に

多く、高齢社会に対して暗いイメージとなっています。

◇一方、前期高齢者（６５歳～７４歳）では、約３０％が仕事

に従事し、要介護・要支援認定者数は約５％に止まり、

６５歳以上の３分の２が自分の健康を普通以上と感じて

いるなど、元気な高齢者像が浮かび上がります。

◇むしろ、地域社会や経済を主に支える生産年齢人口が

今後急激に減少することが課題です。本市では、特に

２０歳代、３０歳代の若者層の減少が顕著で、今後１０年間

に合わせて４０００人以上の減少が見込まれています。

◇これからは、長寿を喜び、充実した人生を送ることが

できる地域の実現のため、高齢社会に柔軟に対応でき

る政策対応が求められるとともに、高齢者自身を含め

た幅広い市民の地域活動への積極的な参加が不可欠で

す。

■日本の３階層人口の推計

■長崎県の３階層人口の推計

■諫早市の３階層人口の推計・構成比

※上記の人口推計は、いずれも平成１２年国勢調査結
果を基に、国立社会保障・人口問題研究所におい
て推計されたもので、平成１７年国勢調査速報値と
は相違します。なお、国勢調査の結果から年齢不
詳の数は除いている。
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100以上�
99�
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97�
96�
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55�
54�
53�
52�
51�
50�
49�
48�
47�
46�
45�
44�
43�
42�
41�
40�
39�
38�
37�
36�
35�
34�
33�
32�
31�
30�
29�
28�
27�
26�
25�
24�
23�
22�
21�
20�
19�
18�
17�
16�
15�
14�
13�
12�
11�
10�
9�
8�
7�
6�
5�
4�
3�
2�
1�
0

41�
18�
47�
41�
71�
76�
102�
139�
180�
236�
221�
262�
309�
298�
354�
403�
422�
496�
578�
575�
660�
701�
675�
726�
764�
754�
786�
829�
845�
848�
856�
765�
832�
840�
853�
952�
896�
914�
856�
942�
721�
843�
1,222�
1,262�
1,336�
1,150�
1,222�
1,148�
1,085�
1,077�
981�
951�
972�
1,037�
994�
1,004�
965�
921�
1,038�
926�
942�
706�
1,042�
908�
974�
941�
987�
985�
975�
973�
944�
904�
858�
849�
883�
778�
797�
856�
831�
838�
825�
810�
904�
908�
913�
864�
852�
801�
822�
817�
761�
774�
736�
778�
677�
784�
660�
656�
676�
635�
557

9�
7�
4�
13�
14�
17�
29�
29�
42�
65�
84�
84�
95�
132�
146�
166�
184�
210�
286�
380�
430�
441�
492�
481�
546�
587�
540�
637�
718�
648�
731�
682�
751�
623�
759�
764�
825�
802�
776�
830�
670�
803�
1,126�
1,213�
1,198�
1,160�
1,105�
1,105�
1,115�
1,031�
1,068�
929�
918�
959�
929�
957�
945�
812�
901�
803�
863�
671�
969�
849�
860�
884�
927�
958�
965�
949�
900�
853�
871�
869�
870�
798�
801�
806�
818�
816�
848�
802�
912�
905�
935�
848�
885�
834�
835�
814�
773�
789�
748�
791�
704�
696�
714�
698�
708�
678�
667
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18歳�

80

70

60

50

40

30

20

10

18歳�

男性：68,687人（47.4％）� 女性：76,199人（52.6％）�

女性�男性�

年　齢�

■諫早市人口分布－住民基本台帳調べ－

※上記の人口ピラミッド表は、平成１８年１月１日現在の本市に登録されている住民基本台帳を基に作成したもので、国勢調査結
果や人口動態調査結果とは異なります。

第１章

総
合
計
画
策
定
の
趣
旨
と
背
景

8



H  7年� 16,827人�
H12年� 15,557人�
H17年� 14,695人�
H22年� 13,943人�
H27年� 13,157人�
H32年� 12,342人�
H37年� 11,426人�
H42年� 10,513人�

H  7年� 20,989人�
H12年� 18,758人�
H17年� 16,822人�
H22年� 15,434人�
H27年� 14,478人�
H32年� 13,724人�
H37年� 12,933人�
H42年� 12,131人�

H  7年� 16,279人�
H12年� 16,776人�
H17年� 15,627人�
H22年� 14,081人�
H27年� 12,512人�
H32年� 11,395人�
H37年� 10,650人�
H42年� 10,058人�

H  7年� 18,565人�
H12年� 17,933人�
H17年� 18,923人�
H22年� 19,317人�
H27年� 17,788人�
H32年� 15,869人�
H37年� 14,119人�
H42年� 12,898人�

H  7年� 22,456人�
H12年� 21,071人�
H17年� 19,232人�
H22年� 18,520人�
H27年� 19,546人�
H32年� 20,043人�
H37年� 18,544人�
H42年� 16,574人�

H  7年� 16,588人�
H12年� 19,616人�
H17年� 22,175人�
H22年� 20,868人�
H27年� 19,059人�
H32年� 18,363人�
H37年� 19,379人�
H42年� 19,864人�

H  7年� 15,724人�
H12年� 16,034人�
H17年� 16,199人�
H22年� 19,192人�
H27年� 21,708人�
H32年� 20,389人�
H37年� 18,650人�
H42年� 17,997人�

H  7年� 9,726人�
H12年� 12,089人�
H17年� 13,743人�
H22年� 14,103人�
H27年� 14,324人�
H32年� 17,116人�
H37年� 19,345人�
H42年� 18,185人�

H  7年� 5,363人�
H12年� 6,467人�
H17年� 8,277人�
H22年� 10,432人�
H27年� 12,227人�
H32年� 13,284人�
H37年� 14,061人�
H42年� 16,528人�

千人�5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
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未
満
人
口
の
推
移�
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歳
代
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口
の
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移�
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口
の
推
移�
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歳
代
人
口
の
推
移�

40
歳
未
満
人
口
の
推
移�
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歳
代
人
口
の
推
移�
60
歳
代
人
口
の
推
移�

70
歳
代
人
口
の
推
移�

80
歳
以
上
人
口
の
推
移�

■諫早市の１０歳階層別人口の変動推計グラフ

※上記の人口推計は、いずれも平成１２年国勢調査結果を基に、国立社会保障・人口問題研究所において推計されたもので、平成
１７年国勢調査速報値とは相違します。
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諫早市の財政状況第４節

1 財政状況の推移

◇平成９年度から平成１６年度までにおけ

る旧市町の歳入・歳出の決算合計額は、

おおむね６０，０００百万円前後で推移して

おり、この間大きな増減は見られませ

ん。（図１、２）

◇しかし、歳入にあっては地方税や国県

支出金がほぼ横ばいで推移しているの

に対し、地方交付税は減少の傾向、そ

の他（財産収入、寄附金、繰入金、繰

越金及び緒収入の合計）は増加の傾向

にあり（図１）、また、歳出にあって

は公債費などの義務的経費が徐々に増

加の傾向にあるといえます（図２）。

◇一方、財政指標については、経常収支

比率及び繰上償還を除いた公債費負担

比率が年々増加しています（図３）。

このことは、財政の硬直化が進みつつ

あるということを示しています。

■図１ 歳出決算額の推移

■図２ 歳入決算額の推移

■図３ 経常収支比率及び公債費負担比率（繰上償還を除く。）の推移

（いずれも旧市町の各年度地方財政状況調査における普通会計決算額を合算した額）

第１章

総
合
計
画
策
定
の
趣
旨
と
背
景

10



0 20 40 60 80 100％�

本　　市�

県下都市�

類似団体�

全国都市�

市　税�
分担金、使用料等�
その他�
地方譲与税等�
地方交付税�
国県支出金�
市　債�

0 20 40 60 80 100％�

本　　市�

県下都市�

類似団体�

全国都市�

人件費�
扶助費�
公債費�
物件費�
補助費等�
その他�
投資的経費�

2 財政の現況

◇本市の財政構造について、平成１５年度

決算をもとに全国都市平均、類似団体

（注）、県下都市平均と比較しました。

もちろん平成１５年度における本市の決

算額は旧市町の額を単純に合算したも

ので、ひとつの市になった後の姿とは

異なっている可能性がありますが、本

市の現在の財政構造について、ひとつ

の目安になると思われます。

◇歳入について、全国の都市や類似団体

と比較すると、市税の占める割合が少

なく、地方交付税や国県支出金、市債

のいわゆる依存財源の占める比率が高

くなっています（図４）。いわば、本

市の財政構造は、全国の都市や類似団

体と比較すると、国や県の政策の影響

を受けやすいぜい弱なものであるとい

うことができます。

◇歳出について、全国の都市や類似団体

と比較すると、人件費や扶助費が比較

的少ない反面、公債費や投資的経費の

占める比率が高いことがわかります

（図５）。なお扶助費に関し、旧町に

おいては生活保護等福祉事務所で行う

事務は県において行っていたことから

このような結果になっているものであ

り、合併後は相当程度その比率が増加

してくるものと考えられます。

■図４ 歳入の構造

■図５ 歳出の構造

（注）類似団体：地方公共団体の人口及び産業構造を基に国が市町村
をグループに分けたもので、合併後の本市は都市Ⅳ－３に分類
されます。
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3 今後の財政環境

現在、国においては国庫補助負担金の廃止・縮減、地方交付税制度の改革及び税源の

移譲を柱とする三位一体の改革が推進されており、この改革の進展に伴い財政構造に大

きな影響があると予想されますが、その詳細については依然として明らかでない部分も

あります。

さらには、人口減少社会のもとで税収等の収入の変化、少子高齢社会や IT社会等の

進展に伴う財政需要の増大、さらにはめまぐるしく変化する社会経済情勢や多様化する

市民の価値観のもとでの行政需要の発生など、地方財政を取り巻く環境はこれまで以上

に不透明さを増しているといっても過言ではありません。

このような不透明な財政環境のもとで生ずるさまざまな行政需要に適時的確に対応す

るためには、

� 市税等の自主財源の確保に努め、足腰の強い歳入構造への転換を図ること。

� 職員数の削減や徹底した事務事業の見直し等により強力に経費の縮減を推進し、柔

軟性のある歳出構造への転換を図ること

という歳入・歳出両面からの対策を講じ、堅実な財政運営に努めていく必要があります。
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諫早市の地域力第５節

1 都市規模の拡大とその効果

諫早市管内図

2 優れた立地特性

◇本市は、約１４万５千人の人口を擁する都市と

なったことにより、県央部にあって県内第３

の核都市として県土の枢要な位置を占めてお

り、県勢浮揚のけん引役が期待されます。

◇九州・沖縄管内においても、１３番目の都市と

なったことにより、その位置付けと重要性は

大きくなっており、知名度向上などの波及効

果を活かした地域振興に取り組む必要があり、

企業立地や交流の場として大きな可能性を秘

めています。

※平成１８年３月３１日現在の九州・沖縄管内の

市町村数…１１５市 ：１４８町 ：３９村

（合計３０２市町村）

◇本市は、長崎市と島原半島や

大村、東彼、佐賀鹿島方面を

結ぶ広域幹線道路である国道

３４号や５７号、２０７号、２５１号の

合流地点となっています。

◇市内には諫早駅をはじめ１９の

駅があり、JR長崎本線や JR

大村線、島原鉄道により四方

を結ぶ県内鉄道網の結節点と

なっており、鉄道網は重要な

都市インフラです。

◇バス路線も、諫早駅前の２つ

のバスターミナルを中心とし

て、２５路線１６８系統が運行さ

れており、県央の交通拠点として優れた立地

条件を備えています。

■九州・沖縄管内の都市人口順位

人口順位 市 町 村 名 人 口（人）
１ 福 岡 市 １，３４１，４７０
２ 北 九 州 市 １，０１１，４７１
３ 熊 本 市 ６６２，０１２
４ 鹿 児 島 市 ６０１，６９３
５ 長 崎 市 ４７０，１３５
６ 大 分 市 ４５４，４２４
７ 久 留 米 市 ３６３，４２３
８ 宮 崎 市 ３０５，７５５
９ 那 覇 市 ３０１，０３２
１０ 佐 世 保 市 ２６２，５３４
１１ 佐 賀 市 ２０８，７８３
１２ 都 城 市 １７１，８１２
１３ 諫 早 市 １４４，２９９
１４ 八 代 市 １４０，６５５
１５ 大 牟 田 市 １３８，６２９
１６ 飯 塚 市 １３６，７０１
１７ 延 岡 市 １３４，３５２
１８ 唐 津 市 １３４，１４４
１９ 別 府 市 １２６，５２３
２０ 沖 縄 市 １１９，６８６

※平成１２年国勢調査数値使用
平成１８年３月３１日現在
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3 潜在力を有する産業
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※事業所統計調査結果
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■製造品出荷額等の推移 ■商品販売額の推移

※工業統計調査結果 ※商業統計調査結果

◇長崎県全体の事業所数は減少傾向ですが、本

市の事業所数は着実に増加しており、県全体

に占める割合も昭和５６年の７．３％から平成１３

年には８．９％と拡大しています。

◇同様に、従業者数においても県全体に占める

本市の割合が昭和５６年の７．７％から平成１３年

には１０．４％と増加しており、就業の場として

の役割が大きくなっています。

◇工業では、県全体で平成１６年の製造品出荷額

等が平成８年の４分の３に縮小している中、

本市は諫早中核工業団地や貝津金属工業団地

などを中心に県内有数の産業集積地となって

おり、製造品出荷額等で県下の約２０％を占め

るに至っています。

◇商業・サービス業においても、平成１４年の卸

売り・小売業合計で県全体の約１１％を占めて

おり、中心市街地に課題を抱えながらも、市

全体では一定の規模を維持しています。

■事業所数の推移 ■従業者数の推移第１章
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4 豊かで多様な自然環境

◇北部は、標高千メートル級の多良山系

の山岳地帯で、有明海に向けてなだら

かに裾野を広げる山ろく台地が、本明

川をはじめとする大小の河川に刻み込

まれ、広大な森林地帯と轟渓流や富川

渓谷、国指定天然記念物「多良岳ツク

シシャクナゲ群叢」など豊かな自然環

境を有しています。

◇西部は、波静かな内海の大村湾が入江

深く入り、変化に富んだ海岸線をつく

りだしており、海に映える段々畑のみ

かん園や田園景観との落ち着いたたた

ずまいを漂わせています。

◇南部は、肥よくな丘陵地帯が東シナ海

に開ける外海の橘湾に落ち込み、有喜

から唐比にかけては断崖を形成してお

り、温暖な気候と畑作地帯、雲仙岳を

遠望する海岸線など優れた景観を形づ

くっています。

◇本市は、有明海、大村湾、橘湾という特性の異なる３つの海を有する、わが国でも特異な自然風土

を有しており、干拓平野や棚田、畑地帯、里山や集落風景などと調和の取れた自然環境の維持・管

理・再生に取り組んでいくことが必要です。

◇中央部は、多良山ろくと南部丘陵に挟

まれて東の有明海に向かって諫早平野

が広がり、その扇状の要部を占める市

街地の中央に約８０�の上山公園や御館
山公園などの大規模な自然緑地を有し、

諫早公園は「城山暖地性樹叢」として

国天然記念物に指定されています。

千メートル級の山々が連なる「多良山系」

「名水百選」の地・多良山ろくの「轟渓流」

「琴の海」と形容される波静かな「大村湾」
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5 多彩な地域資源

◇本市には、約１万年前の旧石器時代や縄文・

弥生時代の遺跡、風観岳支石墓群や線刻画の

装飾された長戸鬼塚古墳などが数多く残り、

江戸期の長崎街道や諫早街道、街道沿いの寺

社仏閣や国指定重要文化財の眼鏡橋、城下町

のたたずまいをとどめる高城城趾や御書院な

ど長い歴史と文化が蓄積しています。

◇各地域に受け継がれた浮立や掛けうち、特異な皿

踊り、民謡や祭りなど自然風土に育まれた伝統芸

能が守られ、詩人伊東静雄や芥川賞作家野呂邦暢、

書家広津雲仙、洋画家野口弥太郎など郷土ゆかり

の芸術家を多く輩出している地です。

山茶花高原ピクニックパーク

国重要文化財「眼鏡橋」 橘湾と「畑地帯総合整備」

白木峰高原（コスモス）

唐比湿地公園 結の浜マリンパーク

有明海の「潮干狩り」
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◇県立総合運動公園をはじめ、

山茶花高原ピクニックパー

クや轟渓流、白木峰高原や

干拓の里、唐比湿地公園や

結の浜マリンパーク、のぞ

み公園など、多彩なスポー

ツ・レクリエーション公園

施設を有しており、交通利

便と県央の地の利を活した

「交流の場」として、スポー

ツ競技施設などのさらなる

充実が求められています。

旧長崎街道・多良見 轟渓流
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交流人口と都市圏第６節

�通勤の現状
◇本市の従業者数は約６万８千人で、その約

８０％が市内で従業し、約１万４千人が市外と

なっていますが、市外からの市内従業者数も

ほぼ同数となっており、本市の経済基盤の強

さが伺われます。

◇市外との関係が最も大きいのは、長崎市で約

４６％を占め、大村市の約２３％、雲仙市の１４％

となっています。また、県外では特に隣接の

太良町との関係が深くなっています。

�通学の現状
◇本市の通学者数は約９千人で、その約７５％が

市内で就学し、約２千２百人が市外に通学し

ていますが、市外から市内への通学者は約３

千２百人と大きく上回っています。

�昼間人口と都市圏
◇本市から長崎市への通勤・通学者は約９千３

百人で全体の約１２％ですが、長崎市からも約

６千４百人が本市に通勤・通学しており、大

村市や雲仙市など近隣からの流入人口が大き

く、都市の拠点性を示す昼間人口は、約千８

百人多い状況です。

◇これらの状況から、本市は長崎市の都市圏と

深いつながりを持ちながらも、独自の都市圏

を形成しているものと言うことができ、今後

は更に県内での拠点性を高める取組が重要で

す。

通勤者の移動状況（１５歳以上） 通学者の移動状況（１５歳以上） 通勤・通学者合計

諫早市
からの
通勤者数
�

諫早市
への

通勤者数
�

通勤者
移動合計
�＋�

差し引き
�－�

諫早市
からの
通学者数
�

諫早市
への
通学者数
�

通学者
移動合計
�＋�

差し引き
�－�

諫早市
からの
通勤・
通学者数
�（�＋�）

諫早市
への
通勤・
通学者数
�（�＋�）

通勤・
通学移動
合計
�＋�

差し引き
�－�

総数 ６７，６１３ ６８，４１２ １３６，０２５ ７９９ ９，０４５ １０，０６３ １９，１０８ １，０１８ ７６，６５８ ７８，４７５ １５５，１３３ １，８１７

県外 ５０９ ７４９ １，２５８ ２４０ ３１ ２９ ６０ －２ ５４０ ７７８ １，３１８ ２３８

県内・市外 １３，３３６ １３，８９５ ２７，２３１ ５５９ ２，１９０ ３，２１０ ５，４００ １，０２０ １５，５２６ １７，１０５ ３２，６３１ １，５７９

自市内
移動 ５３，７６８ ６，８２４ ６０，５９２

長崎市 ７，９７５ ５，２６６ １３，２４１ －２，７０９ １，３８０ １，１４３ ２，５２３ －２３７ ９，３５５ ６，４０９ １５，７６４ －２，９４６

大村市 ２，８１６ ３，７３６ ６，５５２ ９２０ ６３４ ８２２ １，４５６ １８８ ３，４５０ ４，５５８ ８，００８ １，１０８

雲仙市 １，０９３ ２，８２３ ３，９１６ １，７３０ ４１ ７９０ ８３１ ７４９ １，１３４ ３，６１３ ４，７４７ ２，４７９

長与町 ２９４ ６１９ ９１３ ３２５ ６３ １１７ １８０ ５４ ３５７ ７３６ １，０９３ ３７９

島原市 ３１１ ３５１ ６６２ ４０ １ ７７ ７８ ７６ ３１２ ４２８ ７４０ １１６

時津町 ２８７ ３１８ ６０５ ３１ ２４ ６５ ８９ ４１ ３１１ ３８３ ６９４ ７２

佐世保市 １７２ １４６ ３１８ －２６ ３４ ２６ ６０ －８ ２０６ １７２ ３７８ －３４

南島原市 １２ １７５ １８７ １６３ ０ ４０ ４０ ４０ １２ ２１５ ２２７ ２０３

東彼杵町 ２６ ９９ １２５ ７３ ０ ４１ ４１ ４１ ２６ １４０ １６６ １１４

川棚町 ２５ ６２ ８７ ３７ ０ ４８ ４８ ４８ ２５ １１０ １３５ ８５

波佐見町 ２２ ２２ ２２ ０ １６ １６ １６ ０ ３８ ３８ ３８

太良町 ９５ ３１６ ４１１ ２２１ ０ １３ １３ １３ ９５ ３２９ ４２４ ２３４

鹿島市 ３１ ３３ ６４ ２ ０ ２ ２ ２ ３１ ３５ ６６ ４

佐賀市 ２１ １２ ３３ －９ １１ ０ １１ －１１ ３２ １２ ４４ －２０

嬉野町 １３ １３ １３ ０ １ １ １ ０ １４ １４ １４

佐賀県内
その他 ５９ １１４ １７３ ５５ ６ ６ １２ ０ ６５ １２０ １８５ ５５

佐賀県
合計 ２０６ ４８８ ６９４ ２８２ １７ ２２ ３９ ５ ２２３ ５１０ ７３３ ２８７

■諫早市における通勤・通学状況 平成１２年国勢調査結果
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佐世保都市圏�

長崎都市圏�

諫早都市圏�

長崎�

佐賀�

福岡�

大分�

宮崎�

鹿児島�

熊本�

土台づくりの１０年第７節

２１世紀の新しい時代環境に対応して誕生した本市は、長崎県の中央部にあって県内交

通の結節点として、バランスの取れた産業構造と独自の都市圏を形成しており、豊かで

多様な自然風土と蓄積された歴史・伝統・芸術文化など豊富な地域力を有しています。

本市の今後１０年間は、生産年齢人口の減少や少子高齢化がさらに進むものと考えられ、

これら人口構造の変化や地方自治制度の変革、地方分権改革などへの政策対応が求めら

れるとともに、厳しい財政環境が予想されます。

また、九州新幹線西九州ルート（長崎ルート）や本明川ダム、干拓資源の利活用、新

産業団地計画化や広域道路網の整備など将来の市勢発展の基盤となるプロジェクトを推

進すべき重要な期間でもあります。

本計画期間においては、行財政の効率化と行政能力の向上を進めるとともに、合併効

果や合併支援策などの有効活用を図ることにより、地域を支える「人づくり」と、活力

と魅力ある「産業づくり」を積極的に進め、環境と共生・調和した利便性・安全性の高

い「暮らし」の実現に取り組み、次の時代に活力と魅力ある「諫早市」を引き継ぐ「土

台づくり」を「市民」とともに推進します。
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市の木
ヒゼンマユミ

（肥前真弓）
ニシキギ科 ニシキギ属
Euonymus chibae Makino

ヒゼンマユミは、明治３９年（１９０６年）に千葉常三郎が諫早で発見し、
大正２年に牧野富太郎が命名した木で、諫早公園が原標本産地となっ
ています。昭和２６年には城山暖地性樹叢の中の１つとして国指定天然
記念物の指定を受けており、来年が発見されて１００年目を迎える貴重
な木です。

九州・琉球の暖地にはえる常緑の木で、高
さ８mほどになり、枝は平たく滑らかで葉
は対生し滑らかで柄があります。春に淡い緑
色の小さな花を開き、晩秋に熟してオレンジ
色の実を付けます。



第２章

諫早市基本構想

第１節 将来都市像

第２節 基本目標

第３節 まちづくりの羅針盤



ひと
が輝く創造都市・諫早

ひとが輝く創造都市・諫早
自然の恵みを活かし、豊かな産業と暮らしを育むまちづくり

諫早市のまちづくりにおいては、「ひと」がすべての中心です。

本市が有する自然の恵みをベースに創意に富んだ足腰の強い地域産業を育成し、

多様で安定的な雇用環境のもと、自然と共生した満足度の高い暮らしを実現してい

こうとするものです。

市民一人ひとりが主役として「輝き」、多様な地域資源や地域力と融合すること

により、新たな魅力や価値、活力を生み出す「創造都市」を目指します。

将来都市像第１節

合併記念事業「未来のいさはや」絵画・作文展優秀作品（２００４．１０）

第２章

諫
早
市
基
本
構
想

22



輝くひとづくり� 活 力 あ る �
産業づくり�

市 民 主 役 �
の�

まちづくり�
暮らしの充実�

ひとが輝く創造都市・諫早�
自然の恵みを活かし、豊かな産業と暮らしを育むまちづくり�

基本目標第２節

本市が有する豊かな自然や多様な住環境、恵まれた立地や産業生活基盤などあらゆる資産を

活かしながら、将来都市像「ひとが輝く創造都市・諫早」を実現するため、

「輝くひとづくり」

「活力ある産業づくり」

「暮らしの充実」

「市民主役のまちづくり」

を基本目標として定めます。
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１
輝くひとづくり

まちづくりのすべての基礎は「ひと」づくりです。

日本社会が大きな変革期にさしかかり、はんらんする情報や物、

人とのかかわりが希薄化し顔が見えないネット社会、効率性のみが

優先され、すさむ社会状況の変化で、子どもたちや家庭、学校にとっ

て、教育や学びの在り方、「子育て」や「子育ち」が難しい時代と

なりつつあります。子どもの時から日本の伝統文化や自然観、価値

観などの教育を進め、「日本人のこころ」をはぐくむ取組が必要で

す。また、日々の暮らしの中で、こころの豊かさや充実感、社会貢

献や生きがいづくりなど、それぞれの価値観に応じた多様な暮らし

方、楽しみ方、生き方が求められています。

明日の「諫早」を担う子どもたちの成長力や育成力、教育力を高

め、地域が有する特色ある風土や自然、歴史や伝統文化を大切には

ぐくみながら、培われてきた「教育と文化のまち」を諫早の土地の

力としてさらに強めるとともに、地域に愛着と誇りを持ち、お互い

を認め合い尊重し合う中で市民一人ひとりが将来に大きな「夢」を

抱きながら自己実現を図る、いきいきとして「輝くひとづくり」を

目指します。
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２
活力ある産業づくり

本市は、県央の交通要衝という有利な立地特性に加え、バランス

の取れた産業構成や豊富な地域資源を有しています。地域企業や従

事者の積極的な営みや創造的な事業活動、様々な試みが全体として

大きな力となり、それらが融合、交流することにより、新たな魅力

や付加価値、産業活力を生みだす地域経済力として結実することが

求められています。

若者から高齢者に至るまで、その意欲や生活環境、技能や知識な

どに応じて働ける多様で安定的な雇用環境の実現に努めるとともに、

魅力ある産業を育て、ものづくりを継承発展させながら、新しい価

値を創造する「人材」の育成に取り組みます。本市が有する豊富な

地域資源と「ひと」、あらゆる英知を結集、連携して、自立的で足

腰の強い地域産業を育成する「活力ある産業づくり」を目指します。
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３
暮らしの充実

地域社会が有していた相互扶助機能や防災意識などが低下する中

で、家庭や地域で支え合い助け合う地域環境をいかに実現していく

か、また、自然環境の保全回復に努めながら、暮らしや都市機能、

市街地や集落の住環境をどのように維持、向上させていくか、お互

いの「顔」が見える安全で安心して暮らせる生活環境づくりが求め

られています。

高齢者や障害のある者はもちろん、市民一人ひとりが住み慣れた

家庭や地域で安心して自立した生活を送ることができる総合的な福

祉環境づくりを進めるとともに、暮らしの利便性や安全性を高め、

花と緑に包まれた美しい住環境の整備を進め、全体として都市機能

の充実を図りながら、自然と共生、調和した満足度の高い「暮らし

の充実」を目指します。
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４
市民主役のまちづくり

２０世紀の最後に「地方分権一括法」が施行され、中央省庁の再編

で幕を開けた２１世紀は、中央集権型の画一社会から、地方の個性と

独自性を尊重した多様な魅力を備えた社会の形成へと、国の在り方

が大きく転換されようとしており、市民生活に最も近い地方自治体

に、市民サービスと地域経営を総合的に担うべき役割と責任が求め

られています。

自立の覚悟と自己責任を徹底する行財政の効率化や行政能力の向

上、情報公開と市民参画を進めるとともに、市民一人ひとりがわが

こととして「諫早」の現状や課題、将来の姿を見詰め直し、地域の

「明日」に思いをはせ、共に汗を流しながら協働による地域づくり

を推進する、希望に満ちた未来に続く「市民主役のまちづくり」を

目指します。
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輝くひとづくり

1 健やかなひとづくり

2 こころ豊かなひとづくり

基本目標「輝くひとづくり」「活力ある産業づくり」「暮らしの充実」「市民主役のまちづく

り」の達成を目指し、市民とともに取り組むべきまちづくりの指針として、基本目標ごとに「ま

ちづくりの羅針盤」を定め、その実現に努めます。

明日の「諫早」を担う子どもたちが、郷土の

歴史文化、自然に親しみ、学び、遊びの中で、

本来持っている力強い成長力をさらに伸ばしな

がら、健康な体づくりと十分な学力、想像力を

はぐくみ、将来に大きな「夢」を抱きつつ、そ

の実現に努力できる教育環境づくりを目指しま

す。

また、豊かな情操は胎児期からはぐくまれる

といわれ、子どもの「こころ」の問題、子育て

の負担感や疲労感、孤立する家庭環境などに対

応して、子どもの声に真しに耳を傾け、他者を

いたわり「命」の大切さを実感する実体験や多

世代交流などを進めるとともに、子育て家庭の

負担を軽減し、地域社会全体で支援する仕組み

づくりを通して、子どもを安心して生み育て、

健やかに育成できる環境づくりを進めます。

本市は、内外で活躍した芸術家を輩出した地

であり、今もなお多くの郷土出身者が第一線で

活躍されています。先人の芸術文化を顕彰し受

け継ぎながら、市民の創造的活動を支援すると

ともに、国際化や広域的交流が進行する中に

あって、郷土の歴史や伝統文化、暮らしなどを

見詰め直し、市民交流などを通じて異文化に触

れ親しむ環境づくりに取り組みます。

また、全国的にも整備水準が高い図書館の利

便性をさらに高め、市民の生涯にわたる学びの

意欲にこたえる機会や施設の充実を進めるとと

もに、健康維持や市民交流、生きがいづくりに

大きな役割を果たすスポーツを市民総参加で進

める環境と競技施設の充実を図り、切磋琢磨し

ながら目標に向かってひたむきに努力する郷土

選手を応援します。

すべての人が人権を尊重される地域社会の実

現を目指し、市民の平和への願い「平和都市諫

早宣言」を実践する取組を進めます。

まちづくりの羅針盤第３節
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活力ある産業づくり

1 魅力ある農林水産業

2 活力ある商工業

集落を形成し、安定した暮らしや地域社会を

支えてきた基幹的産業である農業や漁業、林業

では、事業条件が悪化していく中、長期にわた

る新規就業者の低迷が続き、担い手の急速な減

少と高齢化が一段と進む状況となっており、地

域固有の生活風土や食文化の継承が危惧され、

耕作放棄地の増加や景観の荒廃、国土保全機能

の低下などが懸念されています。

本市の有する最も重要な地域資源である自然

環境を活かし、地域の人材と英知を結集した取

組を進め、就業の場としての魅力づくりや高付

加価値化、生産基盤の充実や経営規模の拡大、

地域の特性を活かした作物の振興と多様な担い

手を育成し、環境と共生、調和した魅力ある農

林水産業づくりを目指します。

諫早中核工業団地や貝津金属工業団地などを

中心に立地する工業や運輸業、県内における第

３の核を形成する商業・サービス業など交通条

件に恵まれた県央地域の立地特性を活かして幅

広い産業が集積していますが、一段と進む経済

の国際化と海外への工場等の流出、経済構造の

変化や価格競争の激化、車社会の進展に伴う商

業機能の郊外拡散と中心市街地や地域における

商業機能の低下など中小企業の経営環境は厳し

さを増しています。

市民が集い、憩い、ふれあう場としての中心

市街地の活性化と魅力づくりを行うとともに、

地域の身近な購買機会の確保を図るため、賑わ

いと活気ある商店街づくりを推進します。また、

企業が求める技術・能力に対応した職業訓練や

就業支援などを進めるとともに、地域の人材や

蓄積された技術などを継承発展させながら、経

営の安定と革新、事業拡大を支援することによ

り、経済環境の変化に柔軟に対応できる中小企

業の経営基盤と競争力の強化を図ります。
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3 交流が育てる観光・物産

4 新たな産業活力の創出

本市は、美しくそびえる多良山系や特性が異

なる三つの海が作り出す自然景観、旧石器時代

からの遺跡や古墳、長崎街道や眼鏡橋など数多

くの歴史遺産が残されており、各地に受け継が

れた浮立や皿踊り、食文化などの伝統が今に息

づき、地域の特色を活かした様々な公園や交流

レクリエーション施設を有しています。

県内の幹線道路や鉄道、バス路線網の合流点

としての地の利を活かし、各施設の連携と利便

性を高めながら、見るだけではなくふれあい、

学び、体験ができる交流観光づくりに取り組む

とともに、地域で産する農林水産物などを活用

した「諫早」ならではの特産品づくりを進めま

す。

第一次産業の農林水産業、第二次産業の鉱工

業、第三次産業の商業サービス業と、本市はバ

ランスが取れた産業構造を有しています。広大

な森林や恵まれた農水産物、鉱工業製品などを

活かしながら、各企業が持つ技術や知識、ノウ

ハウなどを連携・融合することにより、新たな

ものづくりへの展開が期待されます。

国営諫早湾干拓事業により創出される干拓資

源は、本市の新たな活力源となるものであり、

大規模で先進的な農業が展開されるとともに、

潮受堤防道路や自然干陸地、調整池などと周辺

の観光施設が一体となった観光開発など、新し

い環境共生型の交流拠点づくりを進めます。

また、高度情報化に対応した人材育成施設や

図書館などの情報提供機能を活かしながら、創

業や企業の新たな事業分野への積極的な取組へ

の支援、立地する先端技術産業等との連携の拡

大、新たな工場や産業等の立地環境を整備しな

がら、就業機会の維持、拡大、創出に努めます。
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暮らしの充実

1 支え合う暮らし

2 自然と共生する暮らし

一層高まる高齢化や働き手の減少、人口減少

などかつて経験したことのない社会状況が予測

される中、生涯にわたり健康で長寿を享受し、

生きがいや楽しみを持ちながら住み慣れた地域

で充実した暮らしを営める環境を実現するため

には、市民一人ひとりがお互いの立場や考え方、

生活環境を尊重し合うとともに、性別や職業、

年齢などにかかわりなくその個性と能力を十分

に発揮できる地域社会づくりが求められていま

す。

充実した医療環境と保健・健康づくりの連携、

介護保険や高齢者福祉、健康保険や生活保護、

障害者の自立支援など福祉サービスの総合化、

横断化を推進するとともに、地域で自立した生

活を営むことができる地域福祉の実現と、支え

合い助け合う市民総参加の地域づくりを目指し

ます。

標高千メートル級の山々が連なる多良山系と

豊富な森林地帯、裾野を広げる山ろく台地、肥

よくな丘陵地帯、本明川をはじめとする多くの

河川、開放的な橘湾、内海の大村湾、干潟の海

の有明海、干拓平野や棚田、海に映える果樹園

や畑地帯、里山など多様で特色を有する豊かな

自然環境と田園風景は、本市が有する大きな財

産です。

暮らしや産業の基盤となり、水源かん養機能

をはじめ生物の多様性や優れた景観の形成、心

身のリフレッシュや余暇機能など多面的機能を

有する自然環境の保全、維持、回復に市民とと

もに努めながら、生活や経済活動に伴う環境負

荷を軽減し、花と緑に包まれた住環境の実現を

進めます。
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3 安全安心な暮らし

4 快適な暮らし

本市は、位置的、地理的に集中豪雨や台風の

常襲地帯であり、昭和３２年の諫早大水害や５７年

の長崎大水害など過去幾多の災害にみまわれ、

尊い生命や財産が失われました。また、複雑多

様化する社会環境の中で増える生活上のトラブ

ル、多発する消費者被害や詐欺被害、低年齢化

し凶悪化する犯罪、依然として多い交通事故な

ど様々な危険から市民生活を守る取組が求めら

れています。

洪水や高潮、土砂崩れなどに対する総合的な

治水対策と、防災情報の収集や市民広報、避難

誘導体制や消防防災組織の育成など災害に強い

まちづくりを進めるとともに、交通安全意識の

向上や交通安全施設の充実、防犯思想の普及、

啓発や適切な情報提供、相談体制の充実など市

民とともに安全安心な「暮らしづくり」を進め

ます。

本市は、全国網に直結する高速道路や、長崎、

島原、大村、佐賀鹿島方面を結ぶ県内幹線道路

の合流点であり、四方を結ぶ鉄道網やバス路線

の結節点として地理的な利便性を有し、都市機

能が集中する市街地や県内有数の産業集積地帯、

地域で特色ある住宅市街地や集落など多様な都

市環境を有しており、市民生活や経済の基盤と

なっています。

新しい時代環境に適応した広域交通網の整備

と都市機能の充実、良好な市街地や豊かな住環

境の形成、魅力ある中心市街地の整備と総合的

な土地利用を進めるとともに、市民生活の利便

性を高める道路網や公共交通等の総合的な維持、

連携、強化を図ります。また、高齢者や障害者

を含めたすべての人が安全、快適に過ごせるバ

リアフリーのまちづくりを進め、生活基盤であ

る上水道の安定供給と公共下水道などの生活排

水対策を推進し、豊かで快適な生活環境づくり

を進めます。
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市民主役のまちづくり

1 協働のまちづくり

2 未来に続くまちづくり

少子高齢化がさらに進み、地域のつながりや

きずなが希薄化する中にあって、どのように高

齢者等が住み慣れた地域で自立した生活を送る

ことができる環境づくりを行うか、また、いか

に地域の安全や活力を維持し、自然や伝統文化、

産業や住環境、景観などを守り育てていくか、

市民自ら地域の在り方や特色、地域資源を見詰

め直し、話し合いの中から地域のあるべき将来

の姿を描き、その実現に取り組むことが求めら

れています。

行政が行うべきもの、行政と市民が役割を分

担し連携しながら行うもの、そして、市民が主

体となるものに区分するとともに、その具体化

にあたっては市民の積極的な地域づくりへの参

加が不可欠です。各地域の個性を尊重し、それ

ぞれに特色ある地域のまちづくりを通して地域

への愛着と郷土への誇りを育てるとともに、市

民が行うまちづくり活動への支援と人材育成に

努め、地域を支える様々な団体などとの連携を

進める「協働のまちづくり」を目指します。

中央集権型の画一社会から、地方分権型の多

様な個性と魅力を備えた社会形成へと、地方分

権改革は時代的要請となっており、危機的財政

状況などを背景に国と地方の在り方が厳しく見

直される中、市民サービスと地域経営に責任を

負うべき基礎的な総合行政体としての市への期

待とその役割、自立への覚悟が求められていま

す。

大きな変革が予想される地方自治を取り巻く

環境下にあって、行政事務の効率化と行政能力

を高めながら、持続可能な安定的な財政基盤を

確立するとともに、地域情報の共有化を図り、

市民生活に最も身近な行政体として情報公開と

広報広聴の充実、市民参画を進めながら、市民

一人ひとりが「諫早」の将来を見詰め、未来へ

と続く「市民主役のまちづくり」を目指します。
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市の花
ツクシシャクナゲ

（筑紫石楠花）
ツツジ科 ツツジ属
Rhododendron metternichii
Sieb.et Zucc.

ツクシシャクナゲは、シーボルトが命名し世界に広めた花で、日本
産シャクナゲの中で最も美しい花とされています。また昭和２６年に多
良岳ツクシシャクナゲ群叢が国指定天然記念物の指定を受けています。
（全国で２箇所指定を受けているうちの１つ）

本州中部地方西部以西・四国・九州の深山
にはえる花で、高さは２～４�になります。
葉は互生し革質で長さ１５�位、表面は無毛で
滑らか、裏面は赤褐色の線毛が厚く密生しま
す。花は７裂で、晩春に前年の枝先に密生し
ます。



第３章

諫早市基本計画

第１節 将来像を実現するための政策施策体系図

第２節 土台づくりプロジェクト

第３節 基本施策の展開

第４節 財政計画



ひ
と
が
輝
く
創
造
都
市
・
諫
早�

輝く�
ひとづくり�

健やかなひとづくり� ◇プラン1�
　（仮称）こどもの城整備�
　プロジェクト�

◎子育て支援と次世代育成�
◎学びと夢を培う教育�

◎足腰の強い農業�
◎多機能な森林をはぐくむ林業�
◎3つの豊かな海が育てる水産業�

◎企業経営の安定と革新�
◎商業の新たな魅力づくり�

◎体験と交流、発見の観光づくり�
◎こだわりの物産づくり�

◎干拓資源を活かす拠点づくり�
◎企業立地と新ビジネスの創出�

◎自然環境の保全と調和した暮らし�
◎花と緑に包まれた住環境�

◎いのちを守る防災対策�
◎交通安全と生活の安心�

◎市民と進めるまちづくり�
◎活力と特色ある地域づくり�

◎地方自治の確立と行政能力の向上�
◎情報公開と市民参画の推進�

◎豊かな生活環境の整備�
◎ゆとりと潤いの都市空間づくり�
◎交通基盤の整備�
◎バリアフリーのまちづくり�

◎みんなでつくる地域福祉�
◎健康づくりと保健・医療の連携�
◎明るく活力ある高齢社会�
◎自立と共生の障害者福祉�
◎男女共同参画社会づくり�

◎希求する恒久平和と人権尊重�
◎生活を彩る生涯学習�
◎芸術文化をはぐくむまちづくり�
◎受け継ぎ活かす歴史�
◎市民総参加のスポーツ�
◎草の根の国内・国際交流�

◇プラン2�
　個性を伸ばす教育環境�
　づくりプロジェクト�

◇プラン3�
　歴史を活かし芸術文化を�
　はぐくむまちプロジェクト�

◇プラン4�
　スポーツ・レクリエーション�
　都市プロジェクト�

◇プラン5�
　食料・農業・農村再生�
　プロジェクト�

◇プラン9�
　地域で暮らす福祉基盤�
　づくりプロジェクト�

◇プラン6�
　森と海の再生プロジェクト�

◇プラン7�
　商店街魅力再生プロジェクト�

◇プラン8�
　新たな産業集積推進と�
　人材養成プロジェクト�

◇プラン10�
　市民と取り組む環境対策�
　推進プロジェクト�

◇プラン11�
　市民の広場・諫早公園再生�
　プロジェクト�

◇プラン12�
　総合防災対策プロジェクト�

◇プラン13�
　桜並木堤防サイクリング道�
　推進プロジェクト�

◇プラン14�
　次代を切り拓く交通基盤�
　整備推進プロジェクト�

◇プラン15�
　住民主体の地域づくり�
　プロジェクト�

◇プラン16�
　新市庁舎建設プロジェクト�

こころ豊かな�
　　　ひとづくり�

魅力ある�
　　　農林水産業�

活力ある商工業�

交流が育てる�
　　　観光・物産�

新たな産業�
　　　活力の創出�

支え合う暮らし�

自然と共生�
　　　する暮らし�

安心安全な暮らし�

快適な暮らし�

協働のまちづくり�

未来に続く�
　　　まちづくり�

活力ある�
産業づくり�

暮らしの�
充実�

市民主役�
の�

まちづくり�

将来都市像� 基本目標� まちづくりの羅針盤� 基　　本　　施　　策�土台づくりプロジェクト�

将来都市像「ひとが輝く創造都市・諫早」の実現を目指し、４つの「基本目標」と「まちづくりの

羅針盤」を具体化する「基本施策」を定めその推進を図るとともに、特に新「諫早市」の発展基盤と

なる計画等を「土台づくりプロジェクト」として位置付け、計画期間での重点的な取組を進めます。

将来像を実現するための政策施策体系図第１節

第１節
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プラン1�
　「（仮称）」こどもの城整備�
　プロジェクト�

プラン2�
　個性を伸ばす教育環境�
　づくりプロジェクト�

プラン3�
　歴史を活かし芸術文化を�
　はぐくむまちプロジェクト�

プラン4�
　スポーツ・レクリエーション�
　都市プロジェクト�

プラン8�
　新たな産業集積推進と�
　人材養成プロジェクト�

プラン10�
　市民と取り組む環境対策�
　推進プロジェクト�

プラン12�
　総合防災対策�
　プロジェクト�

プラン14�
　次代を切り拓く交通基盤�
　整備推進プロジェクト�

プラン15�
　住民主体の地域づくり�
　プロジェクト�

プラン16�
　新市庁舎建設�
　プロジェクト�

プラン13�
　桜並木堤防サイクリング道�
　推進プロジェクト�

プラン11�
　市民の広場・諫早公園再生�
　プロジェクト�

プラン6�
　森と海の再生�
　プロジェクト�

プラン7�
　商店街魅力再生�
　プロジェクト�

プラン9�
　地域で暮らす福祉基盤�
　づくりプロジェクト�

プラン5�
　食料・農業・農村再生�
　プロジェクト�

◇計画期間において、本市の将来的な生活基盤を確かなものとするため、特に重点的に取り組むべき

計画等を１６の「土台づくりプロジェクト」に位置付け、その実現を推進します。

土台づくりプロジェクト第２節
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「（仮称）こどもの城」
整備プロジェクト

○未来を担う子どもたちが、恵まれた自然環

境を活かし、豊かな心と生きる力を培う場

と機会を提供する屋内機能と屋外機能を備

えた拠点施設の整備

第１
プラン

個性を伸ばす教育
環境づくりプロジェクト

○少人数学級の推進や英語教育、地域学習、

コンピュータ活用など特色ある学校づくり

○小学校給食のドライ方式センター整備、中

学校の完全給食化、食育、地産地消の推進

○小、中学校の耐震化など教育施設の整備充

実と学校の地域開放、地域一体の健全育成

第２
プラン

スポーツ・
レクリエーション
都市プロジェクト

○新たなスポーツ拠点「新体育館」「小

長井・高来地域体育館」「新野球場」

などの整備

○住民の親睦、健康づくりを進める「地

域スポーツ・レクリエーション」環境

の充実

○スポーツなど各種大会の開催支援や多

彩なレクリエーション・公園施設など

を活かした「交流観光促進事業」

歴史を活かし
芸術文化をはぐくむ
まちプロジェクト
○市ゆかりの芸術作品の展示や

発表の場、地域歴史の学びの

場「歴史文化館」の整備

○諫早公園周辺など中心地区の

水と緑を活かした「歴史と文

化の中心街区づくり」

○長崎街道や多良街道などと沿

道史蹟の総合的な案内・紹

介・観光活用などの推進「歴

史街道整備事業」

第３
プラン

第４
プラン

第２節
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食料・農業・農村再生
プロジェクト

○経営規模の拡大や組織化等の推進、認定農業者や新

規就農者の育成など農業の構造改革促進

○新たな干拓農地を中心に「大規模先端農業」の展開

○生産基盤や農村環境の整備、資源循環型農業など次

世代の農業基盤づくり

○地場農産物のブランド化や加工製品化、安全安心の

「地産地消」の推進

○豊富な農林水産資源を活かす「体験参加型観光」の

展開

森と海の再生プロジェクト
○森林の複層林化・広葉樹化等の「豊か

な森整備事業」

○市民参加の森林活動の場、憩の場づくり「市

民の森づくり」推進

○下水道など生活排水対策の推進と３つの海

の環境改善

○つくり育てる漁業の推進と水産資源の再生

第６
プラン

新たな産業集積推進と
人材育成プロジェクト

○流通産業団地計画や新工業団地計画な

ど「産業集積・企業立地促進」

○新事業創造活動支援や創業者育成など

新ビジネスの支援

○情報処理やソフトウエア、製造業や先

端産業などに対応する「高度技術対応

人材育成」

第８
プラン

商店街魅力再生
プロジェクト

○不足業種・業態や新規開業者の誘導、情報

発信、共同施設や再開発の推進、街並み形

成などを推進する中心市街地商業の再生

○地域交流の場として地域商店街の魅力づく

りを行う「商店街賑わい再生支援」

第５
プラン

第７
プラン

第
３
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地域で暮らす福祉基盤づくり
プロジェクト

○地域密着の保健福祉サービスを担う「地域保健

福祉サービス拠点」の整備

○生活習慣の改善、発症予防、疾病等の早期発見、

早期治療「総合保健医療」の連携

○要介護状態への移行や重度化の防止を図る「総

合的介護予防システム」

○障害者が在宅生活を営むことができる必要な

サービスの提供「自立支援基盤整備」

○性別にかかわりなく、お互いを尊重し、その能

力と個性を十分に発揮して地域の暮らしを支え

合う「男女共同参画」の推進

第９
プラン

市民と取り組む環境対策推進
プロジェクト

○ごみの発生・排出の抑制、再資源化、分別

収集等を進める「ごみ減量化」の推進

○環境意識の醸成や子どもの環境への関心を

育てる「環境教育・意識啓発」推進

○道路・河川敷・公園等の市民参加の清掃美

化と美しい景観の維持「市民参加の公共空

間づくり」

第１０
プラン

総合防災対策プロジェクト
○本明川ダム建設や河川改修など一級河川・

本明川水系の総合的な防災対策

○半造川、中山西川、有喜川、仁反田川、江

ノ浦川などの整備推進

○森林の保水能力や国土保全機能を向上させ

る「広葉樹植栽」「複層林化」の推進

市民の広場・諫早公園再生
プロジェクト

○高城城址や眼鏡橋、高城回廊など歴史と水

と緑を活かす「諫早公園再整備事業」

○諫早駅前と諫早公園をつなぐ道路整備や、

本明川河原、諫早公園、上山公園、御書院

などの一体化「本明川界隈歴史の道づくり

事業」

○ツクシシャクナゲやツツジ、桜など「花と

みどりの名所づくり」

第１１
プラン

第１２
プラン

第２節
第
３
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桜並木堤防サイクリング道
推進プロジェクト

○諫早駅前～諫早公園～仲沖・幸町など親水河川敷と

堤防沿いの桜並木、サイクリングロード、市民散策

路の充実

○本明川・半造川の拡幅堤防を活用した川内町・小野

島新地への一体化・連続化

○干拓調整池周辺の堤防へのサイクリングロード延長

など「サイクリングのまちづくり」

次代を切り拓く交通基盤整備
推進プロジェクト

○国道・県道・街路・幹線市道などの幹線道

路網の整備推進

○九州新幹線西九州ルートの着工と諫早駅・

周辺市街地の一体再生計画化

○長崎本線（諫早駅－小長井駅区間）の利便

性の向上と運営基盤の確立

第１４
プラン

新市庁舎建設
プロジェクト

○防災対応機能などの強化とユニ

バーサル・デザインに基づいた利

便性の高い「新市庁舎」建設

第１６
プラン

住民主体の地域づくり
プロジェクト

○住民自ら地域の課題を考え、話し合い、知恵と

工夫を結集する「地域振興計画」策定

○市民の自主的なまちづくり活動を支援する「市

民まちづくり推進事業」

○「地域振興計画」に基づき、地域住民と市が連

携してまちづくりを進める「地域づくり協働事

業」

第１３
プラン

第１５
プラン

第
３
章

第２節
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◇「諫早市基本構想」を具体化するための基本施策を定め、その推進を図ります。

◆現状と課題
少子化の進行と核家族の増加、価値観の多様

化や女性の社会進出の増加などにより、子ども

とその家庭を取り巻く社会環境は、大きく変化

しています。子どもが本来持つ豊かな成長力を

伸ばすとともに、地域の子どもは地域で育てる

との観点から、地域社会全体で子育て・子育ち、

青少年の健全育成に取り組むことが求められて

います。

◆今後の取組方針
子育て・子育ち支援のため、家庭、学校、地

域、社会そして行政が役割を分担しながら連携

を図り、総合的な子育て支援を推進するととも

に、子育て家庭における養育機能の確保を図る

施策を積極的に実施します。

また、親子や子ども同士の楽しいふれあいや

交流、遊びの中で、たくましい体と優しい心を

育てる機会と場づくりを推進します。

�「（仮称）こどもの城」
�未来を担う子どもたちが、恵まれた自然環
境を活かし、豊かな心と生きる力を培う場

と機会を提供する屋内機能と屋外機能を備

えた拠点施設の整備

■乖離のある理想の子ども数と予定子ども数

（備考）１．国立社会保障・人口問題研究所「出生動向基本調査」（２００２年）によ
り作成。

２．「理想子ども数」は「あなた方ご夫婦にとって理想的な子どもの数は
何人ですか。」、「予定子ども数」は「あなた方ご夫婦は、これから何
人子どもを生むつもりですか。」とそれぞれ尋ねた問に対する回答に
よる。

３．回答した人は、全国の５０歳未満、初婚同士の夫婦の妻（理想子ども数
不詳、予定子ども数不詳を除く）。

■妻にとって若年層では子育ての費用が、中年
層では年齢が出産のネック

理想子ども数よりも予定子ども数の方が少ない理由

（備考）１．国立社会保障・人口問題研究所「出生動向基本調査」（２００２年）によ
り作成。

２．子どもの数について、持つつもりの子どもの数が理想的な子どもの数
よりも少ない人に対し「持つつもりの子どもの数が、理想とする子ど
もの数より少ないのはどうしてですか。下の理由のうちから、あては
まる番号すべてに○を付け、最大の理由には◎をつけてください。」
と尋ねた問に対して○を付けた人の割合。

３．選択肢はほかに、「その他」。
４．回答した人は、全国の５０歳未満、初婚同士の夫婦の妻２，１３４人（不詳

は除く）。「その他」は記載を省略。

※出典「平成１７年版国民生活白書」より

基本施策の展開第３節

まちづくりの羅針盤／健やかなひとづくり

子育て支援と次世代育成輝く
ひとづくり
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�母子保健の充実
�妊婦教室や両親学級、産婦・新生児等の訪
問指導や健康相談など「健康教育・相談、

訪問指導事業」

�妊婦・乳児一般健康診査や１歳６か月・２
歳６か月・３歳児健康診査など「母子健康

診査」

�出産費用への助成や不妊治療への支援充実
など「子どもを生みやすい環境づくり」

�子育て支援
�一人で悩まず、まず相談・仲間づくり「子
育てグループ育成事業」

�ことばなどの発達の遅れの懸念や育児不安
等に対応して専門スタッフが個別相談等を

行う「発達専門相談・集団指導事業」

�地域子育て支援センター、つどいの広場事
業や子育てサポーターの育成、保育園や幼

稚園等での相談事業など総合的な「子育て

家庭支援事業」

�延長保育や一時保育、病児保育、休日・夜
間保育など多様で充実した「保育サービ

ス」

�学童クラブなど児童の放課後の居場所づく
りや仲間づくりを進める「放課後児童健全

育成事業」

�インフルエンザ予防接種への助成や児童手
当、福祉医療費支給など「子育て費用軽減

対策」

�のびのび子育ち環境づくり
�１歳半から親子で本に親しむ「ブックス
タート事業」

�生活体験や自然体験、社会体験などの機会
づくりと、地域と学校が連携し、子どもの

ふれあいの場づくりを進める「ゆとり教育

支援事業」

�子ども育成団体や少年団等が実施する交流
体験などを支援する「交流体験推進事業」

�幼児期や小学生から英語に慣れ親しむ「英
語でしゃべろう教室」

�子どもたちの健康な体づくり、強い心と優

しさをはぐくむ「いさはやっこ育成事業」

�青少年の健全育成
�家庭、学校、地域で子どもを見守る「青少
年健全育成事業」

�少年センターや学校、健全育成会等との連
携による少年相談指導や体験活動などを通

じて不登校児等の集団生活への参加、学校

復帰を促す「スクーリング・サポートネッ

トワーク」

�子ども時代から職業体験や物づくり体験な
どを通して職業理解と将来の夢を育てる

「職業・夢びとづくり」

�母子自立支援
�母子家庭の養育問題や生活相談、職業能力
の向上や求職活動を支援する「母子家庭相

談支援事業」

�母子家庭の母の雇用安定と就業促進を図る
教育訓練や高等職業訓練、常用雇用への転

換促進など「母子家庭自立支援給付金事

業」

ココロねっこ運動（田植え体験）

第
３
章
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◆現状と課題
子どもを取り巻く環境は、地域や家庭での教

育力低下や過保護・過干渉、社会体験の不足な
どにより、協調性や自主性、道徳意識などが育
ちにくくなっており、生命の尊さと社会のきま
りを教え、生きる力と豊かな心、知的好奇心を
育てる学校教育が求められています。
また、学校の安全性が揺らいでいる今日、児

童生徒を事件・事故から護る地域力が試されて
おり、老朽化した教育施設の整備や健全な心身
の発達、食習慣の形成などが求められています。

◆今後の取組方針
学校・家庭・地域がそれぞれの教育機能を充

分に発揮し、多様化する教育ニーズに対応して、
少人数学級や英語教育に対応する教育課程の編
成に努めるとともに、「確かな学力」の定着と
個性豊かな人間性、創造性を育てる学校教育を
推進します。
また、地域全体で児童生徒を事件・事故から

護る取組を進めるとともに、ゆとりと潤い、安
全性の高い教育環境の実現、食育への取組を進
め、学校給食の完全実施を図ります。

�個性と創造力を伸ばす教育
�個性に応じた適切な教育と創意ある学習指
導法の推進、少人数学級と英語教育の充実
など「特色ある学校教育づくり」

�地域の歴史や伝統の学習、職場体験など郷
土への理解と愛着を育てる「こだわりの地
域学習事業」

�高度情報化社会に必要な知識や技術、ルー
ルなどを学ぶ「コンピュータ活用事業」
�「食」に関する正しい知識と望ましい食習
慣を身に付けるとともに、「食」を通して
感謝の念や伝統文化の理解促進など子ども
の心身の健康的な発達と豊かな人間形成を
促す「食育の推進」
�学習意欲を高め、豊かな情操を育てる図書

の充実を図る「学校図書整備事業」
�普通学級在籍の特別な配慮を要する児童生
徒への支援等により、教育効果の安定や安
全性の確保を図る「特別支援教育補助員派
遣事業」

�教育環境の充実
�耐震化を踏まえた校舎や体育館などの整備
を進める「ゆとりと潤いの教育施設」の整備
�学校教室用備品や機器、教材教具等の年次
的な充実を図る「学びの学校環境整備」の
推進

�安全性の高次化を図る「ドライ方式給食セ
ンター」の整備推進と「中学校完全給食」
の実施

�心が触れ合う安全な学校環境づくり
�思春期や発達段階の児童生徒の心の悩みや
ストレス、不安などに対応する小学校の「心
のケア相談員」と中学校の「心の教室相談
員」
�生徒会や生徒自身による「いじめ問題」へ
の取組などを進める「いじめ・不登校の根
絶」
�スクールネット事業による不審者情報や災
害情報等の迅速な提供、通学路の見守り活
動など「子どもの顔が見える地域安全」の
推進

コンピュータ活用事業

まちづくりの羅針盤／健やかなひとづくり

学びと夢を培う教育
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平和都市諫早宣言
～輝く未来 いのちのために～

わたしの願い
それは家族の幸せ 友の笑顔
みんなと生きる 楽しく生きる
そのために 世界を平和にしよう
争いを 核兵器をなくそう

永遠の平和
それはみんなの願い 地球の願い
輝く未来 つながるいのち
そのために わたしからがんばろう
友とちからを合わせよう

いま このまちからはじめよう
被爆地長崎のかなしみを忘れずに
優しいこころ 尊いいのち
ひとが輝く諫早市
わたしたちは 非核と平和の都市を宣言します

平成１７年９月２９日 諫 早 市

◆現状と課題
第２次世界大戦後６０年が経過し、本市でも戦

争を知らない世代が３分の２を越える状況の中、

戦争体験や痕跡を次の時代に伝え、戦争やテロ

がない平和な世界の実現のための継続的な取組

が求められています。

また、人権問題は生活のあらゆる場面に潜む

身近な課題であり、人間として幸せに生きる権

利を踏みにじる差別の根絶や人権問題への理解

促進が求められています。

◆今後の取組方針
市民の平和への願いを込めた「平和都市諫早

宣言」を実践する取組を進めるとともに、戦争

体験などの継承に努めます。

また、子どもの権利や高齢者の人権、エイズ

やハンセン病等への正しい理解、外国人への偏

見の解消など、市民一人ひとりが差別と人権に

対する理解を深め、お互いの人権を尊重する意

識と社会風土の醸成を推進します。

�平和都市宣言の実行
�「平和都市諫早宣言」の願いを広め、平和
実現への実践行動「平和都市宣言実行事業」

�過去の悲惨な戦争、被爆体験を受け継ぎ、
平和の大切さを考える「平和のこころ交流

事業」

�次代を担う子どもたちに戦争やテロ等の悲
惨さや平和の尊さを伝える「平和教育推進」

�人権尊重意識の醸成
�人権相談や関係機関との連携を進める「人
権擁護活動」の推進

�不当な差別や偏見への正しい理解促進と人
権意識の啓発をあらゆる機会を捉えて進め

る「人権尊重意識醸成」の推進

�差別やいじめをなくし、自他を大切にする
意識と豊かな人間関係を育てるため、学校

活動全体で取り組む「人権教育推進」

まちづくりの羅針盤／こころ豊かなひとづくり

希求する恒久平和と人権尊重
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◆現状と課題
市民の自主的な活動の場となる公民館につい

ては、市民の様々な学習や活動に応える中心的

施設がなく、老朽化した施設の整備や市民ニー

ズに柔軟に対応する講座等の編成、充実が求め

られています。

また、図書館については、図書館等施設から

遠隔地への対応や、さらに図書館サービスの利

便性を高める取組が必要です。

◆今後の取組方針
各地域公民館のネットワークの中心となり、

市全体の生涯学習の中核となる施設整備を進め

るとともに、地域の学習ニーズや学習資源の把

握・提供を行うとともに、学習や活動の拠点に

なるよう講座等の充実に努めます。

また、市内全域の読書環境の整備を行うため

に、図書館、図書室の連携強化や移動図書サー

ビスの充実など「図書館のまち・諫早」づくり

を推進します。

�生涯学習施設の整備
�公民館ネットワークの中心となり、様々な
生涯学習活動の発表の場ともなる中核施設

「生涯学習センター」の整備

�市民の気軽な集いの場、自主活動や地域学
習拠点となる「公民館」整備

�公民館講座の充実
�市民のライフスタイルに応じ、多様な学び
の欲求に応える機会と場づくり「公民館講

座」

�地域住民や団体などが子どもたちとふれあ
い、楽しみ、教え、育てる「公民館土曜学校」

�図書館文化の創造
�公民館図書室や学校図書室、大学図書館等
との連携を強化する「図書館ネットワー

ク」の整備充実

�ビジネス情報コーナーや地域情報の充実、
多彩な講座など特色ある「図書館文化」の

創造

�未来を担うべき子どもたちの読書環境を整
備する「子ども読書活動推進計画」策定と

推進

公民館講座（子ども料理教室）

まちづくりの羅針盤／こころ豊かなひとづくり

生活を彩る生涯学習

輝く
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菖 蒲 忌

◆現状と課題
市民の芸術文化に対する関心や創作活動の意

欲を高めるとともに、市民自ら行う芸術文化活

動の発表・展示の場と、郷土出身の芸術家の作

品や郷土を題材とした作品などに市民が気軽に

ふれる機会づくりが求められています。

◆今後の取組方針
内外の高度な芸術、文化にふれる機会や自ら

創作等に参加する土壌づくりを進め、生活の一

部として市民が多様な芸術、文化を楽しみ親し

める環境づくりを推進します。

また、個性と創造性にあふれる人材の育成、

優れた芸術文化活動や作品を顕彰するなど「芸

術文化をはぐくむまち・諫早」づくりを進めま

す。

�芸術文化の顕彰
�郷土出身の浪漫派詩人伊東静雄を顕彰する
「伊東静雄賞」の公募、表彰

�先人の偉業を偲ぶ菜の花忌、菖蒲忌、ミモ
ザ忌など「文化人顕彰活動支援」

�市民等の優れた芸術文化活動や作品を表彰
するなど芸術文化を尊ぶ風土づくり「芸術

文化表彰」

�展示・発表・鑑賞の場づくり
�郷土ゆかりの芸術作品の展示や市民作品の
発表・展示の場、地域の文化・歴史等の学

習の場づくり「歴史文化館」の整備

�県美術展覧会諫早会場展や文化会館自主事
業、六段の調祭典など「芸術・芸能鑑賞事

業」

�中規模専用ホールの整備など県央地域の文
化・芸能等の鑑賞・発表の拠点機能を強化

する「諫早文化会館再整備」

�ふるさと文化の振興
�公民館講座の充実や芸術文化を楽しみ、参
加、実践、発表の機会づくりを行う「地域

の芸術文化活動支援」

�文化グループの新しい文化芸術活動や文化
振興団体などの活動を支援する「文化団

体・グループ育成支援」

諫早交響楽団演奏会

まちづくりの羅針盤／こころ豊かなひとづくり

芸術文化をはぐくむまちづくり
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◆現状と課題
本市には、旧石器時代から弥生・古墳時代の

遺跡や古墳、長崎街道や眼鏡橋をはじめとする

文化財など後世に引き継ぐべき歴史遺産が数多

く存在しており、これらを本市歴史の市民理解

に役立てるとともに、生涯学習や交流、観光な

どへの活用が求められています。

◆今後の取組方針
本市の歴史、風土、伝統などに関する子ども

や市民の理解を助ける体系的な資料の整理と研

究、情報の提供、文化財等の維持・保全を進め、

地域に残る伝統芸能などを守り伝えるとともに、

まちづくりへの活用を推進します。

�文化財の保存と伝統の継承、活用
�地域で特色を有する貴重な浮立や祭事など
伝統的芸能や文化等を保存・承継する「伝

統文化継承事業」

�市内に残る文化財等の保存や紹介、郷土学
習やまちづくりに活かす「文化財等保存整

備事業」

�長崎街道・多良街道・島原街道と沿道の文
化財を総合的に案内・紹介・観光活用など

を推進する「歴史街道整備事業」

�歴史の発掘と保存
�諫早家関連古文書等の解読や地域の歴史を
掘り起こし、その整理・保全・体系化を進

めるとともに、学習教材への活用や市民に

情報提供する「歴史発掘事業」

�風観岳支石墓群等の史跡や文化財の調査・
研究や評価などを進めるとともに、郷土資

料の収集や保全を進める「文化財調査研究

事業」

長崎街道

田結浮立（県民俗無形文化財）

まちづくりの羅針盤／こころ豊かなひとづくり

受け継ぎ活かす歴史

輝く
ひとづくり
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◆現状と課題
スポーツは、心身にわたる健康づくりだけで

なく、市民間の交流・親睦の有効な手段となる

ものであり、市民が気軽に楽しむスポーツ環境

づくりとその裾野の拡大、競技力向上への取組

が必要です。

◆今後の取組方針
余暇時間の増加や健康増進、市民交流などス

ポーツが果たす役割はますます大きくなってい

ます。スポーツ人口の増加や種目の拡大、ニュー

スポーツなどに対応して、スポーツ施設の整備

充実と、スポーツに親しむ環境づくり、ジュニ

アから一般まで一貫性ある競技力向上に取り組

みます。

�スポーツ拠点施設の整備
�新たな市民スポーツの拠点施設となる「新
野球場」「新体育館」「小長井・高来地域体

育館」の整備

�県大会などに対応する新ソフトボール場や
テニスコートなどの充実「スポーツ競技施

設整備」

�生涯スポーツの振興
�スポーツを通じて市民の親睦、健康づくり
を進める「地域スポーツレクリエーション

環境」の充実

�余暇活動の充実や市民間の交流を促進する
スポーツ教室や各種大会を開催する「ス

ポーツ交流」の推進

�市民の誰もが、それぞれの体力や年齢、興
味、目的に応じて、いつでも、どこでも、

いつまでもスポーツに親しむ「総合型地域

スポーツクラブ」の検討

�スポーツ競技力の向上
�スポーツの普及を促し、競技人口の拡大と
競技水準を高める「スポーツ競技力向上支

援」

�小学生や中学生、高校生のスポーツ意欲を
高め、人材育成を進める「スポーツ表彰・

支援事業」

諫早ロードレース大会

まちづくりの羅針盤／こころ豊かなひとづくり

市民総参加のスポーツ
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◆現状と課題
大きく国際化が進展している中、本市におい

ても留学生や市内在住の外国人との交流が進ん

でいます。また、市民の海外旅行やビジネス機

会も増加し、様々な団体等が国際交流を行って

おり、異文化や国際理解に役立つ一層の交流の

促進が必要となっています。

◆今後の取組方針
文化や歴史、習慣などが異なる地域や国々の

人たちとの交流は、お互いの違いを認め合いつ

つ、自己の認識や考え方などを顧みるよい機会

となります。市民主体の草の根の国際交流・国

内交流を推進します。

�国際交流の支援
�各種講座や交流フェスタなど国際理解を醸
成・推進する「草の根の市民国際交流事

業」

�留学生や市内在住外国人と市民の交流の場、
外国人の生活相談窓口「市民国際交流拠

点」の整備

�アメリカ合衆国・アセンズ市と中華人民共
和国・�州市、蘇州市平江区との友好交流
「姉妹都市等友好交流事業」

�国内交流の推進
�津山市・出雲市との３市間での友好交流と
信頼関係の醸成を進める「友好交流都市事

業」

�郷土出身者の親睦団体との交流や、本市出
身者や市ゆかりの人たちなど諫早の応援団

づくり「ふるさと市民交流事業」

いさはや国際交流フェスタ

まちづくりの羅針盤／こころ豊かなひとづくり

草の根の国内・国際交流

輝く
ひとづくり
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◆現状と課題
農業者の高齢化や担い手不足により、農業・

農村の活力が低下しています。

また、農業生産基盤の整備の遅れや地形条件

の悪さなどにより、担い手への農地の集積が進

まず、一部で荒廃農地が拡大しています。更に、

混住化等の進行や地域共同体意識の希薄化は、

集落機能の低下を招き、農地や農道、農業用水

路など農業用施設の適切な維持や共同管理を難

しくしています。

◆今後の取組方針
基幹的な農業の担い手である認定農業者や農

業生産法人等の育成、新規就農を促進するとと

もに、集落営農や農作業受託の組織化を推進し、

地域の特性を活かした基幹作物の振興を図りま

す。

また、環境に優しい、安全・安心な農作物を

生産する環境保全型農業を進め、地域消費者の

ニーズをとらえた地産地消を推進するとともに、

農業者や地域住民が創意工夫と主体性をもって

農村地域の活性化を図るために取り組む事業を

支援し、都市と農村の交流を図るグリーンツー

リズムを推進します。

農作業の効率化と農業生産性の向上を図るた

め、農地の圃場整備など農業生産基盤の整備を

さらに推進し、担い手等への利用集積を促進す

るとともに、環境資源としての役割も持つ農地、

農業用水路などの良好な維持・管理を図ります。

�農業基盤の整備
�農地の流動化・集団化による経営規模の拡
大と生産組合や請負組合等の組織化・法人

化を推進する「農業の集団化・組織化」の

推進

�農業生産の効率化や省力化、規模拡大や高
収益化を促進する「農業生産基盤」の整備

�農業への新規就農を促進し、認定農業者、
農業法人や集落営農など農業生産の中枢を

担う「担い手」の育成

�市場性のある新規作物の導入を進め、アス
パラガス、いちご、花きなど施設園芸等の

「高付加価値型農業」の拡大

�地場産品の振興
�減農薬や有機農業など消費者に新鮮で安
全・安心を提供し、生産者の顔が見える「地

産地消」の推進

�消費者の嗜好にあった農作物の生産と高付
加価値化を推進する「農産物ブランド化」

の確立

�畜産の振興
�家畜の優良系統化を促進し、家畜排泄物の
資源化や適正処理など環境保全型畜産の確

立と、地域における「資源循環型農業」の

推進

�農村集落環境の整備
�美しい田園景観や住みやすい農村環境の実
現を図る「農村環境整備」

�農地、農業用水路などの良好な保全と質的
向上を図る「農地・水・環境保全向上対策」

まちづくりの羅針盤／魅力ある農林水産業

足腰の強い農業
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◆現状と課題
木材価格の長期低迷や労働力不足、林業従事

者の高齢化等により、林業経営は厳しい状況に

あります。しかしながら、木材など環境に優し

い循環型素材を産出する森林の保護育成は、地

球温暖化防止など環境対策の面から、あるいは

国土保全、洪水防止、水源涵養などの公益的機

能を十分発揮させる観点からも、重要な課題と

なっており、林道などの基盤整備、広葉樹植栽

などの森林整備を推進していく必要があります。

◆今後の取組方針
各種公益的機能を発揮させ、木材の安定供給

を図るための間伐対策や効率的な森林施業に資

する林道の整備を促進するとともに、高性能機

械の導入や森林組合作業員の待遇改善を進めま

す。

また、森林は、子どもや市民が自然環境に親

しむ憩いの場であり、多様な生態系の保全に資

する複層林化や広葉樹化を推進し、治山治水機

能を高度に発揮させるとともに、森林のレクリ

エーション的利活用を進めます。

�林業による収益の向上
�林産物の安定供給や流通改善等を進め、循
環的な営林活動の維持を図る「収益性のあ

る林業」の推進

�林業作業の省力化や林道等の整備により、
効率的で持続的な造林、育林を図る「低コ

スト林産」の推進

�市民の森づくり
�森林の持つ癒し機能や多様な自然環境を教
育や憩いの場、市民参加の森林活動の場と

して総合的に活用する「市民の森づくり」

の推進

�公益的機能を推進する林業の育成
�複層林化・広葉樹林化、水源かん養林の育
成等により森林の公益的機能の向上を図る

「豊かな森整備事業」の推進

修多羅の森

まちづくりの羅針盤／魅力ある農林水産業

多機能な森林をはぐくむ林業

活力ある
産業づくり
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◆現状と課題
外海に開けた橘湾、内海の大村湾、干潟の海

の諫早湾と、特性の異なる３つの海で特色ある

漁業が営まれてきましたが、水産業を取り巻く

環境は、水揚げ量の減少や魚価の長期低迷、後

継者不足、漁業者の高齢化など深刻な課題を抱

えています。

また、生活排水の流入や磯焼け被害など漁場

環境の変化による生産力の低下や漁業経営の安

定化などが課題となっています。

◆今後の取組方針
「つくり育てる漁業」への転換を推進すると

ともに、漁場環境改善対策の実施や磯焼け対策

など漁場生産力の回復に向けた取組を進め、漁

業への新規就業者の育成と支援、新しい海の産

業創出の試みや漁業関係団体の経営基盤の強化

などを推進します。

�豊かな漁場の回復
�３つの海の特性に応じて漁場の保全や改善、
造成等による海の生産力向上を図る「漁場

造成改良・機能回復事業」の推進

�漁業収益性の向上
�種苗放流、中間育成、藻場造成、餌料生物
の増殖、漁場管理の適正化、養殖業の推進

等を総合的に図る「つくり育てる漁業」の

推進

�水産物の流通対策や高付加価値化、漁業生
産施設の近代化、水産加工工場や直売所の

整備などを進めることにより、収益性のあ

る水産業の進展を図る「儲かる水産業」の

推進

�漁業集落の環境整備
�漁港及びその関連施設等の基盤施設や漁村
集落環境の整備改善と、就労環境や漁村の

居住環境の改善を図る「漁港漁村整備事

業」の推進

�漁業者や新規就業者の育成、新漁具漁法の
開発、漁業経営の改善、新たな海の産業の

創出等を図る「新水産業創出事業」の推進

種苗放流事業

まちづくりの羅針盤／魅力ある農林水産業

３つの豊かな海が育てる水産業
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◆現状と課題
地域経済の主要な担い手となっている中小企

業は、低成長経済や価格競争の中、産業構造の

変化や国際化、情報化、消費者ニーズの多様化

などへの対応が求められ、経営環境は厳しい状

況にあります。

また、若者を中心に地域の雇用環境も依然と

して厳しい状況にあり、企業の経営安定や事業

拡大、新分野進出を支援するなど地域経済の活

性化を後押しするとともに、企業ニーズに対応

した職業訓練や研修、就業支援や人材育成等を

進める必要があります。

◆今後の取組方針
中小企業の経営の安定と経営基盤の強化を図

るため、資金調達の円滑化や経営改善の指導、

若手経営者の育成や組織化を支援するとともに、

地場企業の製品等の高付加価値化や新商品の開

発、経営の情報化を促進します。

また、職業相談や職業訓練、未就業者への職

業意識の啓発、求人情報の提供など就業支援の

強化を進めるとともに、企業ニーズに対応する

多様な人材の育成体制を検討するなど地域経済

の活性化と雇用の維持拡大を推進します。

�経営基盤の改善・強化
�中小企業の経営安定や設備の近代化、事業
拡大等に対する資金調達の円滑化を図る

「市制度融資」の充実

�中小企業の経営改善、創業・起業、設備近
代化や事業者の集団化を促進する「設備近

代化・高度化事業」

�小規模企業者等の経営診断や指導、企業後
継者や若手経営者等の人材育成、商工業の

調査研究など「商工団体活動支援事業」

�中小企業者が共同で事業環境の改善や経営
基盤の強化の取組を促進する「中小企業組

織化支援事業」

�企業経営の革新
�異分野の中小企業者や組織、団体、機関等
が共同して取り組む「異業種連携交流事

業」

�国・県等の支援制度や創業やビジネスの最
新情報を提供する「ビジネス情報提供支

援」

�地域産業を支える人材の確保・育成
�パソコン研修や高度情報化に対応するテー
マ別研修などへの支援を行う「情報化人材

育成支援事業」

�産業の融合や技術の汎用化などに対応する
高度な知識や技術を持つ人材の養成を民

間・行政連携で目指す「総合技術系学校」

の推進

�パートタイマーや高齢者、新規学卒者など
の求職ニーズと求人ニーズをつなぐ「求人

情報提供」の推進

�国、県等関係機関と連携し、離職者や中小
企業等の従業員に対して技能支援を行う

「職業訓練等推進事業」

�勤労者の余暇活動、健康の維持増進などを
図る「勤労者福祉施設管理運営事業」

まちづくりの羅針盤／活力ある商工業

企業経営の安定と革新

活力ある
産業づくり
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◆現状と課題
市街地の郊外への拡大による人口のドーナツ

化や車社会の進展等により、商業をはじめ都市

機能が拡散し、中心市街地や周辺地域の商店街

の空洞化が進行しています。

既存の商業集積地や商店街においては、ロー

ドサイド店舗や郊外大型店と競合し、道路や駐

車場等において不利な状況に立たされており、

中心市街地や商店街の優位な要素を活かした商

業の再活性化への取組が求められています。

◆今後の取組方針
中心市街地や商店街は、点としての店舗の集

積に加え、蓄積された歴史や様々な街の表情を

見せる面的な魅力を備えています。中心市街地

の都市機能の高度化や集積、人口増加等を図る

再開発を促進し、店舗の立地や商業条件の改善

を進めるとともに、個店の魅力アップを図りな

がら商業集積地全体の機能を高め、商店街の活

性化を図ります。

�商業基盤整備の促進
�不足業種や開業者の誘導、賑わいの創出や
共同施設の整備など「中心市街地商業活性

化支援事業」

�商店街の統一した街並み景観の形成や店舗
のバリアフリー化などを支援する「商店街

まちづくり協定支援事業」

�駐車場の整備や店舗の建替え等の商業基盤
の改善、定住人口の増加、都市景観の形成

などに資する「再開発事業」の推進

�商店街の魅力づくり
�地域コミュニティの交流の場として地域商
店街の魅力づくりを行う「商店街賑わい再

生支援」

�一店逸品など個店の専門性向上を通じて商
店街の魅力アップを進める「商店街再発見

支援」

�商店街での独立開業や空き店舗の解消・活
用、情報発信を進める「商店街魅力アップ

事業」

まちづくりの羅針盤／活力ある商工業

商業の新たな魅力づくり
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◆現状と課題
これまでの県央地域の観光は、各市町それぞ

れが有する観光資源には限りがあったことから、

長崎市や雲仙・島原、佐世保・ハウステンボス

などの中継地点的な役割に止まっていました。

しかし、新市においては、山茶花高原ピクニッ

クパークや干拓の里などの通年型のレクリエー

ション施設から、白木峰高原や轟渓流、唐比湿

地公園、結の浜マリンパークなど季節的な観光

スポットまで、様々な観光資源を有しており、

その効果的な観光活用が求められています。

◆今後の取組方針
市内に点在している歴史遺産や豊かな自然環

境、優れた田園景観、公園施設、干拓資源、特

色を有する祭り、風土が育む食文化など多彩で

豊富な観光資源の総合的な利活用を図ります。

�観光情報の発信
�スッポン料理やうなぎ料理などの「食」と
「歴史散策」の融合など独自の観光開発「い

さはや魅力発見事業」

�歴史や文化、祭りやイベントなど最新の諫
早の魅力を発信する「観光情報発信事業」

�体感、交流観光の推進
�海、山、棚田、水田、畑作、果樹、施設園
芸など豊富な農林水産資源と観光資源を活

かす「体験参加型観光」の展開

�スポーツなど各種大会の開催を支援すると
ともに、多彩なレクリエーション・公園施

設などを活かした「交流観光促進事業」

�「諫早川まつり」や「のんのこ諫早まつり」、

「ぺーロン」、「浮立」など祭りの魅力と集

客力を高める「体感型イベント観光」の推

進

�「食」や「歴史・文化」、「伝統芸能」、「自
然」など本市の特色ある地域資産の観光化

を促進する「観光ボランティアガイド育成

事業」

�観光ルートの整備
�歴史遺産や文化財、観光名所や文化芸術ゆ
かり地の説明板等の充実や観光散策ルート

づくりを進める「観光案内ルートづくり事

業」

�「長崎街道」「多良街道」「島原街道」と沿
道の史跡などを巡る「諫早ぐるり街道散策

事業」

�諫早駅から諫早公園まで本明川沿いに道路
や散策路の整備、眼鏡橋、御書院、上山公

園など中心地区の地域資産を巡る「本明川

界隈歴史の道づくり事業」

のんのこ諫早まつり

まちづくりの羅針盤／交流が育てる観光・物産

体験と交流、発見の観光づくり

活力ある
産業づくり
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◆現状と課題
「伊木力みかん」は全国的なブランドとして

定着していますが、江戸時代から受け継がれて

いる「うなぎ料理」「おこし」「あめがた」「有

喜かまぼこ」など伝統的な特産品や、唐比レン

コン、長田のたまねぎ、飯盛のにんじん、ばれ

いしょなど本市を代表する産物の消費者への幅

広い宣伝や加工製品化への取組が求められてい

ます。

◆今後の取組方針
安全で本物の味が嗜好される今日、農林水産

物生産者や食品加工業者、食文化を継承する地

域加工グループなどの連携を進め、地場農林水

産物等の素材を充分に活かした特産品開発等を

推進します。

また、本市で産する品質に優れた農林水産物

や加工製品、伝統的な特産品などの都市消費者

への販売・宣伝を促進するとともに、市内の観

光レクリエーション施設や地場産品販売施設な

どでの販売拡大に努めます。

�地場産品の開発・研究
�本市で産する農林水産物や素材などを使用
した新商品等の開発を促進する「地場産品

開発支援」

�農林水産業などの生産者や食品等の加工事
業者、販売事業者などが連携して進める「特

産研究開発」の促進

�地場産品の販売促進
�本市の特産品や物産、こだわりの商品など
を紹介・宣伝・販売を促進する「地場産品

販売促進支援」

長崎街道みかん宿

まちづくりの羅針盤／交流が育てる観光・物産

こだわりの物産づくり
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◆現状と課題
新たに創出された干拓地では、営農開始体制

の整備に向け体制づくりが進められています。

また、調整池や自然干陸地については、水質保

全対策や水辺空間づくりを目的とした「諫早湾

干拓調整池水辺環境の保全と創造計画」の策定

と、官民の推進組織である「ICE（アイシー）

ネット」（諫早湾調整池水辺環境ネットワー

ク）が設立されており、環境保全型の農業の推

進と、創出された干拓資源の地域活性化への活

用が求められています。

◆今後の取組方針
干拓地での営農の円滑な実施のため、農業者

が策定した経営計画の達成や、農業用施設等の

維持管理を国・県と連携して支援します。

また、水質保全対策に重点的に取り組むとと

もに、潮受堤防道路や自然干陸地、水辺などの

総合的な利活用を推進し、都市と農村の交流を

図る交流型農業、農村づくりに取り組みます。

�営農の支援
�干拓農地での生産性の高い先進的な大規模
経営を可能とする「大規模先端農業」の展開

�入植・増反者のための営農相談や技術・経
営指導等を実施する「営農支援体制」の整備

�土地改良区の組織化や運営、適切な農業用
施設等の管理を推進する「干拓施設管理運

営の円滑化」

�干拓資源の総合的な活用
�潮受堤防道路や自然干陸地、水辺など干拓
資源と、近隣のレクリエーション・観光施

設などを総合的に利活用する「観光レクリ

エーション拠点づくり」

�広大な自然干陸地の利活用を検討する「自
然干陸地利活用推進」

�干拓農地や調整池を中心に環境創造型の
「農と緑と水辺空間づくり」

�農業の多様な楽しみや癒し効果などを活か
し都市住民との交流を進める「交流型農業

農村づくり」

まちづくりの羅針盤／新たな産業活力の創出

干拓資源を活かす拠点づくり

活力ある
産業づくり
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◆現状と課題
本市は、交通基盤や産業集積など県内でも優

れた企業立地条件を備えているものの、公的団

体が分譲する用地が完売しており、新たな企業

誘致の促進に向けた取組が必要となっています。

また、「長崎ソフトウエアセンター」や「い

さはやコンピュータ・カレッジ」など情報処理

やソフトウエアの育成・人材養成施設を有して

おり、これら施設と企業との連携を図り、情報

関連産業の裾野の拡大に取り組むとともに、企

業ニーズに対応した技術者や専門家の育成、意

欲ある起業家への支援や新ビジネスの育成が求

められています。

◆今後の取組方針
新たな産業用の分譲用地の開発や、新工業団

地の計画化と整備を推進するとともに、民間の

空き工場や工場適地の把握を行い、インター

ネット等による情報提供や、国・県等の関係機

関と連携して企業誘致に努めます。

また、図書館を活用したビジネス情報の提供

や研修会の開催、新規創業者育成支援スペース

の提供、金融・財政的支援などを行い、新分野

進出や新事業創出、新製品・新商品・新サービ

スの開発など新たな取組を支援します。

�企業誘致の促進
�流通産業団地計画や新たな工業団地計画な
どの推進を図る「産業集積・企業立地促進」

�国、県等関係機関と連携し、空き工場、工
場適地などの情報を発信する「企業立地情

報発信事業」

�新ビジネス支援
�地場企業の新技術や新商品、新たなサービ
スの開発を支援する「新事業創造活動支援」

�創業や新分野進出、起業化育成などを専門
機関等と協力して進める「創業ベンチャー

支援」

�創業しようとする者に対して施設や設備等
を事務所・研究室などとしての貸与や経営

指導、創業セミナーの開催など「創業者育

成事業」

�創業を資金面で支援する「創業等支援資金
融資事業」

�情報処理やソフトウエア、製造業や先端産
業などに対応する人材養成機能を高める

「高度技術対応人材育成」

�地場農産物等を利用した農産加工等の起業
を支援・促進し、農産物の需要拡大、地域

の新規雇用の創出「農産加工等起業促進」

工業団地

まちづくりの羅針盤／新たな産業活力の創出

企業立地と新ビジネスの創出
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◆現状と課題
生活様式や価値観の多様化など、一人ひとり

の生活環境も大きく変化を遂げつつあり、核家

族化や離婚の増加、高齢者単身世帯や生活習慣

病の増加、社会的ストレスや児童虐待などが新

たな社会的課題となっています。また、子育て

やお年寄りの見守りなどについても家族のみで

担うことが徐々に難しくなっており、これら多

様化・複雑化する保健福祉ニーズに柔軟に対応

していくため、公的サービスに加え、家族機能

の補完的役割として、地域における住民の相互

支援機能の充実が期待されています。

◆今後の取組方針
日常生活における基礎的な圏域を定義した上

で、高齢者、障害者、児童家庭などのそれぞれ

の分野に応じた生活圏域を念頭におきながら、

きめ細やかな保健福祉施策を展開します。

その事業展開の根幹をなす「地域福祉の推

進」を具現化するため、担い手である社会福祉

協議会と連携を図りながら『地域福祉計画』を

策定し、民間部門と公的部門とがそれぞれの役

割と限界を共通に認識した上で協働関係を築き、

市民一人ひとりの状況に応じた効果的・効率的

な保健福祉サービスや地域におけるサポート体

制を整備するとともに、民と公とが一体となっ

た多様な主体による支え合い活動の実現を目指

します。

�住民主体の地域福祉づくり
�地域福祉推進のための人材育成を図る「地
域福祉人材育成事業」

�小地域における地域住民の自主的・自発的
な健康福祉活動の推進環境の整備と、その

実践、問題解決能力の向上を目指す「地域

福祉活動推進事業」

�地域住民や民間事業者等が担う地域福祉活
動等と公的サービスの適切な組合せによる

「協働の保健福祉サービス体制づくり」

�生活保護世帯の実情に応じた生活支援や就
労支援などを進める「生活・自立支援」

�地域を支えるシステムづくり
�地域課題を分析し効果的な保健福祉施策展
開に繋げる「福祉情報管理システム構築事

業」

�地域住民のネットワークづくりの推進と、
民間団体や自主活動グループ、自治会や民

生委員児童委員協議会等との連携を強化す

る「地域の見守りネットワークづくり」

まちづくりの羅針盤／支え合う暮らし

みんなでつくる地域福祉

暮らしの
充実
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◆現状と課題
急速な高齢化の進行や疾病構造の変化、市民

意識の多様化などに伴い、疾病の早期発見・早

期治療が重要となっており、地域医療体制の充

実が求められています。また、健康への関心が

高まる中、市民の自主的・継続的な健康づくり

への取組を促進させる必要があります。

国民健康保険事業については、加入者の高齢

化や医療費の増加などにより厳しい財政状況に

あります。

◆今後の取組方針
地域に密着したきめの細かい保健福祉サービ

スを担う地域単位のサービス施設の整備を進め、

健康福祉センターを中心として市全域にわたる

保健福祉サービスの提供を推進します。

市民の生涯を通じた健康づくりを進めるため、

食生活改善や運動普及、健康診査や健康教育、

健康相談などを促進するとともに、休日・夜間

の救急医療の充実など、関係機関との連携のも

と総合的な医療体制の充実に努めます。

また、国民皆保険の根幹である国民健康保険

制度を安定的に運営するため、財源の確保と、

適正な医療費給付を目的とした健康づくり事業

を推進します。

�健康づくりの推進
�教育活動や広報活動を通じた健康の増進に
関する知識普及や情報提供等により、市民

の健康づくりへの意識高揚と日常的な取組

を図る「健康づくり推進事業」

�地域に密着した保健福祉サービスを担う
「地域保健福祉サービス施設」の整備

�保健・医療の連携
�生活習慣の改善、発症予防、疾病等の早期
発見、早期治療を図る「総合保健医療」

�健康や食生活などに関する情報の提供と生
活習慣の改善を通じた発病を予防する「一

次予防」の推進

�基本健康診査やがん検診、人間ドック等の
受診を促進する「二次予防」体制の強化

�２４時間の受診、治療ができる体制づくりを
進める「地域医療体制」の充実

�国民健康保険の安定的な運営と適正な賦課
徴収、健康維持を図る「国民健康保険事業」

歯科検診

まちづくりの羅針盤／支え合う暮らし

健康づくりと保健・医療の連携
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◆現状と課題
我が国の少子・高齢化は出生率の低下傾向と

平均寿命の伸長によって、平成２７年（２０１５年）

には、国民の４人に１人が高齢者になると予測

されています。

明るく活力ある長寿社会を確立していくため

には、高齢者自身が、地域社会の中で自らの経

験と知識を活かして、高齢社会を支える担い手

として積極的な役割を果たしていくことが重要

となります。

また、介護保険制度は、国民の老後の介護不

安に応える社会システムとして定着し、順調に

制度運営が行われていますが、介護保険制度の

持続的な発展を図るためには、統一的な体系の

下、効果的な介護予防サービスが提供される総

合的な介護予防システムを構築することが重要

となります。

◆今後の取組方針
高齢者の意識や価値観が多様化していること

を踏まえ、高齢期を「余生」としてではなく、

新たな出発点としてとらえた多様な生きがいづ

くり支援策の展開と高齢者が住み慣れた家庭や

地域で安心して日常生活を送ることができる環

境づくりを推進します。

また、介護保険については介護を要する状態

にならないよう「予防重視型システムへの転

換」を図るため、身近な地域での介護予防事業

を展開するとともに、地域の拠点として「地域

包括支援センター」を設置し、介護予防に関す

るマネージメントをはじめ高齢者の生活を総合

的に支える支援体制を早期に確立します。

�介護保険の充実
�高齢者の自立支援と尊厳の確保、在宅介護
などの充実を図る「介護保険サービス」

�要介護状態への移行や重度化の防止を推進
する「総合的介護予防システム」

�住み慣れた地域で暮らし続けることができ
る「介護サービス基盤」の計画的整備

�安心な暮らしのための総合相談と一人ひと
りに適切な支援を行う「地域包括支援セン

ター」の創設と「地域支援事業」の推進

�長寿を楽しむ地域づくり
�自宅での生活困難者や独立した生活に支障
があるなどの高齢者等への生活の場の提供

「施設福祉事業」

�一人暮らし高齢者等の緊急通報体制や安否
確認など地域での自立した生活をサポート

する「在宅福祉」の充実

�高年齢者の豊かな経験や能力を生かした地
域活動や就労への支援を行い、自主的な組

織づくりや社会参加、生きがいづくりを進

める「地域で暮らす高齢者福祉」の推進

まちづくりの羅針盤／支え合う暮らし

明るく活力ある高齢社会

暮らしの
充実
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◆現状と課題
障害者自立支援法に基づき、身体、知的及び

精神の障害のある人に対する支援が一元化され、

障害種別に関わらず総合的な支援が可能となり

ましたが、障害者自身にも自立と自助への努力

が求められています。障害のある人が地域にお

いて自立した生活を行うことができる生活基盤

の整備を進めるとともに、市民の幅広い理解と

支援が必要です。

◆今後の取組方針
障害のある人のライフサイクルの全段階を通

じた総合的かつ適切な支援を実施することによ

り自立した生活を促進し、障害のある人が社会

の一員としてその責任を果たし、当たり前に社

会活動に参加し、活動できる地域づくりを推進

します。

�障害者の支援
�障害者の地域生活における様々な相談に対
し適切な助言が受けられる支援体制の充実

を図る「総合相談支援体制整備」

�障害者が地域で生活するために必要なサー
ビスの提供を行う「地域生活支援」

�障害者の社会参加支援
�障害者の日常生活及び就労訓練等を担う事
業者の充実「自立支援基盤整備」

�障害者が社会参加できる場づくりや市民理
解の促進を進める「社会参加交流促進」

まちづくりの羅針盤／支え合う暮らし

自立と共生の障害者福祉
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◆現状と課題
職場や地域社会、福祉やボランティア、まち

づくり活動、産業の活性化など様々な分野で女

性の果たす役割はますます大きくなっています

が、社会の意識や行動、慣習・慣行の中には、

「男は仕事。女は家事・育児」という固定的な

性別役割分担意識が根強く残っており、家庭や

職場、地域、学校などあらゆる分野における男

女共同参画の意識づくりと環境の整備が求めら

れています。

◆今後の取組方針
男女共同参画推進センターを拠点に、性別に

かかわりなく、男女が互いに支え合い、社会の

あらゆる分野に参画でき、喜びも責任も分かち

合う男女共同参画社会の実現に向けて、多様な

性差別や女性問題の解決、女性の地位向上、男

女の快適な共生を目指す、市民と行政の協働に

よる取組を推進します。

�男女共同参画の意識啓発推進
�市民参画による市全域を対象とした
「フォーラム開催事業」

�仕事や子育てなど男女共同に関する諸課題
を内容とする「センター各種講座開催事業」

�市内各地域住民や団体・市民グループ等を
対象とし、男女共同参画に関する身近な内

容について理解を深める「出前講座開催事

業」

�市内各世帯向けに各種情報を提供する「男
女共同参画広報誌発行事業」

�女性の能力向上と登用促進
�女性の政策方針決定過程への参画拡大を図
る「市審議会等の委員への女性の登用促進」

�女性の再就職や技能習得など能力向上を目
的としたセミナー等の開催による「女性の

社会参画促進への支援」

�人材育成とネットワークづくり
�市民運動展開の中核となる人材の育成を目
指す「男女共同参画推進人材育成事業」

�幅広い市民運動展開のための男女共同参画
推進登録団体を中心とした「団体間のネッ

トワークづくり」

�女性相談業務の実施
�家庭や地域、職場における性差別などの問
題やトラブルを抱えた女性への問題解決に

向けた「女性相談業務の実施」による支援

�推進体制の整備
�男女共同参画関連施策の総合的・効果的な
推進のための「庁内推進委員会」や市民の

意見を聴く「男女共同参画懇話会」の設置、

情報収集や調査研究の実施など「推進体制

の整備」

まちづくりの羅針盤／支え合う暮らし

男女共同参画社会づくり

暮らしの
充実
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◆現状と課題
多良山ろくや南部丘陵など良好な自然環境が

残され、重要な水道水源地域ともなっています

が、開発行為などによる水環境や生態系への影

響が懸念されます。

本市の大気、水質などの環境は良好な状況で

すが、環境教育の推進、ごみ減量化や不法投棄

対策などへの重点的な取組が必要です。

また、地球温暖化や酸性雨、オゾンホールの

拡大など地球規模での環境悪化が進行している

今日、市民一人ひとりが自分のこととして行動

することが求められています。

◆今後の取組方針
水源かん養地域での環境負荷を小さくするた

め、水道水源林の造成の検討や森林の広葉樹

化・複層林化による多様な自然体系の回復など

を進めます。

また、「環境基本計画」を定め、省エネルギー

や温室効果ガスの排出削減、ごみ減量化などに

市が率先して取組を進めるとともに、市民への

広報や情報の提供、環境学習の促進、市民主体

の環境改善活動を支援するなど幅広い市民運動

の展開を進めます。

�自然環境の保全
�多良山ろくの森林など重要な地下水源の積
極的な保全と改善、持続的な水循環の確立

を進める「地下水源かん養事業」

�広葉樹化や複層林化など森林環境の多様化
を進めるとともに、市街地内の公園や里山、

河川敷、緑地等を連続的に保全するなど「緑

のネットワークづくり」

�自然と調和した暮らし
�生活環境、産業活動等の環境調査や適正化
を進める「調査・監視・指導体制」強化

�環境意識の醸成や子どもの環境への関心を
育てる「環境教育・意識啓発」推進

�ごみの発生・排出の抑制、再資源化、分別
収集等を進める「ごみ減量化」の推進

�有明海、大村湾、橘湾や干拓調整池、河川
等の水質改善に取り組む「生活排水対策」

の推進

�河川敷や堤防等を活用した散策路・サイク
リング道路などの整備と多自然型の川づく

り、水に触れ親しめる水辺環境づくりを進

める「生き物と人にやさしい水環境の創造」

子ども環境フォーラム

まちづくりの羅針盤／自然と共生する暮らし

自然環境の保全と調和した暮らし
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◆現状と課題
本市の公園・緑地は、１４２箇所、約３６６ha、

１人当たり面積は約２５㎡となりますが、市民千

人当たりでは約１箇所となり、地域によって偏

りがあり、不足している地区もあります。また、

老朽化した公園施設も多く、バリヤフリー化や

市民ニーズに対応した再整備が課題となってい

ます。

一方、潤いのある生活環境づくりとして昭和

３０年代から市民運動として取り組まれてきた

「花いっぱい」運動を引き継ぎ、これからも推

進していく必要があります。

◆今後の取組方針
公園や緑地、森林等は、都市環境の改善や生

物の生息地、市民の憩いの場・レクリエーショ

ン拠点、災害防止や避難場所、緑の景観など多

様な役割を果たしており、市民の心の拠り所と

なっている諫早公園の再生や老朽化した公園施

設の再整備を進めるとともに、バランスの取れ

た公園等の整備と、市民参加による公園づくり

を推進します。

また、花と緑に包まれた美しい街並み景観や

潤いのある生活環境づくりに市民と行政が一体

となって取組を進めます。

�公園・緑地の整備
�街並みに緑とゆとりの空間を生みだし、市
民のスポーツ・レクリエーション環境の充

実、自然とふれあう憩いの場、交流の場づ

くり「公園・緑地」の整備

�高城城址や眼鏡橋、御書院、高城回廊や本
明河原など歴史と水と緑を活かした「諫早

公園再整備事業」

�花と緑に囲まれたまちづくり
�モデル花壇や花苗支援、オープンガーデン
など花に包まれた市民主体の地域づくり

「花いっぱい運動」の推進

�優れた街並み景観や緑豊かな住環境、田
園・集落景観の形成を図る「美しいまちづ

くり」

�公共公益施設や駐車場、広場、道路空間等
の率先的な緑化推進「公共公益施設の率先

緑化」

�花や樹木などに関する市民への指導、助言、
相談により潤いのある暮らしづくりを進め

る「花医・樹医相談助言事業」

�ツクシシャクナゲやツツジ、桜など道路・
公園等の花や緑の名所の維持向上と、新た

な名所づくり「花とみどりの名所づくり」

ふるさと干拓のみち（森山地域）

諫早公園（眼鏡橋、つつじ）

まちづくりの羅針盤／自然と共生する暮らし

花と緑に包まれた住環境

暮らしの
充実
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◆現状と課題
本市は、地形的に集中豪雨が発生しやすく、

昭和３２年の諫早大水害や昭和５７年の長崎大水害

はじめ過去に幾多の災害が発生し、多くの尊い

生命や財産が失われており、市民の生命と財産

を守る治水対策は最も重要な課題です。

諫早大水害等における犠牲者を慰霊し、水害

体験等を後世に継承する取組や防災訓練などを

通じて、市民が平時から災害に備える危機意識

を継続して醸成していく必要があります。

また、全国各地で地震が頻発しており、これ

らにも適切に対応できる防災体制づくりが求め

られており、市内全域への迅速な情報伝達や災

害時でも信頼できる情報網やネットワークの構

築などが必要です。

◆今後の取組方針
本明川水系の抜本的な治水対策を推進すると

ともに、河川改修や排水路整備及び内水排除施

設の整備により治水機能の向上を図り、急傾斜

地崩壊対策などと併せて集中豪雨に強い地域づ

くりを推進します。

また、火災や台風、地震など、あらゆる災害

を想定した防災や救援体制づくりを進め、災害

情報等の伝達手段の高度化と市民の防災意識を

高めるとともに、地域防災力の根幹となる消防

団活動の促進を図るなど総合的な防災・災害対

策を推進します。

�治水対策
�本明川ダム建設や内水排除対策など総合的
な防災対応を推進する「総合治水対策」

�本明川、半造川、中山西川、有喜川、仁反
田川、江ノ浦川など市民の生命・財産を守

る「河川整備」

�河川における土砂の流出や堆積、地すべり
や急傾斜地の崩壊などへの対応を図る「急

傾斜地崩壊対策等」推進

�高潮や津波などへの対応を図る「海岸保全
推進」

�消防防災体制の整備
�防災行政無線のデジタル化や放送媒体の活
用など市内全域に確実・迅速な防災情報の

伝達と、一体的な消防・防災・災害対応を

図る「地域防災緊急体制」の確立

�消防団の活動拠点の整備と機器の更新、自
主防災組織の育成による防災意識の高揚を

図る「地域防災力強化」の推進

�国、県や他の自治体その他防災関係機関と
の相互連携による適切な防災対策の推進と、

迅速な救援体制づくりを進める「広域的防

災災害救護体制」の推進

まちづくりの羅針盤／安心安全な暮らし

いのちを守る防災対策
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交通安全指導

◆現状と課題
本市での交通事故は、死亡者数は減少又は横

ばい状況ですが、交通事故件数と負傷者数は大

きく増加しており、特に高齢者による運転の事

故や高齢者が被害者となる事故、夜間の事故等

が増加しています。

また、子どもが事件に巻き込まれるケースが

全国的に発生しており、いかに児童の安全を確

保していくかが課題となっています。加えて高

齢者等を狙った詐欺の横行など市民からの消費

生活に関する相談や苦情の件数が急増するなど、

日常の暮らしの安全を守るための活動が必要で

あります。

◆今後の取組方針
本市の交通事故は、事故件数・死亡者数・負

傷者数とも他自治体と比べ多い状況にあり、交

通安全意識の徹底や道路交通安全施設の整備な

ど、交通安全対策を推進します。

また、特に子どもにとって安全安心な地域づ

くりに取組を進めるとともに、暴力や犯罪のな

い明るい暮らしの実現に努め、消費生活におけ

るトラブル等を未然に防ぐ情報の積極的な提供

や相談体制の充実などを推進します。

�交通安全のまちづくり
�歩道や交通安全施設の整備促進、スクール
ゾーンなど歩行者優先ゾーンの設定、地域

毎の交通安全総点検など「歩行者に優しい

道づくり」

�飲酒運転の追放、暴走運転や無謀運転の根
絶など悲惨な交通事故から生活を守る「交

通安全意識の向上」推進

�子どもへの交通安全教育や自転車等のマ
ナー指導、予防運転や譲り合い運転、高齢

者ドライバーへの啓発など「運転技術マ

ナーアップ」推進

�犯罪のないまちづくり
�悪質商法や消費者トラブルなどへの相談業
務強化と迅速対応を図る「（仮）消費生活

センター」設置強化

�防犯灯の整備・維持に対する補助や自主防
犯活動の支援、広報充実など「犯罪のない

安全な地域づくり」の推進

�家庭、学校、安全推進団体、自治会、市民
や企業、子ども育成団体などの連携による

安全な地域づくり「子どもの安全見守り活

動」の推進

�警察機関と行政、学校、自治会などとの緊
密な相互連携と、スクールネット活用等に

よる不審者情報の迅速提供など「子どもの

危機緊急対応体制づくり」

まちづくりの羅針盤／安心安全な暮らし

交通安全と生活の安心

暮らしの
充実
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◆現状と課題
本市の水道水源は、８０％を地下水に依存して

おり、その軽減や老朽化した水道施設の更新な

どへの対応が必要となっております。

生活排水対策については、平成１６年度末現在

の排水処理人口普及率は６２％で、県平均を下

回っている状況です。また、身近な道路・水路

等の整備や、市民愛好者が増加しているジョギ

ング、散歩、サイクリングなどを安全に楽しむ

環境づくりが求められています。

◆今後の取組方針
市民の重要なライフラインである水道施設の

更新整備を促進するとともに、ダム水の確保や

長崎県南部広域水道事業等の推進を図ることに

より、水道水の安定供給体制の確立を進めます。

また、閉鎖性水域や河川等の水質改善、都市環

境や定住環境の整備を進めるため、公共下水道、

農業集落排水、浄化槽の効率的な整備を推進し

ます。

道路や水路、交通安全施設等の迅速な整備対

応を図るとともに、市民の日常的な健康づくり

や心身のリフレッシュのためのサイクリング道

路やジョギングコース、散策路の整備など暮ら

しの満足度を高める取組を進めます。

市営住宅については、市内の住宅事情等を考

慮した建設や建替え、維持管理など良質な住宅

ストックの形成に取り組みます。

�上水道の整備
�安心して飲める水道水の安定供給のため、
施設の更新や安定的な水源確保などを進め

る「水道事業基盤整備」

�排水処理施設の整備
�河川や海域の環境負荷を軽減し、快適な市
街地環境の実現を図る「公共下水道事業」

の推進

�集落環境や農業用水の改善、定住環境の整
備などを図る「農業集落排水事業」の推進

�生活環境の保全、公衆衛生の向上のため浄
化槽の設置推進を図る「浄化槽設置費補助

事業」

�下水道等の集合処理と個別浄化槽の整備を
効果的・効率化して推進する「生活排水対

策」

�生活基盤の整備
�日常生活に密着した道路や水路、交通安全
施設などを迅速に整備する「生活基盤整備」

�サイクリング道路やジョギングコース、桜
並木や散策路などを堤防や河川敷、干拓資

源等を活用して整備する「市民散策道等

ネットワーク整備」

�住宅の確保
�住宅に困窮する低所得者層に対し、各世帯
の状況に応じた住宅の提供を行うとともに、

定住人口の確保を図る「市営住宅」の整備

管理

まちづくりの羅針盤／快適な暮らし

豊かな生活環境の整備
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◆現状と課題
本市では、交通手段の自動車へのシフトや都

市機能の拡散などにより、既成市街地での空地

や空店舗の増加、中心市街地商業の機能低下、

古くからの市街地や住宅団地などで人口減少や

高齢化が進む一方、郊外幹線道路沿いへの商業

業務機能の立地など都市の空洞化が進行してい

ます。

また、市街化調整区域の集落地域においても、

定住人口の減少や高齢化、荒地や耕作放棄地等

が増加しており、市街地と集落地域のバランス

の取れた都市形成の在り方や、市全体で整合の

取れた土地利用が求められています。

◆今後の取組方針
本市のあるべき総合的な土地利用の方針につ

いて調査・検討を行うとともに、市民意見等を

踏まえた策定に取り組みます。

また、目指すべき都市の姿を描くとともに、

これを具体化し個別の都市計画を実施する際の

指針となる「都市計画基本方針」を定めたうえ

で、都市基盤の整備や市街地開発事業の促進等、

景観に配慮した市街地空間の整備を進め、特に

中心市街地においては公園や歴史遺産などを活

かした賑わいの再生を推進します。一方、集落

地域では地域コミュニティを維持する定住人口

の確保と自然環境に配慮した住環境の整備を推

進します。

�都市計画
�将来の都市のありかたを描き、これを実現
するための都市計画の方針を策定する「都

市計画基本方針」

�市街地や都市計画施設の整備と、秩序ある
土地利用の誘導を図る「都市計画制度」

�都市機能の整備
�公共施設と住環境の一体的な整備改善を進
める「諫早南部土地区画整理事業」

�ゆとりある都市空間や都市機能の再整備、
土地の高度利用を促進する「市街地再開発

事業」

�物流、産業、生活、スポーツ等の機能と親
水空間の複合整備を推進する「港湾環境整

備事業」

�諫早駅と駅前広場、バスターミナル等の連
結・利便性の向上、駅北街区などの一体再

生の検討「諫早駅周辺都市再生事業」

�潤いの都市空間づくり
�諫早公園や市役所周辺、本明川河川敷、諫
早駅など中心地区の水と緑、歴史遺産を活

かした「歴史と文化の中心地区づくり」

「諫早南部第１地区土地区画整理事業地区」

まちづくりの羅針盤／快適な暮らし

ゆとりと潤いの都市空間づくり

暮らしの
充実
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◆現状と課題
本市は県央部に位置し、国道・県道など交通

結節点となっていますが、朝夕には主要交差点

で慢性的な交通渋滞が発生しており、その早期

改善が望まれています。

また、幹線道路に接続する道路や地域の生活

道路の整備など生活の利便性の向上を図る道路

施策が求められています。

九州新幹線の開業は南九州の経済活性化と地

域振興に大きな活力をもたらしており、全国に

広がる新幹線網への直結は、本市はじめ長崎県

全体の地域浮揚に欠くことのできない懸案と

なっています。また、路線バスは利用者の減少

に歯止めがかからない状況であり、路線の維持

や経営に課題を抱えています。

◆今後の取組方針
国道、県道を中心に形成されている本市の広

域幹線道路網の拡幅整備と交差点改良を推進す

るとともに、都市内交通の緩和を図る環状道路

網の整備を促進します。また、地域活力や生活

利便性を高める市道路網の整備と維持管理の推

進を図ります。

九州新幹線西九州ルート（長崎ルート）の早

期着工を推進するとともに、並行在来線の地域

利便性を高める運行改善と経営安定の実現に向

けた検討を進めます。また、市民生活に欠くこ

とのできない路線バスについては、関係機関と

連携しながら必要な路線の確保を図

ります。

�幹線道路網の整備
�国道５７号森山拡幅や国道３４号、国道２０７号、
国道２５１号などを中軸とする「広域幹線道

路網」の整備促進

�国道３４号本野交差点の改良や県道諫早外環
状線の整備など「道路交通円滑化」の推進

�有明海沿岸地域の高速交通ネットワークの
形成と沿岸地域の一体的発展を図る「諫

早・鹿島間地域高規格道路の早期整備」

�幹線道路と集落の連結や地域間の一体化、
交通利便の向上を図る「市道道路改良整備

事業」

�鉄道網の整備
�全国新幹線網に連結し、西九州の地域浮揚
を推進する「九州新幹線西九州ルート（長

崎ルート）」早期実現

�諫早駅～小長井駅区間など運行本数や駅立
地等について利用者の視点で見直し、鉄道

利便性の向上と運営基盤の確立を進める

「地域鉄道維持再生」の推進

�バス路線網の整備
�市民の日常の移動手段である「バス路線の
見直しと確保」

JR 長崎本線（白いカモメ）

まちづくりの羅針盤／快適な暮らし

交通基盤の整備
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◆現状と課題
私たちは誰でも年齢を重ね、いずれ壮年期を

境に徐々に身体能力が低下します。また、障害

のある人や幼児、妊産婦、病気やけがなど市民

の身体状態は多様であり、高齢者や障害者等が

自立して住み慣れた地域で暮らせるバリアフ

リーの環境づくりが求められています。

◆今後の取組方針
バリアフリーの生活環境づくりは、わが国が

世界一の長寿社会を実現した今日、早急に取り

組むべき社会的基盤であり、公的施設における

率先的な取組を進めるとともに、歩道や公園、

交通機関や旅客施設、病院など点の整備から、

連続した線の整備、地域への面的な拡大を図る

ため、市民・事業者・行政などの連携による推

進体制づくりと人づくり、心のバリアフリーを

推進します。

�公共施設のバリアフリー
�すべての市民が使いやすい公共施設の率先
整備とユニバーサルデザインに基づく設計

「公共施設バリアフリー率先整備」の推進

�鉄道駅やバスターミナルなどの交通拠点と
周辺環境のバリアフリー化を図る「交通拠

点等バリアフリー整備事業」

�建物や敷地等の点のバリアフリーから、歩
道や公園、散策路等の線的な整備、地域へ

面的に拡大する「バリアフリーの社会基盤

づくり」

�市民とともに進めるバリアフリー
�バリアー疑似体験やバリアフリー思想・ユ
ニバーサルデザインなどの情報提供、研修

会など「バリアフリーの普及啓発」

�個店や事務所、商店街など事業者の取組を
支援する「バリアフリー自己点検支援」

市道の点字誘導

まちづくりの羅針盤／快適な暮らし

バリアフリーのまちづくり

暮らしの
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◆現状と課題
住みよい地域社会づくりの主要な担い手であ

る自治会など地域団体は、地域性あふれる活動

が行われていますが、多様化する住民ニーズに

応じた活動が求められています。

また、婦人会や青年団体、まちづくり団体、

ボランティア団体等によって、様々な分野で自

発的な多くの活動がなされており、こうした市

民活動の全体像を把握し、行政との協働の在り

方や活動推進の方法などについて検討する必要

があります。

◆今後の取組方針
地域自治活動の拠点となる集会所等の整備や

自治会や地域活動団体の育成や活動を支援する

とともに、地域のまちづくり意識の醸成や自治

会等が果たしている役割、活動内容の啓発を進

めます。

また、まちづくり団体やボランティア団体等

の把握や活動内容の調査を進め、相互のネット

ワーク化や情報交換の場づくり、市民への情報

提供を行うとともに、自発的なまちづくり活動

を支援します。

�地域自治活動の振興
�身近な様々な課題やコミュニティ形成など
自治会活動を促進する「自治活動促進支援」

�自治会活動や地域グループなどの活動拠点
と交流の場となる「地区集会施設整備支援」

�高齢者団体や婦人団体、青年団体などと連
携を図る「地域活動団体連携支援」

�自治会や地域活動団体の役割、まちづくり
活動などへの理解を促進する「地域自治意

識の醸成」

�自主的なまちづくり活動の推進
�市民の自主的な様々なまちづくりの実践的
な取組を支援する「市民まちづくり推進事

業」

�ボランティア団体やまちづくり団体等の育
成、活動支援、ネットワーク化を進める「ま

ちづくり団体人材育成連携支援」

�様々な分野で活動する各種団体やNPO、
市民グループ等の把握と活動内容の収集、

市民への情報提供、情報の交換、人材育成

などを一元的に行う「市民活動の総合支援」

�市民参加の美しい公共空間の管理
�身近な公共空間の清掃美化や管理について、
市民や団体、企業などの積極的な参加と、

公共空間里親制度などの推進により、道路

や河川敷、公園緑地や海岸、花壇などの美

しい景観の実現維持を進める「市民参加の

美しい公共空間づくり」の推進

まちづくりの羅針盤／協働のまちづくり

市民と進めるまちづくり
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◆現状と課題
支所地域をはじめ本庁管内の各地区によって

も、都市化の状況や産業、生活環境や自然、風

土文化等が大きく異なることから、その特色や

課題に応じた地域振興の在り方を検討する必要

があります。

また、地域のまちづくりを進めるにあたって

は、問題意識を共有する地域住民の積極的な参

加と主体的な取組があってはじめて、持続可能

な地域づくりと、より効果的な事業展開が可能

となります。

◆今後の取組方針
新たな地域づくりの処方せんとなる地域振興

計画を地域審議会を中心に地域住民と市が共同

して策定するとともに、役割を分担しながらそ

の実現に取り組み、活力と特色ある地域づくり

を推進します。

�地域振興計画の推進
�地域住民の声を反映させる場としての「地
域審議会」の推進

�住民自ら地域の課題を考え、話し合い、智
恵と工夫を結集する「地域振興計画」の策

定

�「地域振興計画」に基づき、地域住民と市
が連携してまちづくりを進める「地域づく

り協働事業」の推進

�ふれあいと交流による活性化
�地域の伝統催事やまつりなどを通し郷土へ
の愛着を育てる「地域ふれあい交流」の促

進

�地域住民のふれあいの場となるコミュニ
ティ施設の整備や支所・出張所の整備など

地域の交流拠点づくりを推進する「ふれあ

い施設整備」

�地域の利便性や生活環境の整備、経済活性
化などに取り組む「地域定住環境づくり」

の促進

地域審議会

まちづくりの羅針盤／協働のまちづくり

活力と特色ある地域づくり

市民主役の
まちづくり
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◆現状と課題
市民に最も身近な行政体である市町村は、そ

の地域にふさわしい行政サービスを提供するこ

とが求められています。

市が有する限られた財源や人員、施設等を最

大限に活かすため、時代の変化や新たな行政需

要、多様化する市民ニーズに的確に対応する弾

力的な行政組織の整備や政策の重点化、事務の

効率化などに取り組む必要があります。

◆今後の取組方針
政策能力の向上や柔軟な組織運営、危機管理

の強化を推進するとともに、創意工夫と能力を

発揮できる人事配置や職場の活性化、研修制度

の充実等に取り組みます。

また、行政サービスの迅速化や事務の効率化

をさらに向上させるため、行政情報システムの

高度化を進めるとともに、恒常的に事務改善に

取り組み、不断の行政改革を推進します。

�地方自治基盤の強化
�新たな行政需要や市民ニーズの多様化、地
方分権などに対応する「柔軟な行政組織運

営」

�財政環境の動向や制度変革などに対応する
柔軟で安定的な財政運営を目指す「財政計

画」

�事務事業の再編・整理、廃止、統合、指定
管理者制度を含む民間委託等の推進、定員

管理の適正化等を進める「行政改革」の推

進

�正確な土地の状況が登記簿に反映され、土
地取引の円滑化、公共事業、災害復旧や課

税の公平化等に寄与する「地籍調査事業」

の促進

�建築確認や都市計画などまちづくり権限と
市民生活に密着した行政事務の市での包括

的な実施を進める「総合行政体づくり」の

推進

�行政能力の向上
�事務の効率化や迅速化、ネットワーク化な
どに対応する「情報システム」の高度化

�戸籍・除籍等の謄本・抄本の交付時間の短
縮や本庁・支所間等の事務円滑化を進める

「戸籍システム導入事業」

�デジタル基本図や地籍情報、固定資産情報、
各種業務情報の総合化による「統合型地理

情報システム」の高度化

�経営感覚や時代的変化に対応する政策立案
能力や高度専門能力の開発、職員の意欲を

高める「研修・人事制度」の推進

�市政の課題や政策施策の進捗状況、政策展
開などを総合的に検証・見直す「政策施策

重点化」の推進

�防災対応機能などの強化とユニバーサル・
デザインに基づいた利便性の高い「新市庁

舎」の建設

まちづくりの羅針盤／未来に続くまちづくり

地方自治の確立と行政能力の向上
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◆現状と課題
市政情報については、広報諫早や市ホーム

ページ、市政情報コーナーにおける閲覧サービ

スや情報公開請求の受付・相談など積極的な情

報提供に努めており、さらにきめ細かい情報の

収集や迅速な提供、新市誕生に伴う旧市町の行

政資料の整理・保存、個人情報の保護などが課

題です。

また、市政への市民の関心を高め、まちづく

りへの積極的な市民参加を促すため、市民意見

を活かし、市政に反映する取組が求められてい

ます。

◆今後の取組方針
市が保有する情報は、市と市民の共有財産で

あり、市政への理解と信頼を深めてもらうため、

広報広聴機能の向上と情報提供の多様化を図る

とともに、行政資料の適切な管理と個人情報の

保護を進めます。

また、市政情報の公開と積極的な共有化を進

め、計画づくりなどへの市民参加を促し、市民

本位の、市民主役のまちづくりを推進します。

�広報広聴の充実
�市政の報告、まちづくりへの関心を高める
特集や地域の話題など市民生活の総合情報

誌「広報諫早」の充実

�報道機関への情報提供やホームページの充
実、地域の放送メディアの利用など市政情

報の積極発信と市民共有化を進める「情報

媒体総合利活用の推進」

�市業務や事務事業、市政の現状と目指すべ
き将来方向などを紹介する「市政概要・市

勢要覧等の発行」

�市政懇談会や市民提案箱、市長へのはがき
など「対話の行政推進事業」

�情報公開の推進と個人情報の保護
�市政情報コーナーにおける資料の充実や情
報公開請求への積極対応など「情報公開制

度」の充実

�市が保有する個人情報を適切に取り扱い、
個人の権利利益を保護する「個人情報保護

条例の制定」

�旧１市５町の行政資料の整理・保存と、市
関連の刊行物や計画書等の収集、統計情報

の整理、ファイリングシステムなど「市政

情報の提供・文書管理」の推進

�市民意見の反映と市民参画の推進
�行政サービスを総合的に担う市政・計画づ
くりへの市民意見の反映「市民意見公募制

度（パブリックコメント）」の実施

�市民発想を活かすワークショップや計画作
成の場への参加公募など「市民主体の計画

づくり」

総合情報誌「広報諫早」

まちづくりの羅針盤／未来に続くまちづくり

情報公開と市民参画の推進

市民主役の
まちづくり
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市債現在高�

基金現在高�

合併前における各市町の決算の推

移及び平成１７年度予算を基に、今後

の国・県の施策の動向及び将来の社

会経済情勢を考慮して、総合計画の

期間における財政運営の目安とする

ため作成しました（表１）。

併せて、基金及び市債残高の推移

見込についても推計したところです

（図１）。

■図１ 基金及び市債残高の推移見込

財政計画第４節

■表１ 歳入歳出推計表 （単位：百万円）

区 分 Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７

歳

入

市 税 １５，１３６１５，９４０１５，８３０１５，５４６１５，８０５１６，０６１１６，１３６１６，４１３１６，６９０１６，６０６

譲 与 税 等 ３，３３５ ２，８６５ ２，９０５ ２，９５０ ２，９９４ ３，０３９ ３，０８３ ３，１２７ ３，１７１ ３，２１７

地 方 交 付 税 １４，３４３１４，７７９１４，６７１１５，１７３１５，２８６１５，３１６１５，１３５１５，０８６１５，０２０１４，９８７

分担金、使用料等 １，８０５ １，８１６ １，８１７ １，８２０ １，８３１ １，８４０ １，８４７ １，８５３ １，８６１ １，８６９

国 県 支 出 金 ９，９２７ ９，５５１ ９，１０１ ９，０１５ ８，９５５ ８，９１５ ８，８７８ ８，８５０ ８，８２６ ８，８０９

市 債 ８，６７０１２，１１４１１，７２５ ８，０９４ ７，９８２ ８，０３３ ７，９３２ ６，９４６ ７，５６１ ５，３３１

そ の 他 ４，１５３ ２，９８２ ３，８９０ ４，１５７ ４，０８５ ４，２７５ ２，７７２ ３，１６０ ３，４０９ ３，３３１

歳入合計 ５７，３６９６０，０４７５９，９３９５６，７５５５６，９３８５７，４７９５５，７８３５５，４３５５６，５３８５４，１５０

歳

出

人 件 費 ８，８９８ ９，３０４ ９，１８６ ８，６９２ ９，００４ ８，６１４ ８，３１２ ８，３１８ ８，３４１ ８，１６７

う ち 職 員 給 ６，４０８ ６，３４０ ６，１９６ ６，０５２ ５，９５０ ５，７８１ ５，６４１ ５，５３０ ５，３９０ ５，２２０

うち職員退職手当 ４３２ ９１８ ９１８ ６４８ １，０８０ ８９１ ７０２ ８９１ １，０８０ １，１０７

そ の 他 ２，０５８ ２，０４６ ２，０７２ １，９９２ １，９７４ １，９４２ １，９６９ １，８９７ １，８７１ １，８４０

扶 助 費 ７，３６７ ７，４４９ ７，５６７ ７，７０６ ７，８６０ ８，０２６ ８，１９６ ８，３７０ ８，５４８ ８，７３２

公 債 費 ９，１５９ ９，４４１ ９，４７７ ９，４３８ ９，０９３ ９，０１４ ８，９０４ ８，９７２ ８，９７５ ８，９７９

物 件 費 ６，１０５ ６，０４２ ５，９４５ ５，８５９ ５，８１１ ５，７２０ ５，６４９ ５，６０１ ５，５２９ ５，４３２

補 助 費 等 ５，７７６ ５，７６５ ５，７７４ ５，７９５ ５，８２５ ５，８６５ ５，９０９ ５，９５６ ６，００６ ６，０６０

繰 出 金 ６，４４２ ６，６５２ ６，８９２ ７，０６１ ７，２７４ ７，５０１ ７，７３６ ７，９７９ ８，２３２ ８，４９７

そ の 他 １，７１８ ２，４６４ ２，４３０ ２，６４２ ２，６９０ ２，８８８ １，４２６ １，３６４ １，３８９ １，４１６

小 計 ４５，４６５４７，１１７４７，２７１４７，１９３４７，５５７４７，６２８４６，１３２４６，５６０４７，０２０４７，２８３

投 資 的 経 費 １１，９０４１２，９３０１２，６６８ ９，５６２ ９，３８１ ９，８５１ ９，６５１ ８，８７５ ９，５１８ ６，８６７

歳出合計 ５７，３６９６０，０４７５９，９３９５６，７５５５６，９３８５７，４７９５５，７８３５５，４３５５６，５３８５４，１５０
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作成にあたっては、堅実な財政運営を行うことを基調としながらも、歳入にあっては国の三位一体

の改革等の影響も想定して過大なものとならないよう見積もるとともに、必要に応じ基金を投入する

など財源の確保に努めました。一方、歳出にあっては将来の行政需要を正確に把握することはきわめ

て困難ですが、縮減又は増大が見込まれる事務事業、新たに取り組むことが想定されるものに要する

経費、合併特例債等を活用して新市の一体性の速やかな確立や均衡ある発展のために実施する道路や

庁舎などの公共的施設の整備事業を試算するなど、できる限りその捕捉に努めました。（表２）

計画期間内において歳入不足に陥ると見込まれる年度はありませんが、これは先述のとおり取り崩

し可能な基金を充当したことによるものであり、新たに生ずる行政需要に対しては、その内容次第で

は充分に対応することができない可能性があります。したがって、市税をはじめとした自主財源の確

保に努めるとともに、徹底した組織の合理化や事務事業の見直しにより行政コストを強力に縮減して

いく必要があります。

■表２ 前提条件及び歳入歳出各項目の考え方

区 分 考 え 方

前 提 条 件

・他団体との比較を容易にするため、普通会計で作成した。
・地方財政制度は、平成１７年１０月末までに判明した翌年度以降の地方財政制度とした。
・経済成長率及び物価上昇率は、「構造改革と経済財政の中期展望－２００４年度改定」（平成１７年１月２０日経済
財政諮問会議提出）に資料として付された内閣府作成の「参考資料」によった。

・人口は、国立社会保障・人口問題研究所による平成１２年国勢調査を基にした推計値によった。

歳

入

市 税
・住民税は平成１７年度税制改正に伴う影響額を、固定資産税は地価の下落傾向及び建築物価の傾向を加味し
て推計した。

譲 与 税 等
・平成１７年度決算見込額に経済成長率を加味して推計した。なお所得譲与税は、平成１９年度以降は見込まな
いこととした。

地方交付税
・普通交付税総額は毎年度減少することを基調とし、これに合併に伴う措置及び合併特例債の償還に対する
措置額を加味した。特別交付税についても同様に毎年度減少することとし、合併に伴う措置額を加算した。

分 担 金 、
使 用 料 等

・過去の決算額（平成１７年度決算見込額を含む。以下同じ。）の推移を参考に試算した。なお一部の使用料
及び手数料については、これに経済成長率を加味した。

国県支出金
・福祉目的の支出金は前年度と比較して対象者の増減を勘案して推計し、その他の支出金（普通建設事業目
的を含む。）については対前年度比△３％としたうえで、合併に伴い交付される支出金を加算した。

市 債
・過去の決算額をもとに算出した通常の事業量については対前年度比△３％で推計し、これに合併特例債を
充当する事業見込分を加算した。臨時財政対策債及び減税補てん債は、平成１８年度発行見込額を基準とし、
対前年度比△３％で推計した。

そ の 他

・財産収入は、経済成長率を加味して推計した。
・繰入金は、特定目的基金の所要額を充当するとともに、歳出に比べ歳入の不足が見込まれる場合は、財政
調整基金を取り崩して調整した。

・繰越金及び寄附金は、見込まないこととした。
・諸収入は、おおむね過去５か年度の平均としたが、一部は経済成長率を加味して推計した。

歳

出

人 件 費 ・退職者不補充の方法により、職員数を１０年間で２割削減するものとして推計した。

扶 助 費 ・前年度決算額に物価上昇率及び人口増加率を加味して推計した。

公 債 費 ・既発債に係る償還予定額に、今後発行を見込んでいる市債に係る償還推計額を加算した。

物 件 費
・旅費等の職員に係る経費は、職員数の削減にあわせて減額した。その他の経費については物価上昇率を加
味して推計した。

補 助 費 等 ・前年度決算額に物価上昇率を加味して推計した。

繰 出 金
・下水道事業に対する繰出金は平均して毎年度４％程度増加するものとして、国民健康保険事業等について
は過去５か年度の平均増加率を乗じて試算した。

そ の 他

・維持補修費は、物価上昇率を加味して推計した。
・積立金は、年度間調整のため退職手当基金に積み立てることとして推計した額及び毎年度における基金の
預金利子とした。

・投資及び出資金は長崎県南部広域水道企業団に対する各年度の見込額等とし、貸付金は経済成長率を加味
して推計した。

投資的経費
・普通建設事業費は、平成１７年度決算見込額をもとに算出した通常の事業量については対前年度比△３％で
推計し、これに合併特例債を充当する事業見込分を加算した。

・災害復旧事業費は、過去５か年度の平均とした。
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各種財政指標については、参考として平成１５年度決算をもとにした全国都市平均、類似団体平均及

び県下都市平均の値を表示しました。（図２～６）。

■図２ 財政力指数

■図３ 自主財源比率

財政基盤の強さを示すも
の。数字が大きいほど財政
基盤が強いとされる。１を
超えると普通交付税が交付
されない。通常は３年平均
の数値。

歳入総額に対する自主財
源（市税、分担金、使用料
等、その他）の割合で、数
値が高いほど国など他者の
関与を受けにくいというこ
とを示す。
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■図４ 経常収支比率

■図５ 起債制限比率

■図６ 公債費負担比率

地方公共団体の財政構造
の弾力性を示すもの。一般
的に都市では７５％、町村で
は７０％が妥当で、各々５％
を超えると弾力性を失いつ
つあるとされている。

地方債の許可制限に係る
指標。２０％以上３０％未満で
一般単独事業債が不許可。
３０％以上で災害関連事業を
除くすべての一般事業債が
原則として不許可となる。
なお１５％を超えると公債費
負担適正化計画を策定する
必要がある。通常は３年平
均の数値。

公債費に充当された一般
財源の一般財源総額に占め
る割合のこと。財政運営の
硬直性を測定する指標。一
般的に１５％が警戒ライン、
２０％が危険ラインとされる。

第
３
章

第４節

80



第４章

地域の特色ある
まちづくり

地域の特色あるまちづくり

●� 諫早地域のまちづくり方針

●� 多良見地域のまちづくり方針

●� 森山地域のまちづくり方針

●� 飯盛地域のまちづくり方針

●� 高来地域のまちづくり方針

●� 小長井地域のまちづくり方針



小長井地域�

高来地域�

諫早地域�

多良見地域�

飯盛地域�

森山地域�

本市は、それぞれ特色を有する「諫早地域」「多良見地域」「森山地域」「飯盛地域」「高

来地域」「小長井地域」から成り立っています。これまで蓄積されてきたまちづくりの

成果を基礎として、各地域の立地条件やその自然風土、産業や伝統文化などを踏まえ、

その地域特性をさらに伸ばす取組を進めるとともに、培った地域の魅力と個性を市全体

として一つに結実させ、力強い地域力として発展させるため、整合性のある一貫したま

ちづくりを推進する必要があります。

今後、市民主体の、市民本位の地域意思の合意を尊重し、活かすべき地域資源や優先

的に取り組むべき課題を見極めるとともに、地域特性に応じたきめ細かいまちづくりの

展開を図るため「地域振興計画」を地域ごとに策定し、市民と企業、行政が智恵を出し

合い、工夫と創意を尽くし、役割を分担し合いながら連携・協力して活力ある住みやす

い地域づくりを推進します。

地地域域のの特特色色ああるるままちちづづくくりり
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ⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠ 諫早地域�

地域の特色

地域の現況

諫早地域は、多良山系の山々や市街地を貫流
し有明海に至る本明川水系、肥よくな南部丘陵
や外海に開ける橘湾など、変化に富んだ自然風
土を有しています。諫早公園周辺の中心市街地
には県央地域の都市機能が集積しており、鉄道、
バス、道路交通網の要衝地となっています。
また、これを取り囲むように住宅市街地が形

成され、北部山ろくの自然に恵まれた集落環境
や実り豊かな干拓田園地帯、西諫早の工業集積
地帯などそれぞれ特色を有する地区によって構
成されています。

�人口の動向
◇諫早地域の人口は、市全体の３分の２を占め、
これまで着実に増加してきましたが、平成１７
年国勢調査速報値では５年前の調査に比べ
７４８人の増加と鈍化傾向が顕著となっており、
従来の推計人口より約千人少ない結果となっ
ています。また、市街地で人口が増加してい

る半面、周辺の地区では横ばい、又は減少傾
向となっています。

◇年齢階層では、２９歳代以下の若年層で減少傾
向が続くものと推計されており、逆に７５歳以
上の後期高齢者数が大きく増加するものと考
えられます。

諫早地域のまちづくり

■将来人口推計

国勢調査結果 国立社会保障・人口問題研究所による将来人口推計値
平成７年 平成１２年 平成１７年 平成１７年 平成２２年 平成２７年 平成３２年 平成３７年 平成４２年

市
全
体

人 口 １４２，５１７ １４４，２９９ １４４，０４０ １４５，６９１ １４５，８９４ １４４，８０３ １４２，５２６ １３９，１０７ １３４，７４５

０～１４歳２７，１５９１９．１％２４，７００１７．１％ ２３，０５８１５．８％２１，７３２１４．９％２０，６０４１４．２％１９，３４０１３．６％１８，０４８１３．０％１６，６８６１２．４％
１５～６４歳９２，７２２６５．１％９３，０７４６４．５％ ９２，８０４６３．７％９１，５１６６２．７％８６，９１３６０．０％８２，１４９５７．６％７８，１８６５６．２％７４，４３８５５．２％
６５歳以上２２，５２１１５．８％２６，４９６１８．４％ ２９，８３１２０．５％３２，６４２２２．４％３７，２８２２５．７％４１，０１８２８．８％４２，８７３３０．８％４３，６２４３２．４％

不詳 １１５ ０．４％ ２９ ０．１％

諫
早
地
域

人 口 ９３，０５８ ９５，１８２ ９５，９３０ ９６，９３９ ９７，７５２ ９７，４８２ ９６，２３９ ９４，０６６ ９１，１３４

市全体比 ６５．３％ ６６．０％ ６６．６％ ６６．５％ ６７．０％ ６７．３％ ６７．５％ ６７．６％ ６７．６％
０～１４歳１７，５４４１８．９％１６，３５５１７．２％ １５，６１２１６．１％１５，０１５１５．４％１４，２６４１４．６％１３，３４０１３．９％１２，２９５１３．１％１１，２０６１２．３％
１５～６４歳６１，８２３６６．４％６２，５６７６５．７％ ６２，６４０６４．６％６１，８０１６３．２％５９，０８３６０．６％５６，３２０５８．５％５３，９３８５７．３％５１，３９９５６．４％
６５歳以上１３，５７６１４．６％１６，２４４１７．１％ １８，６８９１９．３％２０，９３６２１．４％２４，１３３２４．８％２６，５７８２７．６％２７，８３４２９．６％２８，５２８３１．３％

不詳 １１５ ０．７％ １６ ０．１％

※将来人口推計値は国立社会保障・人口問題研究所による。
※平成１７年国勢調査は速報値のため、年齢別人口は未発表

白木峰高原（コスモス）

第４章

地
域
の
特
色
あ
る
ま
ち
づ
く
り

83



14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0
10歳未満� 10歳代� 20歳代� 30歳代� 40歳代� 50歳代� 60歳代� 70歳代� 80歳以上�

単位：千人� 平成7年� 平成12年� 平成17年� 平成22年� 平成27年� 平成32年� 平成37年� 平成42年�

※平成１７年以降は国立社会保障・人口問題研究所の将来人口推計値による。

�産業別就業者
◇諫早地域では、農林水産業等
の第１次産業の従事者が２０年
間で６０％も減少しています。

◇その減少を第２次産業と第３
次産業の従事者数の増加で埋
め合わせており、増加率は鈍
化していますが増加傾向が続
いています。

�工業
◇諫早中核工業団地や貝津金属
工業団地など西諫早地区を中
心とした産業集積地は付加価
値を産み出し、雇用の場とし
て、地域経済の根幹となって
います。しかしながら、製造
事業所数は減少しており、地
場の中小製造業は厳しい経営
環境にあります。

�卸・小売業
◇市全体の約７０％を諫早地域が
占めていますが、その度合い
は減少しており、商業の拡散
傾向がうかがわれます。

◇事業所数は減少傾向にある反
面、従業者数や売り場面積は
増加しており、店舗の大型化
が進行しています。

■産業別就業者数の推移 ※国勢調査

昭和５５年 昭和６０年 平成２年 平成７年 平成１２年

市

全

体

総 数 ５７，６１５ ６０，４５３ ６３，６６６ ６７，６３６ ６７，６１３

第１次産業 １２，６１５ １０，７４５ ８，０９９ ６，６０９ ５，３７３
第２次産業 １３，１０１ １４，９５７ １７，３９７ １８，８５１ １８，５９６
第３次産業 ３１，８６８ ３４，７１４ ３８，１２７ ４２，１３６ ４３，３８２
分 類 不 能 ３１ ３７ ４３ ４０ ２６２

諫
早
地
域

総 数 ３６，４４９ ３８，６５０ ４１，０３５ ４３，６０６ ４４，０３３

第１次産業 ５，４３２ ４，５６５ ３，４３３ ２，６７４ ２，１５６
第２次産業 ８，０５３ ９，０６８ １０，５２２ １１，４６９ １１，４７６
第３次産業 ２２，９４７ ２４，９８９ ２７，０４９ ２９，４３３ ３０，１６３
分 類 不 能 １７ ２８ ３１ ３０ ２３８

■工業の推移 ※工業統計

平成８年 平成９年 平成１０年 平成１１年 平成１２年 平成１３年 平成１４年 平成１５年 平成１６年

市
全
体

事業所数 ２４９ ２４０ ２６３ ２５５ ２６３ ２５９ ２３７ ２３０ ２１４
従業者数 １１，７３５ １１，３２９ １１，３３９ １１，０６３ １１，４１０ １１，１５５ １０，５５７ １１，４３９ １１，０１１
製 造 品
出荷額等 ２４３，０１６２５４，３１０２５４，３８７２３５，８６７２３７，０８８２８８，３１６３２１，０８８２６７，９６７２４９，５４９

諫
早
地
域

事業所数 １７０ １６２ １７３ １６７ １７６ １７４ １６３ １５８ １４８
従業者数 ８，７６９ ８，６１１ ８，６６２ ８，５１５ ８，６９２ ８，２８８ ８，１０４ ８，５６２ ８，３８１
製 造 品
出荷額等 ２０３，８７４２１５，２４３２１７，４０９１９７，１２８１９７，３１０２３６，３２７２７６，９５４２２４，０５９２０６，２５３

■卸・小売業の推移 ※商業統計

平成３年 平成６年 平成９年 平成１１年 平成１４年

市

全

体

事 業 所 数 ２，２１９ ２，１６３ ２，０９８ ２，１５７ ２，０８４
従 業 者 数 １１，８２０ １２，８０２ １２，８３０ １３，３９１ １３，６１８
年 間 商 品
販 売 額 ３４７，４７６ ３７５，６８２ ４０９，２０９ ３５５，９７３ ３７５，８６２

売り場面積 １１２，７９８ １２８，０４７ １２５，６８５ １３１，０３２ １５３，９０３

諫
早
地
域

事 業 所 数 １，５８２ １，５４６ １，４９１ １，５２３ １，４７９
従 業 者 数 ８，８７３ ９，６２６ ９，４５６ ９，８３７ ９，８９９
年 間 商 品
販 売 額 ２７２，９３７ ２９４，６００ ３１４，０２８ ２６７，７５９ ２７８，６２６

売り場面積 ９１，２８９ １０３，７６２ １０２，２３９ １０２，７８５ １１３，９４５
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地域の課題

地域のまちづくり方針

本地域の主な「まちづくりの課題」は、
�本明川流域や半造川流域などでの集中豪雨などによる
災害が懸念されます。

�商業機能の低下や低利用地の点在など中心市街地の空
洞化が進行しています。

�小野地区や有喜地区、本野地区や長田地区などでは、
人口や勤労世帯などが減少し、地域コミュニティの担
い手不足が懸念されます。

�農林水産業では、後継者や新規従業者等の不足により
高齢化が進み、耕作放棄地の増加で地域景観が破壊さ
れています。

本地域は、各地区の持っている特性を伸ばす取組を進め
るとともに、自然と調和した集落環境や緑豊かな住環境の
充実を図り、小学校区を単位とした住民参加型の「顔の見
える」安全安心のまちづくりを進めます。また、産業基盤
の整備や高次都市機能の集積などをさらに促進することに
より、市内はもとより長崎県央における中心拠点機能の強
化を目指します。
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ⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡ 多良見地域�

地域の特色

地域の現況

多良見地域は、大村湾の最南端に位置し、起
伏のある海岸線を有する景勝の地であり、県都
の長崎市に隣接していることで立地条件に優れ
ています。都市化が進み商工業が集積する市街
化区域、伊木力みかんのブランドとして有名な
柑橘栽培が主体の農業地域、独特の味覚で親し
まれているナマコ・カキ・タコが捕れる大村湾
域など、都市と自然が調和をなしています。
また、船津ペーロン大会などの伝統行事や長

崎街道の史跡など歴史・文化の地域資源を有し
ています。

�人口の動向
◇多良見地域の人口は、昭和５５年に１万人を突
破し平成７年には１万７千人を超えましたが、
近年は漸減傾向となっています。市全体に占
める割合は約１２％であり、現在の高齢化率も
２０％に満たない水準ですが、今後は急速な上
昇が予測されています。

◇年齢階層別では、この１０年間で１０歳代と４０歳
代が急速に減少し、５０歳代が大きく増加して
います。今後１０年間では、２９歳以下の若年層
で依然として減少傾向が続き、５０歳代が６０歳
代に移行することにより、５０歳代が減少する
との推計となっています。

多良見地域のまちづくり

■将来人口推計

国勢調査結果 国立社会保障・人口問題研究所による将来人口推計値
平成７年 平成１２年 平成１７年 平成１７年 平成２２年 平成２７年 平成３２年 平成３７年 平成４２年

市
全
体

人 口 １４２，５１７ １４４，２９９ １４４，０４０ １４５，６９１ １４５，８９４ １４４，８０３ １４２，５２６ １３９，１０７ １３４，７４５

０～１４歳２７，１５９１９．１％２４，７００１７．１％ ２３，０５８１５．８％２１，７３２１４．９％２０，６０４１４．２％１９，３４０１３．６％１８，０４８１３．０％１６，６８６１２．４％
１５～６４歳９２，７２２６５．１％９３，０７４６４．５％ ９２，８０４６３．７％９１，５１６６２．７％８６，９１３６０．０％８２，１４９５７．６％７８，１８６５６．２％７４，４３８５５．２％
６５歳以上２２，５２１１５．８％２６，４９６１８．４％ ２９，８３１２０．５％３２，６４２２２．４％３７，２８２２５．７％４１，０１８２８．８％４２，８７３３０．８％４３，６２４３２．４％

不詳 １１５ ０．４％ ２９ ０．１％

多
良
見
地
域

人 口 １７，２７５ １７，０５６ １６，９７２ １６，９６１ １６，８６４ １６，７８８ １６，６２３ １６，３２５ １５，９０３

市全体比 １２．１％ １１．８％ １１．８％ １１．６％ １１．６％ １１．６％ １１．７％ １１．７％ １１．８％
０～１４歳 ３，４９２２０．２％ ２，８３５１６．６％ ２，４４６１４．４％ ２，２１６１３．１％ ２，１０７１２．６％ ２，０２４１２．２％ １，９８９１２．２％ １，８９９１１．９％
１５～６４歳１１，２５４６５．１％１１，２６７６６．１％ １１，１６５６５．８％１０，８４３６４．３％ ９，９４４５９．２％ ９，１５１５５．１％ ８，６７９５３．２％ ８，４５３５３．２％
６５歳以上 ２，５２９１４．６％ ２，９４１１７．２％ ３，３５１１９．８％ ３，８０４２２．６％ ４，７３７２８．２％ ５，４２９３２．７％ ５，６５７３４．７％ ５，５５４３４．９％

不詳 １３ ０．５％

※国立社会保障・人口問題研究所発表の市町村別将来人口推計数値による。
※平成１７年国勢調査は速報値のため、年齢別人口は未発表

たらみ図書館
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3
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1
0

10歳未満� 10歳代� 20歳代� 30歳代� 40歳代� 50歳代� 60歳代� 70歳代� 80歳以上�

単位：百人� 平成7年� 平成12年� 平成17年� 平成22年� 平成27年� 平成32年� 平成37年� 平成42年�

※平成１７年以降は国立社会保障・人口問題研究所の将来人口推計値による。

�産業別就業者
◇多良見地域では、人口の伸び
に応じて、平成１２年までの２０
年間で就業者数が約１．５倍に
増加しており、第３次産業の
就業者数が大きく伸びていま
す。

◇第１次産業では、２０年間で約
４０％減少していますが、市全
体と比べ減少幅が小さく、占
める割合は１１％から１５％に拡
大しています。

�工業
◇多良見地域の工業は、市全体
の約１割程度を占めています
が、近年は従業者数、製造品
出荷額等ともに減少傾向と
なっています。

�卸・小売業
◇多良見地域の商業は、売り場
面積で平成３年から平成１４年
までに約３倍に拡大し、年間
商品販売額で市全体の約２０％
を占めるに至っていますが、
既存商店街の活性化が課題と
なっています。

■産業別就業者数の推移 ※国勢調査

昭和５５年 昭和６０年 平成２年 平成７年 平成１２年

市

全

体

総 数 ５７，６１５ ６０，４５３ ６３，６６６ ６７，６３６ ６７，６１３

第１次産業 １２，６１５ １０，７４５ ８，０９９ ６，６０９ ５，３７３
第２次産業 １３，１０１ １４，９５７ １７，３９７ １８，８５１ １８，５９６
第３次産業 ３１，８６８ ３４，７１４ ３８，１２７ ４２，１３６ ４３，３８２
分 類 不 能 ３１ ３７ ４３ ４０ ２６２

多
良
見
地
域

総 数 ５，５３５ ６，３２８ ７，３７６ ８，２８２ ８，２８６

第１次産業 １，３２７ １，２４６ １，０１２ ９４９ ７９０
第２次産業 １，３４４ １，６５４ １，９９６ ２，２２７ ２，０９４
第３次産業 ２，８６４ ３，４２４ ４，３６５ ５，１０３ ５，３８０
分 類 不 能 ０ ４ ３ ３ ２２

■工業の推移 ※工業統計

平成８年 平成９年 平成１０年 平成１１年 平成１２年 平成１３年 平成１４年 平成１５年 平成１６年

市
全
体

事業所数 ２４９ ２４０ ２６３ ２５５ ２６３ ２５９ ２３７ ２３０ ２１４
従業者数 １１，７３５ １１，３２９ １１，３３９ １１，０６３ １１，４１０ １１，１５５ １０，５５７ １１，４３９ １１，０１１
製 造 品
出荷額等 ２４３，０１６２５４，３１０２５４，３８７２３５，８６７２３７，０８８２８８，３１６３２１，０８８２６７，９６７２４９，５４９

多
良
見
地
域

事業所数 ３４ ３４ ３８ ３８ ３６ ３７ ３２ ３１ ２８
従業者数 １，６０２ １，５５６ １，４９０ １，４２７ １，５６９ １，５６１ １，４９０ １，４００ １，１１６
製 造 品
出荷額等 ２３，９０９ ２５，１３８ ２４，０６１ ２５，３６３ ２５，６１２ ２６，５３０ ２５，０３０ ２４，９１４ ２１，１９０

■卸・小売業の推移 ※商業統計

平成３年 平成６年 平成９年 平成１１年 平成１４年

市

全

体

事 業 所 数 ２，２１９ ２，１６３ ２，０９８ ２，１５７ ２，０８４
従 業 者 数 １１，８２０ １２，８０２ １２，８３０ １３，３９１ １３，６１８
年 間 商 品
販 売 額 ３４７，４７６ ３７５，６８２ ４０９，２０９ ３５５，９７３ ３７５，８６２

売り場面積 １１２，７９８ １２８，０４７ １２５，６８５ １３１，０３２ １５３，９０３

多
良
見
地
域

事 業 所 数 ２３４ ２３８ ２４２ ２５７ ２３６
従 業 者 数 １，５１２ １，６１５ １，５９２ １，８６０ １，９２３
年 間 商 品
販 売 額 ５４，５４１ ５８，３３２ ６７，６７２ ６３，７３５ ７０，９５９

売り場面積 ７，６６０ ９，４３３ ８，２４０ １４，５０８ ２１，９２８

第４章

地
域
の
特
色
あ
る
ま
ち
づ
く
り

87



地域の課題

地域のまちづくり方針

本地域の主な「まちづくりの課題」は、
�農業、漁業従事者の高齢化、後継者不足問題が顕在化
しています。

�喜々津駅前商店街は、消費者離れによる集客力の低下
が生じています。

�大村湾水質保全のための下水道や合併浄化槽の整備を
早急に進めることが必要です。

�伝統芸能や行事を後世に伝えるための地域の取組に対
する支援や指導者の育成が求められています。

�国道２０７号線の未整備区間の早期整備が必要です。

多良見地域のまちづくりは、輝くひとづくりを基本とし、
人らしく幸福に暮らしていくための人権尊重社会の形成、
次世代を担う子供の育成、地域に根ざした個性ある文化の
継承と創造、人がふれあう多様な交流を進めて行く必要が
あります。
このまちづくりの実現には、県都の長崎市に隣接しかつ

交通の要衝の地を活かし、海、山、田園景観がおりなす豊
かな自然環境の保全と活用、多様な産業の振興、健康で安
全な暮らしのための「活気ある・健康で心のふれあうまち
づくり」を推進します。
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ⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢ 森山地域�

地域の特色

地域の現況

森山地域は、島原半島の入口に位置し、起伏

の多い丘陵地帯と丘陵山際の旧海岸線から数次

にわたって干拓造成された広大な水田が広がっ

ています。基幹産業は、米麦中心の農業ですが、

近年丘陵部の広範囲でハウス栽培が増加傾向に

あります。また、泥炭層の湿地に貴重な動植物

が数多く生息する唐比湿地公園と豊かな人間性

をはぐくむ日本最大級の木造図書館を有し、豊

富な地域資源にも恵まれています。

�人口の動向

◇森山地域の人口は、近年の国勢調査では横ば

い状態となっており、今後ともわずかな減少

幅で推移するものと推計されていましたが、

平成１７年国勢調査速報値では予想より２百人

以上多く減少する結果となりました。

◇年齢階層別では、この１０年間で５０歳代が大き

く増加した反面、６０歳代が減少しているのが

特徴です。今後１０年間では、６０歳代が大きく

増加するものと推計されています。

■将来人口推計

国勢調査結果 国立社会保障・人口問題研究所による将来人口推計値
平成７年 平成１２年 平成１７年 平成１７年 平成２２年 平成２７年 平成３２年 平成３７年 平成４２年

市
全
体

人 口 １４２，５１７ １４４，２９９ １４４，０４０ １４５，６９１ １４５，８９４ １４４，８０３ １４２，５２６ １３９，１０７ １３４，７４５

０～１４歳２７，１５９１９．１％２４，７００１７．１％ ２３，０５８１５．８％２１，７３２１４．９％２０，６０４１４．２％１９，３４０１３．６％１８，０４８１３．０％１６，６８６１２．４％
１５～６４歳９２，７２２６５．１％９３，０７４６４．５％ ９２，８０４６３．７％９１，５１６６２．７％８６，９１３６０．０％８２，１４９５７．６％７８，１８６５６．２％７４，４３８５５．２％
６５歳以上２２，５２１１５．８％２６，４９６１８．４％ ２９，８３１２０．５％３２，６４２２２．４％３７，２８２２５．７％４１，０１８２８．８％４２，８７３３０．８％４３，６２４３２．４％

不詳 １１５ ０．４％ ２９ ０．１％

森
山
地
域

人 口 ６，２７９ ６，２５９ ６，００２ ６，２４０ ６，１８６ ６，１２２ ６，０１４ ５，８８７ ５，７４６

市全体比 ４．４％ ４．３％ ４．２％ ４．３％ ４．２％ ４．２％ ４．２％ ４．２％ ４．３％
０～１４歳 １，１９７１９．１％ １，０９５１７．５％ ９８３１５．８％ ９４３１５．２％ ９２２１５．１％ ８８０１４．６％ ８４３１４．３％ ８０５１４．０％
１５～６４歳 ３，７３３５９．５％ ３，６９２５９．０％ ３，７００５９．３％ ３，６７９５９．５％ ３，５１６５７．４％ ３，３４４５５．６％ ３，１８７５４．１％ ３，０４９５３．１％
６５歳以上 １，３４９２１．５％ １，４７２２３．５％ １，５５８２５．０％ １，５６３２５．３％ １，６８４２７．５％ １，７９２２９．８％ １，８５７３１．５％ １，８９１３２．９％

不詳

※国立社会保障・人口問題研究所発表の市町村別将来人口推計数値による。
※平成１７年国勢調査は速報値のため、年齢別人口は未発表

森山地域のまちづくり

唐比湿地公園（ハス園）
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0
10歳未満� 10歳代� 20歳代� 30歳代� 40歳代� 50歳代� 60歳代� 70歳代� 80歳以上�

単位：百人� 平成7年� 平成12年� 平成17年� 平成22年� 平成27年� 平成32年� 平成37年� 平成42年�

※平成１７年以降は国立社会保障・人口問題研究所の将来人口推計値による。

�産業別就業者
◇森山地域の就業者数には、こ
の２０年間、ほとんど変動があ
りませんが、産業構造は大き
く変化しています。

◇２０年前の第１次産業の従事者
割合は３９％に達していました
が、平成１２年には１２％に低下
し、従業者数も昭和５５年の約
３０％に減少しています。
◇第１次産業から第２次産業、
第３次産業への就業状況のシ
フトがうかがえます。

�工業
◇森山地域の製造事業所は多く
はありませんが、近年は従業
者数、製造品出荷額等とも大
きく縮小しており、厳しい環
境にあります。

�卸・小売業
◇森山地域では、道路サイドへ
の店舗立地が進んでおり、店
舗数・従業者数・売り場面積
も拡大傾向にあります。

■産業別就業者数の推移 ※国勢調査

昭和５５年 昭和６０年 平成２年 平成７年 平成１２年

市

全

体

総 数 ５７，６１５ ６０，４５３ ６３，６６６ ６７，６３６ ６７，６１３

第１次産業 １２，６１５ １０，７４５ ８，０９９ ６，６０９ ５，３７３
第２次産業 １３，１０１ １４，９５７ １７，３９７ １８，８５１ １８，５９６
第３次産業 ３１，８６８ ３４，７１４ ３８，１２７ ４２，１３６ ４３，３８２
分 類 不 能 ３１ ３７ ４３ ４０ ２６２

森
山
地
域

総 数 ２，９２０ ２，９２６ ２，８９１ ２，９２４ ２，８８８

第１次産業 １，１３１ ９３４ ６２９ ４７７ ３３７
第２次産業 ６９６ ７５１ ９０６ ９３３ ９３１
第３次産業 １，０８８ １，２４０ １，３５１ １，５１３ １，６２０
分 類 不 能 ５ １ ５ １ ０

■工業の推移 ※工業統計

平成８年 平成９年 平成１０年 平成１１年 平成１２年 平成１３年 平成１４年 平成１５年 平成１６年

市
全
体

事業所数 ２４９ ２４０ ２６３ ２５５ ２６３ ２５９ ２３７ ２３０ ２１４
従業者数 １１，７３５ １１，３２９ １１，３３９ １１，０６３ １１，４１０ １１，１５５ １０，５５７ １１，４３９ １１，０１１
製 造 品
出荷額等 ２４３，０１６２５４，３１０２５４，３８７２３５，８６７２３７，０８８２８８，３１６３２１，０８８２６７，９６７２４９，５４９

森
山
地
域

事業所数 ６ ５ ５ ５ ６ ５ ３ ３ ３
従業者数 １３９ １０１ ９０ ８４ ９５ ７８ ５２ ４８ ４１
製 造 品
出荷額等 ９４５ ７７５ ７４５ ７１８ ７７８ ４１７ ２３３ ２１２ ２０２

■卸・小売業の推移 ※商業統計

平成３年 平成６年 平成９年 平成１１年 平成１４年

市

全

体

事 業 所 数 ２，２１９ ２，１６３ ２，０９８ ２，１５７ ２，０８４
従 業 者 数 １１，８２０ １２，８０２ １２，８３０ １３，３９１ １３，６１８
年 間 商 品
販 売 額 ３４７，４７６ ３７５，６８２ ４０９，２０９ ３５５，９７３ ３７５，８６２

売り場面積 １１２，７９８ １２８，０４７ １２５，６８５ １３１，０３２ １５３，９０３

森
山
地
域

事 業 所 数 ６７ ６１ ６５ ６４ ７２
従 業 者 数 １８４ ２０７ ２４９ ２５８ ２９４
年 間 商 品
販 売 額 ２，８２７ ３，２５８ ５，８８２ ５，２８２ ４，３９８

売り場面積 １，９１１ ２，１５３ ２，２９５ １，３８６ ４，３４２
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地域の課題

地域のまちづくり方針

本地域の主な「まちづくりの課題」は、
�地形的に奥山を有しない浅い壊れやすい自然環境を守
り育て継承していくために、自然環境と調和した美し
い環境づくりのための手法が求められています。

�農地などの地盤沈下、雨水排水、農業用用排水の総合
的な対策が求められています。

�唐比湿地公園を起点に町内の観光資源をネットワーク
化した地域観光の基盤づくりを進める必要があります。

�魅力ある農業経営への支援と認定農業者制度の充実を
はじめ、地域における担い手農家の計画的育成が求め
られています。

本地域は、地域住民一人ひとりが地域への愛着を持ち連
帯して暮らしやすいまちをつくるため、「人と人とのふれ
あいを大事にする心豊かなふるさとづくり」「地域農業の
振興を中心にした活力あるまちづくり」「自然と調和した
ゆとりあるまちづくり」「市民がつくる市民主役のまちづ
くり」をまちづくりの指針に、生活の豊かさを実感できる、
ゆとりとふれあいのまちづくりを進めます。
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ⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣ 飯盛地域�

地域の特色

地域の現況

飯盛地域は、南に広がる「橘湾」、シンボル
である「飯盛山」、広大な畑作地帯など自然を
ともにする暮らしがあり、東西に走る国道２５１
号線で県都の長崎市に隣接する立地条件を有し
ています。基幹産業は、基盤整備が進む畑作を
中心とした農業と橘湾沿岸の漁業で、結の浜マ
リンパークを中心とした観光産業も盛んです。
また、県指定無形文化財である「田結浮立」を
始めとする伝統芸能やぺーロンなどが受け継が
れ、地域振興やまちづくりにつながっています。

�人口の動向
◇飯盛地域の人口は、戦後の一時期を除いて大
正時代とほとんど同じ約８千人程度で推移し
てきましたが、少子化が進んでおり、今後は
長期的に減少傾向が続くものと推計されてい
ます。

◇年齢階層別では、この１０年間で４０歳代以下と
６０歳代で減少した反面、５０歳代が大きく増加
しました。今後１０年間では、人口の山となっ
ている５０歳代が６０歳代に移行するのに伴い、
５０歳代と７０歳代が減少に転じるものと考えら
れます。

■将来人口推計

国勢調査結果 国立社会保障・人口問題研究所による将来人口推計値
平成７年 平成１２年 平成１７年 平成１７年 平成２２年 平成２７年 平成３２年 平成３７年 平成４２年

市
全
体

人 口 １４２，５１７ １４４，２９９ １４４，０４０ １４５，６９１ １４５，８９４ １４４，８０３ １４２，５２６ １３９，１０７ １３４，７４５

０～１４歳２７，１５９１９．１％２４，７００１７．１％ ２３，０５８１５．８％２１，７３２１４．９％２０，６０４１４．２％１９，３４０１３．６％１８，０４８１３．０％１６，６８６１２．４％
１５～６４歳９２，７２２６５．１％９３，０７４６４．５％ ９２，８０４６３．７％９１，５１６６２．７％８６，９１３６０．０％８２，１４９５７．６％７８，１８６５６．２％７４，４３８５５．２％
６５歳以上２２，５２１１５．８％２６，４９６１８．４％ ２９，８３１２０．５％３２，６４２２２．４％３７，２８２２５．７％４１，０１８２８．８％４２，８７３３０．８％４３，６２４３２．４％

不詳 １１５ ０．４％ ２９ ０．１％

飯
盛
地
域

人 口 ８，１１１ ８，０３４ ７，９０６ ７，９１０ ７，７３１ ７，４８８ ７，２３１ ６，９４２ ６，６３９

市全体比 ５．７％ ５．６％ ５．５％ ５．４％ ５．３％ ５．２％ ５．１％ ５．０％ ４．９％
０～１４歳 １，５８６１９．６％ １，３９６１７．４％ １，２４７１５．８％ １，０８１１４．０％ ９８６１３．２％ ９０６１２．５％ ８３９１２．１％ ７８３１１．８％
１５～６４歳 ４，９４８６１．０％ ４，８４１６０．３％ ４，７０４５９．５％ ４，６１４５９．７％ ４，３４２５８．０％ ３，９８６５５．１％ ３，７０８５３．４％ ３，４５５５２．０％
６５歳以上 １，５７７１９．４％ １，７９７２２．４％ １，９５９２４．８％ ２，０３４２６．３％ ２，１６０２８．８％ ２，３３９３２．３％ ２，３９４３４．５％ ２，４０２３６．２％

不詳

※国立社会保障・人口問題研究所発表の市町村別将来人口推計数値による。
※平成１７年国勢調査は速報値のため、年齢別人口は未発表

飯盛地域のまちづくり

結の浜マリンパーク
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9

10

11

12

8

7

6

5

4

3

2

1

0
10歳未満� 10歳代� 20歳代� 30歳代� 40歳代� 50歳代� 60歳代� 70歳代� 80歳以上�

単位：百人� 平成7年� 平成12年� 平成17年� 平成22年� 平成27年� 平成32年� 平成37年� 平成42年�

※平成１７年以降は国立社会保障・人口問題研究所の将来人口推計値による。

�産業別就業者
◇飯盛地域では、全体の就業者
数は横ばいの状況ですが、第
１次産業が減少し、第２次産
業と第３次産業への就業が増
加しているのは他の地域と同
様の傾向です。

◇第１次産業の就業者は大きく
減少していますが、平成１２年
でなお地域の２０％を占めてい
ます。

�工業
◇製造事業所数に大きな変動は
ないものの、地域での従業者
数や製造品出荷額等は大きく
落ち込んでおり、厳しい状況
となっています。

�卸・小売業
◇地域での事業所数や売り場面
積には大きな変動は見られま
せんが、従業者数、年間商品
販売額とも増加しています。

■産業別就業者数の推移 ※国勢調査

昭和５５年 昭和６０年 平成２年 平成７年 平成１２年

市

全

体

総 数 ５７，６１５ ６０，４５３ ６３，６６６ ６７，６３６ ６７，６１３

第１次産業 １２，６１５ １０，７４５ ８，０９９ ６，６０９ ５，３７３
第２次産業 １３，１０１ １４，９５７ １７，３９７ １８，８５１ １８，５９６
第３次産業 ３１，８６８ ３４，７１４ ３８，１２７ ４２，１３６ ４３，３８２
分 類 不 能 ３１ ３７ ４３ ４０ ２６２

飯
盛
地
域

総 数 ３，９３７ ３，９９０ ３，８９６ ４，０２９ ３，８０６

第１次産業 １，７０１ １，４３０ １，０８１ ９３５ ７６２
第２次産業 ７００ ９５７ １，１０３ １，１０５ ９８６
第３次産業 １，５３３ １，６０１ １，７１０ １，９８９ ２，０５８
分 類 不 能 ３ ２ ２ ０ ０

■工業の推移 ※工業統計

平成８年 平成９年 平成１０年 平成１１年 平成１２年 平成１３年 平成１４年 平成１５年 平成１６年

市
全
体

事業所数 ２４９ ２４０ ２６３ ２５５ ２６３ ２５９ ２３７ ２３０ ２１４
従業者数 １１，７３５ １１，３２９ １１，３３９ １１，０６３ １１，４１０ １１，１５５ １０，５５７ １１，４３９ １１，０１１
製 造 品
出荷額等 ２４３，０１６２５４，３１０２５４，３８７２３５，８６７２３７，０８８２８８，３１６３２１，０８８２６７，９６７２４９，５４９

飯
盛
地
域

事業所数 １６ １７ ２０ ２０ １９ １８ １７ １６ １４
従業者数 ３１２ ２８８ ３２２ ２６７ ２５２ ２５９ １７６ １６５ １７５
製 造 品
出荷額等 ２，６２７ ２，４２２ ２，８６５ ２，７５８ ２，６９３ ２，７２４ １，７１４ １，６０１ １，４８１

■卸・小売業の推移 ※商業統計

平成３年 平成６年 平成９年 平成１１年 平成１４年

市

全

体

事 業 所 数 ２，２１９ ２，１６３ ２，０９８ ２，１５７ ２，０８４
従 業 者 数 １１，８２０ １２，８０２ １２，８３０ １３，３９１ １３，６１８
年 間 商 品
販 売 額 ３４７，４７６ ３７５，６８２ ４０９，２０９ ３５５，９７３ ３７５，８６２

売り場面積 １１２，７９８ １２８，０４７ １２５，６８５ １３１，０３２ １５３，９０３

飯
盛
地
域

事 業 所 数 １０１ １０２ ９８ ９９ ９８
従 業 者 数 ４２５ ４６５ ５５０ ５９９ ６００
年 間 商 品
販 売 額 ５，７４３ ６，０４５ ７，００７ ８，２０５ ７，２８３

売り場面積 ２，５０３ ２，９０６ ２，９２７ ２，４７７ ２，６０４
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地域の課題

地域のまちづくり方針

本地域の主な「まちづくりの課題」は、
�飯盛公民館は老朽化が進み、歴史資料の展示や保健な
ど複合機能を備えた改築が望まれています。

�公共下水道の早期整備と併せ水資源の確保、上水道の
安定供給が求められています。

�公営住宅など住環境の整備、地場産業の育成、観光資
源の開発など若者の定住化施策や少子化対策を進める
必要があります。

�江ノ浦川の河川改修事業を進める中、台風、大雨時に
おける江ノ浦漁港での係船場所や開平野への塩害対策
を含め早期完成が求められています。

�中山間地域では、遊休農地対策、経営規模拡大、基盤
整備など進める必要があります。

本地域では、「環境共生」と「地域教育・地域文化の継
承・創造」を目指して、世代間・地域間の交流を図り、思
いやりと人と人のふれあいを大切に皆が安心して暮らし、
明日の生活を創造できる「海とみどりの交流のまちづく
り」を進めます。この豊富な自然環境を資源として活かし、
自然との共生を基本として産業の振興、生活環境の整備を
推進します。
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ⅤⅤⅤⅤⅤⅤⅤⅤⅤⅤⅤⅤⅤⅤⅤⅤⅤⅤⅤⅤⅤⅤⅤⅤⅤⅤ 高来地域�

地域の特色

地域の現況

�人口の動向
◇高来地域の人口は、昭和３１年合併時１２，９６２人
からの緩やかな減少傾向から横ばい状態でし
たが、平成１７年国勢調査の速報値では推計よ
り３００人ほど少なく、今後も減少が続くこと

が予測されています。
◇年齢階層別では、この１０年間は３０歳代と６０歳
代が大きく減少した反面、５０歳代が増えたの
が特徴です。今後１０年間では、５０歳代から６０
歳代が人口の山になるものと考えられます。

高来地域は、多良岳から有明海に向かって南向きに広がる
扇状の傾斜地と河川による平坦地帯から形成され、標高差は
約千メートルに達します。多良山系は優れた自然環境に恵ま
れ、四季様々な景観を有しており、そこから流れ出る轟渓流
の清水は日本名水百選に認定を受けている名水です。山岳地
が概ね人工林や自然林、丘陵地帯が森林と畑地で、平野部は
住宅や国道、鉄道などの主要公共施設が集中するとともに水
田地帯となっています。
諫早湾干拓に伴って出現した広大な干陸地の一部には、環

境と景観の保全を目的として菜の花やコスモスなどの植栽が
行われています。公共交通としては、ＪＲ長崎本線が地域内
に２駅と国道２０７号を通るバス路線がありますが、ＪＲは朝
夕の通勤・通学時間帯が主であり、バス便も本数が少なく、
自家用車主体の地域社会となっています。

■将来人口推計

国勢調査結果 国立社会保障・人口問題研究所による将来人口推計値
平成７年 平成１２年 平成１７年 平成１７年 平成２２年 平成２７年 平成３２年 平成３７年 平成４２年

市
全
体

人 口 １４２，５１７ １４４，２９９ １４４，０４０ １４５，６９１ １４５，８９４ １４４，８０３ １４２，５２６ １３９，１０７ １３４，７４５

０～１４歳２７，１５９１９．１％２４，７００１７．１％ ２３，０５８１５．８％２１，７３２１４．９％２０，６０４１４．２％１９，３４０１３．６％１８，０４８１３．０％１６，６８６１２．４％
１５～６４歳９２，７２２６５．１％９３，０７４６４．５％ ９２，８０４６３．７％９１，５１６６２．７％８６，９１３６０．０％８２，１４９５７．６％７８，１８６５６．２％７４，４３８５５．２％
６５歳以上２２，５２１１５．８％２６，４９６１８．４％ ２９，８３１２０．５％３２，６４２２２．４％３７，２８２２５．７％４１，０１８２８．８％４２，８７３３０．８％４３，６２４３２．４％

不詳 １１５ ０．４％ ２９ ０．１％

高
来
地
域

人 口 １０，９９７ １１，０９２ １０，８０１ １１，１０２ １１，０００ １０，７８１ １０，５１４ １０，２２１ ９，８８７

市全体比 ７．７％ ７．７％ ７．５％ ７．６％ ７．５％ ７．４％ ７．４％ ７．３％ ７．３％
０～１４歳 ２，１０９１９．２％ １，９１１１７．２％ １，７７４１６．０％ １，５８０１４．４％ １，４９４１３．９％ １，４２４１３．５％ １，３７１１３．４％ １，３１８１３．３％
１５～６４歳 ６，６７２６０．７％ ６，６４３５９．９％ ６，６３７５９．８％ ６，６５７６０．５％ ６，３１３５８．６％ ５，９１９５６．３％ ５，５３８５４．２％ ５，２２１５２．８％
６５歳以上 ２，２１６２０．２％ ２，５３８２２．９％ ２，６９０２４．２％ ２，７６３２５．１％ ２，９７３２７．６％ ３，１７１３０．２％ ３，３１２３２．４％ ３，３４８３３．９％

不詳

※国立社会保障・人口問題研究所発表の市町村別将来人口推計数値による。
※平成１７年国勢調査は速報値のため、年齢別人口は未発表

高来地域のまちづくり

名水百選「轟峡」
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9
10
11
12
13
14
15
16

8
7
6
5
4
3
2
1
0

10歳未満� 10歳代� 20歳代� 30歳代� 40歳代� 50歳代� 60歳代� 70歳代� 80歳以上�

単位：百人� 平成7年� 平成12年� 平成17年� 平成22年� 平成27年� 平成32年� 平成37年� 平成42年�

※平成１７年以降は国立社会保障・人口問題研究所の将来人口推計値による。

�産業別就業者
◇高来地域でも、第１次産業か
ら第２次産業と第３次産業へ
の就業のシフトが鮮明ですが、
特に第２次産業の従事者割合
は３６％と大きな割合を占めて
います。

�工業
◇高来地域の製造事業所数はほ
ぼ横ばいの状況ですが、従業
者数は大きな伸びを示してお
り、製造品出荷額等も拡大傾
向にあります。

◇第２次産業への就業者のうち、
半数以上は製造業への従事と
なっています。

�卸・小売業
◇卸・小売業の事業所数は減少
傾向となっていますが、従業
者数や年間商品販売額、売り
場面積とも拡大傾向であり、
店舗が大型化しているものと
考えられます。

■産業別就業者数の推移 ※国勢調査

昭和５５年 昭和６０年 平成２年 平成７年 平成１２年

市

全

体

総 数 ５７，６１５ ６０，４５３ ６３，６６６ ６７，６３６ ６７，６１３

第１次産業 １２，６１５ １０，７４５ ８，０９９ ６，６０９ ５，３７３
第２次産業 １３，１０１ １４，９５７ １７，３９７ １８，８５１ １８，５９６
第３次産業 ３１，８６８ ３４，７１４ ３８，１２７ ４２，１３６ ４３，３８２
分 類 不 能 ３１ ３７ ４３ ４０ ２６２

高
来
地
域

総 数 ５，２４１ ５，１９０ ５，１７６ ５，５０７ ５，４３４

第１次産業 １，８５５ １，５９７ １，１４９ ９１０ ７８８
第２次産業 １，３２８ １，４４７ １，７３９ １，９６７ １，９６７
第３次産業 ２，０５２ ２，１４４ ２，２８７ ２，６２６ ２，６７８
分 類 不 能 ６ ２ １ ４ １

■工業の推移 ※工業統計

平成８年 平成９年 平成１０年 平成１１年 平成１２年 平成１３年 平成１４年 平成１５年 平成１６年

市
全
体

事業所数 ２４９ ２４０ ２６３ ２５５ ２６３ ２５９ ２３７ ２３０ ２１４
従業者数 １１，７３５ １１，３２９ １１，３３９ １１，０６３ １１，４１０ １１，１５５ １０，５５７ １１，４３９ １１，０１１
製 造 品
出荷額等 ２４３，０１６２５４，３１０２５４，３８７２３５，８６７２３７，０８８２８８，３１６３２１，０８８２６７，９６７２４９，５４９

高
来
地
域

事業所数 １３ １３ １８ １７ １８ １７ １５ １６ １５
従業者数 ６８３ ５７６ ５８８ ６０８ ６５６ ４７９ ４３８ ９９８ １，０４５
製 造 品
出荷額等 ９，３３９ ８，５８８ ７，５００ ８，３０３ ９，０４５ １０，３５６ ７，１９３ ９，４７５ １２，９３０

■卸・小売業の推移 ※商業統計

平成３年 平成６年 平成９年 平成１１年 平成１４年

市

全

体

事 業 所 数 ２，２１９ ２，１６３ ２，０９８ ２，１５７ ２，０８４
従 業 者 数 １１，８２０ １２，８０２ １２，８３０ １３，３９１ １３，６１８
年 間 商 品
販 売 額 ３４７，４７６ ３７５，６８２ ４０９，２０９ ３５５，９７３ ３７５，８６２

売り場面積 １１２，７９８ １２８，０４７ １２５，６８５ １３１，０３２ １５３，９０３

高
来
地
域

事 業 所 数 １５３ １３９ １３１ １４６ １３７
従 業 者 数 ５５１ ５８８ ６２５ ５８０ ６１２
年 間 商 品
販 売 額 ６，２３６ ６，７０５ ６，５６１ ６，７７２ ７，０２５

売り場面積 ７，０９４ ６，９８９ ７，１５９ ７，６１６ ９，０１６
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地域の課題

地域のまちづくり方針

本地域の主な「まちづくりの課題」は、
�農業従事者の高齢化が進み、後継者問題が大きな課題
となっています。

�林業事業の生産性の向上と観光資源化を図ることが必
要です。

�ＪＲ、バス共に通勤通学時間帯以外は利便性に欠け、
不便な交通環境となっています。

�ケーブルテレビ網の整備が課題です。
�各種大会やスポーツイベント等が開催できる総合体育
館の整備が望まれています。

�九州新幹線西九州ルート（長崎ルート）建設計画に伴
う並行在来線問題があります。

本地域では、清流と緑の大自然にはぐくまれた祖先伝来
の美しい郷土を受け継ぎ、共に力を合わせ、明るく、豊か
な、住み良いまちづくりにいそしんでいます。歴史や文化、
資源、環境などを大切に継承し、活用しながら、地域生活
に必要な整備を図り、自然と調和した地域産業の育成に努
め、誰もが生き生きとして豊かな生活を享受できるまちづ
くりを進めます。特に、多良山系から湧き出る豊かな「名
水」と、諫早湾干拓事業で出現した広大な「干陸地」など、
豊かな自然を活かしたまちづくりを推進します。
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ⅥⅥⅥⅥⅥⅥⅥⅥⅥⅥⅥⅥⅥⅥⅥⅥⅥⅥⅥⅥⅥⅥⅥⅥⅥⅥⅥⅥⅥ 小長井地域�

地域の特色

地域の現況

小長井地域は、佐賀県との県境にあり、多良
連山を背に南の有明海へ扇状に広がる温暖な丘
陵地帯で、今もなお豊かな自然が残る地域です。
自然環境の破壊が世界的に進む現代にあって、
緑豊かな森林や蛍が舞い飛ぶ川、豊富な海の幸
をもたらす海がより自然に近い状態で残ってい
ます。基幹産業は農業と漁業で、近年、農業で
はアスパラガスや花卉などの軽量作物の栽培、
漁業ではアサリの養殖に加え、カキの養殖にも
力を入れています。
また、豊かな自然を活かして整備された山茶

花高原ピクニックパークへは、これまで多くの
観光客が訪れており、自然環境が豊かで景観が
美しい町として名を上げています。

�人口の動向
◇小長井地域の人口は、昭和３０年の８，５０９人を
ピークに緩やかな減少傾向が続いています。
今後１０年間の人口推計では、他の地域と比べ
最も減少割合が大きくなることが予測されて
います。

◇年齢階層別では、この１０年間は３０歳代と６０歳
代が大きく減少した反面、４０歳代と５０歳代が
増えたのが特徴です。今後１０年間では、４０歳
代から６０歳代が人口の山になるものと考えら
れます。

■将来人口推計

国勢調査結果 国立社会保障・人口問題研究所による将来人口推計値
平成７年 平成１２年 平成１７年 平成１７年 平成２２年 平成２７年 平成３２年 平成３７年 平成４２年

市
全
体

人 口 １４２，５１７ １４４，２９９ １４４，０４０ １４５，６９１ １４５，８９４ １４４，８０３ １４２，５２６ １３９，１０７ １３４，７４５

０～１４歳２７，１５９１９．１％２４，７００１７．１％ ２３，０５８１５．８％２１，７３２１４．９％２０，６０４１４．２％１９，３４０１３．６％１８，０４８１３．０％１６，６８６１２．４％
１５～６４歳９２，７２２６５．１％９３，０７４６４．５％ ９２，８０４６３．７％９１，５１６６２．７％８６，９１３６０．０％８２，１４９５７．６％７８，１８６５６．２％７４，４３８５５．２％
６５歳以上２２，５２１１５．８％２６，４９６１８．４％ ２９，８３１２０．５％３２，６４２２２．４％３７，２８２２５．７％４１，０１８２８．８％４２，８７３３０．８％４３，６２４３２．４％

不詳 １１５ ０．４％ ２９ ０．１％

小
長
井
地
域

人 口 ６，７９７ ６，６７６ ６，４２９ ６，５３９ ６，３６１ ６，１４２ ５，９０５ ５，６６６ ５，４３６

市全体比 ４．８％ ４．６％ ４．５％ ４．５％ ４．４％ ４．２％ ４．１％ ４．１％ ４．０％
０～１４歳 １，２３１１８．１％ １，１０８１６．６％ ９９６１５．２％ ８９７１４．１％ ８３１１３．５％ ７６６１３．０％ ７１１１２．５％ ６７５１２．４％
１５～６４歳 ４，２９２６３．１％ ４，０６４６０．９％ ３，９５８６０．５％ ３，９２２６１．７％ ３，７１５６０．５％ ３，４２９５８．１％ ３，１３６５５．３％ ２，８６１５２．６％
６５歳以上 １，２７４１８．７％ １，５０４２２．５％ １，５８４２４．２％ １，５４２２４．２％ １，５９５２６．０％ １，７０９２８．９％ １，８１９３２．１％ １，９０１３５．０％

不詳

※国立社会保障・人口問題研究所発表の市町村別将来人口推計数値による。
※平成１７年国勢調査は速報値のため、年齢別人口は未発表

小長井地域のまちづくり

山茶花高原ピクニックパーク
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0
10歳未満� 10歳代� 20歳代� 30歳代� 40歳代� 50歳代� 60歳代� 70歳代� 80歳以上�

単位：百人� 平成7年� 平成12年� 平成17年� 平成22年� 平成27年� 平成32年� 平成37年� 平成42年�

※平成１７年以降は国立社会保障・人口問題研究所の将来人口推計値による。

�産業別就業者
◇小長井地域でも、農林水産業
等の第１次産業の従事者が大
きく減少していますが、なお
地域の１７％を占めており、地
域の基幹産業となっています。

◇第２次産業の従業者数が３６％
と大きいのも特徴ですが、そ
のうち１２％は鉱業への従事者
となっています。

�工業
◇地域の製造業は、事業所数は
減少していますが、従業者数、
製造品出荷額等は年により変
動幅が大きいものの、平成８
年と比べ平成１６年は拡大して
います。

�卸・小売業
◇地域の商業は、事業所数や売
り場面積は減少していますが、
従業者数や年間商品販売額に
ついては、変動が大きいもの
の、全体としては横ばい状況
です。

■産業別就業者数の推移 ※国勢調査

昭和５５年 昭和６０年 平成２年 平成７年 平成１２年

市

全

体

総 数 ５７，６１５ ６０，４５３ ６３，６６６ ６７，６３６ ６７，６１３

第１次産業 １２，６１５ １０，７４５ ８，０９９ ６，６０９ ５，３７３
第２次産業 １３，１０１ １４，９５７ １７，３９７ １８，８５１ １８，５９６
第３次産業 ３１，８６８ ３４，７１４ ３８，１２７ ４２，１３６ ４３，３８２
分 類 不 能 ３１ ３７ ４３ ４０ ２６２

小
長
井
地
域

総 数 ３，５３３ ３，３６９ ３，２９２ ３，２８８ ３，１６６

第１次産業 １，１６９ ９７３ ７９５ ６６４ ５４０
第２次産業 ９８０ １，０８０ １，１３１ １，１５０ １，１４２
第３次産業 １，３８４ １，３１６ １，３６５ １，４７２ １，４８３
分 類 不 能 ０ ０ １ ２ １

■工業の推移 ※工業統計

平成８年 平成９年 平成１０年 平成１１年 平成１２年 平成１３年 平成１４年 平成１５年 平成１６年

市
全
体

事業所数 ２４９ ２４０ ２６３ ２５５ ２６３ ２５９ ２３７ ２３０ ２１４
従業者数 １１，７３５ １１，３２９ １１，３３９ １１，０６３ １１，４１０ １１，１５５ １０，５５７ １１，４３９ １１，０１１
製 造 品
出荷額等 ２４３，０１６２５４，３１０２５４，３８７２３５，８６７２３７，０８８２８８，３１６３２１，０８８２６７，９６７２４９，５４９

小
長
井
地
域

事業所数 １０ ９ ９ ８ ８ ８ ７ ６ ６
従業者数 ２３０ １９７ １８７ １６２ １４６ ４９０ ２９７ ２６６ ２５３
製 造 品
出荷額等 ２，３２２ ２，１４４ １，８０７ １，５９７ １，６５０ １１，９６２ ９，９６４ ７，７０５ ７，４９３

■卸・小売業の推移 ※商業統計

平成３年 平成６年 平成９年 平成１１年 平成１４年

市

全

体

事 業 所 数 ２，２１９ ２，１６３ ２，０９８ ２，１５７ ２，０８４
従 業 者 数 １１，８２０ １２，８０２ １２，８３０ １３，３９１ １３，６１８
年 間 商 品
販 売 額 ３４７，４７６ ３７５，６８２ ４０９，２０９ ３５５，９７３ ３７５，８６２

売り場面積 １１２，７９８ １２８，０４７ １２５，６８５ １３１，０３２ １５３，９０３

小
長
井
地
域

事 業 所 数 ８２ ７７ ７１ ６８ ６２
従 業 者 数 ２７５ ３０１ ３５８ ２５７ ２９０
年 間 商 品
販 売 額 ５，１９０ ６，７４０ ８，０５６ ４，２２２ ７，５６９

売り場面積 ２，３４１ ２，８０４ ２，８２５ ２，２６０ ２，０６８
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地域の課題

地域のまちづくり方針

本地域の主な「まちづくりの課題」としては、
�後継者不足や生産意欲の減退などにより、農業、水産
業、商業などの既存産業が停滞しています。

�山茶花高原ピクニックパークへの観光客数が減少して
います。

�少子・高齢化の進展による勤労世代人口の減少と地域
コミュニティの存続維持。

�各種大会やスポーツイベント等が開催できる総合体育
館の整備が望まれています。

�九州新幹線西九州ルート（長崎ルート）建設計画に伴
う並行在来線問題があります。

本地域では、美しい自然を住民の心の源として、「ハー
トフルこながい ―山も海も人も良い。ここに住みたいま
ちづくり―」を基本目標のキャッチフレーズに掲げ、人と
自然が融和した特色あるまちづくりを進めていきます。豊
かな自然をベースに、すべての人が健康でいきいきと暮ら
せるまち、人が住みたくなるまち、多くの人が集うまち、
を目指します。
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資料編

●� 諫早市総合計画策定の主な経過

●� 諮問／答申

●� 諫早市総合計画審議会委員名簿



� 諫早市総合計画策定の主な経過

平成１７年８月１７日 各地域審議会へ市長から諮問

「地域の特色あるまちづくりについて」

平成１７年９月７日 第１回諫早市総合計画審議会

委員（２４名）委嘱、会長選任（西村）、【諮問】

策定の概要説明、意見交換

９月３０日 地域審議会（中間報告）

１０月５日 第２回諫早市総合計画審議会

総合計画構成、目標人口、都市像・基本目標・政策

１０月２６日 第３回諫早市総合計画審議会

各地域審議会中間報告、政策施策体系図、基本構想素案

１１月３０日 第４回諫早市総合計画審議会

目標人口、体系図、主要事業、土台づくりプロジェクト、

骨格素案パンフレット

１２月２日 地域審議会合同会議（説明・意見交換）

１２月２０日 骨格素案パンフレット発行

（パブリックコメント）

平成１８年１月１３日 パブリックコメント締め切り（１６５件）

１月２０日 地域審議会（最終答申）

１月２５日 第５回諫早市総合計画審議会

市民意見集約、総合計画素案

２月２日 地域審議会合同会議（説明・意見交換）

２月３日 市議会全員協議会（説明・意見交換）

２月８日 第６回諫早市総合計画審議会

最終答申案審議

２月１５日 総合計画素案確認 【答申】

３月３日 『諫早市基本構想』議案提出

３月２８日 議会で議決
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� 諮問／答申

１７諫 企 第３０６号

平成１７年９月７日

諫早市総合計画審議会会長 様

諫早市長 吉 次 邦 夫

諫早市総合計画について（諮問）

諫早市総合計画審議会条例（平成１７年条例第２３０号）第２条の規定に基づき、諫

早市総合計画について、貴審議会の意見を求めます。

平成１８年２月１５日

諫早市長 吉 次 邦 夫 様

諫早市総合計画審議会
会長 西 村 � 介

諫早市総合計画について（答申）

平成１７年９月７日付１７諫企第３０６号で本審議会に諮問された諫早市総合計画につ
いて、慎重に審議した結果、別冊のとおり答申いたします。
本計画に基づき実施される行政施策の推進にあたっては、市民の理解と協力を得

つつ、市民意見を十分反映されながら、『ひとが輝く創造都市・諫早』の実現に向
けて努力されるよう望みます。
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� 諫早市総合計画審議会委員

№ 氏 名 団 体 ・ 分 野

１ 芦 塚 末 光 諫早市自治会連合会 会長

２ 石 田 美津子 （ボランティア団体ぽてっとの会）

３ 井 上 彌 生 （男女共同参画懇話会委員）

４ 岩 本 子 （諫早国際交流センター事務局）

５ 臼 井 寛 （長崎総合科学大学顧問）

６ 内 田 輝 美 （高来町観光協会会員）

７ 上 村 紀 元 （元親和銀行公務部長）

８ 川久保 喜 市 （県央農業改良普及センター所長）

９ 木 下 まさみ （ケアマネージャー・救急救命士）

１０ 佐 藤 快 信 （長崎ウエスレヤン大学地域づくり学科長）

１１ 相 田 雄二郎 （中小企業診断士）

１２ 中 村 保 徳 諫早市体育協会 副会長

１３ 西 村 � 介 諫早医師会 会長

１４ 橋 本 幸 子 諫早市連合婦人会 会長

１５ 長谷川 榮美子 （美容室・ギャラリー もぎたて市出品者）

１６ 平 田 � 男 （諫早図書館館長）

１７ 福 武 靖 夫 諫早市消防団 団長

１８ 本 多 来 生 （有田工業㈱会長）

１９ 水 上 紘 幸 諫早市社会福祉協議会 副会長

２０ 山 下 博 之 諫早市芸術文化連盟 事務局長

２１ 渡 瀬 仁 諫早青年会議所 理事長

２２ 山 口 喜久雄 諫早市議会

２３ 相 浦 喜代子 諫早市議会

２４ 副 島 宏 行 助役
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